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日 時：令和 7年 10月 21日（火） 午後 6時 30分 
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１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 
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⑴ 柿崎マリンホテルハマナスの利用時間及び休館日の変更について ・・・・資料 4 

 

⑵ 上越市柿崎体育館の廃止について     ・・・・資料 5 
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７ その他 

⑴ 会議の開催日程について 
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場 所：柿崎コミュニティプラザ 3階 市民活動室 
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資 料 １ 

令和7年 10月 21日 

地 域 政 策 課 

 
上越市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

１ 過疎地域持続的発展計画の概要 

・「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域の持続的発展

のために市町村が定めることができる計画である。 

・市町村が策定した計画に基づいて行う以下の事業に要する経費については、過疎対策

事業債(元利償還金の70％を普通交付税措置)を発行することができるといった財政上

の特別措置を受けることができる。 

①施設の整備 

市町村道、農道、漁港・港湾、地場産業施設、観光・レクリエーション施設、下水道処

理施設、一般廃棄物処理施設、集会施設、消防施設、高齢者保健福祉施設、保育所、

診療施設、公立小中学校等 

②住民の交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持・活性化など住民の将来にわた

る安全で安心な暮らしの確保のためのソフト事業 

 

２ 策定の背景 

・現行計画が令和 7 年度末で計画期間を満了することから、令和 8 年 4 月 1 日から令和

13 年 3 月 31 日までを計画期間とする同計画を策定するもの。 

 

３ 計画期間 

・令和 8年 4月 1日から令和 13 年 3 月 31 日まで 

 

４ 対象地域 

・安塚区、浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、吉川区、中郷区、板倉区、清里区、三和区

及び名立区の 11 区 

 

５ 計画の内容 

・計画は、国から示された「作成例」を踏まえ、以下のような構成で策定する。 

・策定に当たっては、新潟県過疎地域持続的発展方針、上越市第 7 次総合計画、第 3 期

上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略、上越市第 3 次財政計画、上越市公共施設等

総合管理計画(基本方針)等との整合を図る。 

 

１ 基本的な事項 

上越市の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況、持続的発展の基本方針、

基本目標、計画の達成状況の評価、計画期間、公共施設等総合管理計画との整合 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成・確保 

移住・定住、地域間交流・関係人口、人材育成・確保 

※以下、法律に定める各施策について、それぞれ⑴現状と問題点、⑵その対策、⑶計

画、⑷公共施設等総合管理計画との整合を掲載 

 



３ 産業の振興 

農業、林業、水産業、地場産業、企業誘致等、商業、建設業、情報通信産業、観光・

レクリエーション、産業振興促進事項 

４ 地域における情報化 

他地域との情報通信技術の利用機会の格差の是正、住民の生活の利便性の向上 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

道路、農道、林道、交通確保対策 

６ 生活環境の整備 

上水道、汚水処理、廃棄物、消防・救急体制の整備、住宅、雪対策、その他 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保険及び福祉の向上・増進 

児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、健診と保健活動 

８ 医療の確保 

診療の確保 

９ 教育の振興 

学校教育、社会教育、スポーツの振興 

１０ 集落の整備 

集落づくりの推進 

１１ 地域文化の振興 

伝統文化、文化施設 

１２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

再生可能エネルギー 

１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

自然環境の保全及び再生、自治・まちづくりの推進 

 

６ 今後の予定 

10 月 地域協議会への事前説明 

11 月 地域協議会への諮問・答申 

12 月 市議会総務常任委員会所管事務調査 

12 月下旬～1月下旬 パブリックコメント、県との協議 

3 月 市議会 3月定例会に上程 

 

 

 



 

 

上越市過疎地域持続的発展計画（案） 

令和 8 年度～令和 12 年度 

 

（未定稿） 

 

 

 

 

 

新潟県 上越市 
  



 

 

  



内容 

１ 基本的な事項 ............................................................................................................................ 1 

（１） 上越市の概況 ......................................................................................................................... 1 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 ..................................................................... 1 

イ 過疎の状況 ............................................................................................................................... 2 

ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、県の総合計画等における位置付け等に配意した

市の社会経済的発展の方向の概要........................................................................................... 6 

（２） 人口及び産業の推移と動向 ................................................................................................... 6 

ア 人口 .......................................................................................................................................... 6 

イ 産業 ........................................................................................................................................ 10 

（３） 行財政の状況 ....................................................................................................................... 11 

ア 行政組織の状況 ...................................................................................................................... 11 

イ 財政の状況 ............................................................................................................................. 11 

ウ 公共施設の整備状況 .............................................................................................................. 12 

（４） 持続的発展の基本方針 ........................................................................................................ 14 

（５） 地域の持続的発展のための基本目標 .................................................................................. 16 

（６） 計画の達成状況の評価に関する事項 .................................................................................. 16 

（７） 計画期間 .............................................................................................................................. 16 

（８） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 16 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成................................................................................17 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 17 

①移住・定住の促進 .................................................................................................................. 17 

②地域間交流の促進 .................................................................................................................. 17 

③人材育成 ................................................................................................................................. 18 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 19 

３ 産業の振興 .................................................................................................................................21 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 21 

① 農業 .................................................................................................................................... 21 

② 林業 .................................................................................................................................... 22 

③ 水産業 ................................................................................................................................. 22 

④ 地場産業 ............................................................................................................................. 23 

⑤ 企業誘致等 ......................................................................................................................... 24 

⑥ 商業 .................................................................................................................................... 24 

⑦ 建設業 ................................................................................................................................. 25 

⑧ 情報通信産業 ...................................................................................................................... 26 

⑨ 観光・レクリエーション ................................................................................................... 26 

（２） 産業振興促進事項 ............................................................................................................... 27 



（３） 計画 ..................................................................................................................................... 29 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 33 

４ 地域における情報化 .................................................................................................................34 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 34 

① 他地域との情報通信技術の利用機会の格差の是正 ........................................................... 34 

② 住民の生活の利便性の向上 ................................................................................................ 34 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 35 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 ............................................................................................36 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 36 

① 道路 .................................................................................................................................... 36 

② 農道 .................................................................................................................................... 36 

③ 林道 .................................................................................................................................... 37 

④ 公共交通 ............................................................................................................................. 37 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 39 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 40 

６ 生活環境の整備 ........................................................................................................................41 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 41 

① 上水道  ............................................................................................................................. 41 

② 汚水処理 ............................................................................................................................. 41 

③ 廃棄物  ............................................................................................................................. 42 

④ 消防・救急体制の整備 ....................................................................................................... 42 

⑤ 住宅  ................................................................................................................................. 43 

⑥ 雪対策  ............................................................................................................................. 43 

⑦ その他 .............................................................................................................................  44 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 45 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 47 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上・増進 .....................................................48 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 48 

① 児童福祉 ............................................................................................................................. 48 

② 高齢者福祉 ......................................................................................................................... 49 

③ 障害者福祉 ......................................................................................................................... 49 

④ 健診と保健活動 .................................................................................................................. 50 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 52 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 55 

８ 医療の確保 ...............................................................................................................................56 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 56 

① 診療の確保 ......................................................................................................................... 56 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 57 



（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 57 

９ 教育の振興 ...............................................................................................................................58 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 58 

① 学校教育 ............................................................................................................................. 58 

② 社会教育 ............................................................................................................................. 58 

③ スポーツ ............................................................................................................................. 59 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 61 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 62 

１０ 集落の整備 ...........................................................................................................................63 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 63 

① 集落づくりの推進 .............................................................................................................. 63 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 63 

１１ 地域文化の振興 ....................................................................................................................64 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 64 

① 伝統文化 ............................................................................................................................. 64 

② 文化施設 ............................................................................................................................. 64 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 65 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 65 

１２ 再生可能エネルギーの利用の促進 ........................................................................................66 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 66 

① 再生可能エネルギー ........................................................................................................... 66 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 67 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 67 

１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 ..........................................................................68 

（１） 現況と問題点、その対策 .................................................................................................... 68 

① 自然環境の保全及び再生 ................................................................................................... 68 

② 自治・まちづくりの推進 ................................................................................................... 68 

（２） 計画 ..................................................................................................................................... 70 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 ...................................................................................... 70 

 



1 

１ 基本的な事項                       

（１） 上越市の概況 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

（ア）位置、地勢及び自然 

当市は、新潟県の南西部にあり日本海に面して位置し、北は柏崎市、南は妙高市、長野県飯山市、

東は十日町市、西は糸魚川市に隣接している。 

市の中央部には、関川、保倉川等が流れ、この流域に高田平野が広がっている。この広大な平野を

取り囲むように、米山山地、東頸城丘陵、関田山脈、南葉山地、西頸城山地などの山々が連なってい

る。また、海に目を向けると、海岸線には砂丘が続き、砂丘と平野の間に天然の湖沼群が点在してい

る。 

このように、当市は、平野部、山間部、海岸部と変化に富んだ地形を有し、佐渡弥彦米山国定公園、

久比岐県立自然公園、米山福浦八景県立自然公園、直峰松之山大池県立自然公園などに代表される美

しい景観や多様な自然に恵まれている。一方、中山間地域は、不安定な地形と脆弱な地質により、全

国有数の地すべり多発地帯となっている。 

また、当市の気候は、夏期は高温多湿、冬期に降水量が多く快晴日数が少ない典型的な日本海型で

ある。冬期には日本海を渡ってくる大陸からの季節風の影響により大量の降雪があることから、海岸

部を除いた地域は全国有数の豪雪地帯となっており、変化に富んだ地形などにより、市内でも気温や

積雪量などが大きく異なっている。 

 

（イ）沿革 

明治 41 年に高田町、高城村が合併して高田町となり、同 44 年に市制を施行し高田市となる。そ

の後、昭和 29年に金谷村、新道村を、同 30 年に諏訪村、春日村、和田村の一部、津有村、三郷村、

新井市の一部を、同 34年に高士村をそれぞれ編入した。 

一方、直江津町は昭和 29年に有田村、八千浦村、保倉村、諏訪村の一部を編入し、同年、市制を

施行して直江津市となる。その後、同 30年に谷浜村、桑取村と高田市の一部を、同 33年に高田市の

一部をそれぞれ編入した。 

昭和 46 年に高田市、直江津市の 2 市が対等（新設）合併して上越市となり、平成 17 年 1 月 1 日

に安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、

三和村及び名立町を編入し、現在に至っている。 

 

（ウ） 交通 

当市は、古くから交通の要衝として栄え、重要港湾である直江津港や北陸自動車道、上信越自動車

道のほか、北陸新幹線、えちごトキめき鉄道（妙高はねうまライン、日本海ひすいライン）、ＪＲ信

越本線、ほくほく線などを有している。さらに、上信越自動車道の全線 4車線化が実現し、上越魚沼

地域振興快速道路の整備も着実に進行するなど、三大都市圏とほぼ等距離に位置する中で高速交通

ネットワークの整備が図られている。 

市内の道路網は、主に南北に縦貫する国道 18 号、主要地方道上越新井線などの幹線道路と、東西
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を横断する国道 8 号、国道 253 号、国道 405 号などの幹線道路により形成されているが、現在整備

中の地域高規格道路・上越魚沼地域振興快速道路と有機的に連携することによって、交通の利便性の

一層の向上が見込まれる。 

 

（エ） 産業 

令和2年の国勢調査による当市の就業者数は94，235人であり、産業別の比率は第1次産業4.3％、

第 2次産業 29.4％、第 3次産業 63.9％となっている。 

また、就業者数の動向を見ると、平成 2年から令和 2年までの 30 年間で就業者数は約 1万 6千人

減少している。これを産業別にみると、産業構造の変化などにより第 1 次産業では、約 9 千人の減

となっている。また、第 2 次産業は、平成 7 年の国勢調査を境に減少に転じ、この 30 年間では約 1

万 3千人の減となっている。一方、第 3次産業は、この間、増減があるものの、約 4千人の増となっ

ている。 

 

イ 過疎の状況 

（ア） 過疎地域の指定 

当市は、平成 17 年 1 月 1 日に当時 9 つの過疎町村を含む 14 市町村からなる広域合併を行った。

合併を行った当該年度である平成 16 年度から平成 20 年度までの 5 年間は、過疎地域自立促進特別

措置法第 33 条第 1項及び施行規則の規定により、合併後の全域を過疎地域とみなすこととなり、市

全域が過疎地域として指定された。 

平成 21 年度からは、同法第 33 条第 2 項の規定により、合併が行われた日の前日に過疎地域であ

った区域（安塚区、浦川原区、大島区、牧区、吉川区、板倉区、清里区、三和区、名立区）が過疎地

域とされた。平成 22 年度から 6 年間、さらに平成 28 年度から 5 年間の 2 度にわたり同法の期限が

延長され、当該地域は、引き続き過疎地域として指定された。 

令和 3 年 4 月 1 日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、新たに、

柿崎区（旧柿崎町の区域）、中郷区（旧中郷村の区域）を加えた 11 区が、同法第 3 条第 1 項又は第

41 条第 3項の規定に基づき、過疎地域として指定された。 

 

（イ） 過疎の状況 

過疎地域の大きな問題として、人口の減少と少子高齢化がある。これらの要因として、一般的に就

学、就業の場が不足していること等があげられる。このほか、希望する職種が少ないことなどから地

元には就職せず、転出するケースが多く見受けられる。 

当市の過疎地域における人口動態の年次推移をみると、昭和 30年代後半から日本の高度経済成長

期とともに若年層の流出が始まり、現在も過疎化は進んでいる。なお、人口の減少は、今後も続く見

通しであり、若者の構造的な流出に伴う「地域の担い手」層の減少、少子高齢化の進行など人口問題

は深刻な状況である。 

また、集落づくり推進員が集落を巡回し、過疎地域の現状と課題の洗い出しを行う中で、人口減少

や高齢化の進行により昔ながらの集落の共同作業や行事等の実施がままならず、集落機能の維持が

困難な集落が存在している一方、これを継続しようとするため集落出身者の支援を受けている集落
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がある状況が明らかとなった（図 1－1参照）。 

このほか、令和 4年 1月に実施した「市民の声アンケート」の質問項目のうち、生活実態・実感に

ついて、過疎地域とそれ以外の地域の結果を比較したところ、「福祉に関するサービスが整っている」

や「治安がよい」と感じる人の割合は過疎地域の方が高くなっている。一方、学校、図書館などの教

育施設の整備状況、文化施設の整備状況等のほか、出産や子育てのしやすさ、買い物の便利さ、公共

交通機関の利便性など日常生活の面では、過疎地域の方が低くなっている（図 1－2参照）。 

過疎地域を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある中で、愛着のあるその地に住み続けたい

という市民の思いを尊重していくためには、それぞれの地域の実情に配慮した総合的な支援により、

過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上に向

けて取り組むことが極めて重要となっている。 

 

（ウ） 過疎地域の持続的発展の必要性 

昭和 45 年以降、これまで 50 年以上にわたって過疎対策が実施され、過疎地域における生活環境

の整備や産業の振興などは一定の成果を挙げてきた。しかし、過疎地域においては、人口の減少、少

子高齢化の進展はとどまることなく、コミュニティ機能の維持や支え合い体制の構築、農業を始めと

する地域産業の継続に大きな課題を抱えている。 

もとより過疎地域は、地域に存在する農地、森林の適切な維持管理を通じて、下流域における土砂

災害や水害の防止、水源かん養、安全・安心な食料の供給等の役割を果たしており、当市の都市部に

おける安全・安心な生活を確保するとともに、多様な文化の継承、良好な景観の形成などの多面にわ

たる機能が、市民の生活に豊かさと潤いを与え、当市の多様性を支えている。 

このように、都市部と過疎地域とは共生・互恵の関係にあり、過疎地域の持続的発展を図ることは、

過疎地域に住む市民の暮らしを守るだけではなく、平成の合併により都市部と過疎地域が共存する

こととなった当市全体の安全・安心な生活に寄与するものである。 
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【図 1-1】集落における活動について「継続したい共同作業と集落出身者の参加状況」 
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【図1-2】「市民の声アンケート」のうち「問5 生活実態・生活実感」に係る過疎地域とそれ以外の地域の状況 

 

（出所）「市民の声アンケート」（令和 4年 1月） 
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ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、県の総合計画等における位置付け等に配意した市の

社会経済的発展の方向の概要 

過疎地域は、全国の 1割足らずの人口で、広大な国土の過半を支えていると言われており、その構

図は当市でも同様である。 

当市では、市全体に占める過疎地域の人口割合は約 21％であり、その面積は市域の約 7 割を占め

ている。 

こうした過疎地域の有する役割は、上記（ウ）で示したとおりであるが、今後、当市における過疎

地域の持続的な発展に向け、新潟県過疎地域持続的発展方針において上越地域（上越市のうち旧安塚

町、旧浦川原村、旧大島村、旧牧村、旧柿崎町、旧吉川町、旧中郷村、旧板倉町、旧清里村、旧三和

村、旧名立町の区域、妙高市の区域）の持続的発展方向に示される以下の項目を基本的な方向とす

る。 

 

● 降雪期間における日常生活を維持するとともに、災害を未然に防止し、変化に富んだ自然と

の調和を図り、安心して暮らせる地域づくりを目指す。 

● 誰もが健康で安心して暮らせる環境を整えるため救急医療の充実、地域住民の健康づくりへ

の取組、住民相互間の支え合いを推進する。 

● 地域の担い手となる者の定住を促進するため、雇用の場の確保に向けた取組を支援する。 

● 地域資源を活用した特産品開発や農産物の高付加価値化、販路拡大により地域の活性化を図

るとともに、持続可能な営農体制の整備により、耕作放棄の発生・拡大を防止する。 

● 自然、景観、特産品等の地域の魅力を県内外に発信し、交流の拡大を図るとともに隣接県・市

との広域観光連携を促進する。また、北陸新幹線などの高速交通網をいかした地域づくりと交

流の促進に向けて、在来線の利用促進や二次交通網の整備と活用を進める。 

 

（２） 人口及び産業の推移と動向 

ア 人口 

上越市全域の人口は、昭和45年時点では217,679人であったが、令和2年には188,047人となり、

50年間で13.6％の減少となっている。このうち昭和50年から平成12年まではほぼ横ばいで推移して

きたが、その後減少率が高くなる傾向となり、平成27年から令和2年までの間では4.5％の減となっ

た。年齢構成でみると、15歳～29歳の若年層は基本的に減少を続けているが、65歳以上の高齢者は

年々増加を続けている。 

このうち、過疎地域においては、昭和45年で79,571人であったが、令和2年は40,321人

となり、50年間で49.3％減少した。特に15歳～29歳の若年層は76.9%、0歳～14歳は80.4％の減

少となっている。 

また、令和2年の高齢者比率は42.0％であり、上越市全域と比べて9.3ポイント高い状況にある。 

今後の当市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、引き続き減少の一途

をたどり、令和 27 年には 14 万 3 千人になると推計されている。特に生産年齢人口は、令和 2年か

ら令和 27年までの 25 年間で 3.4 万人の減が見込まれるほか、高齢者人口についても令和 7年をピ

ークに減少傾向へ転じることが見込まれている。（図 1－4） 
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過疎地域においては、県外や県内他市への転出のみならず、少子化、高齢化や、合併前の上越市

の区域への転出などにより、当市全域の人口よりも更に深刻な状況になることも懸念されている。 

 

【表 1-1】人口の推移（国勢調査、住民基本台帳） 

上越市全域        (単位:人、％) 

 

 

（注）総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。 

 

  

区分 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数
227,512 217,679 △ 4.3 214,309 △ 1.5 216,320 0.9 216,348 0.0 212,248 △ 1.9

0歳～14歳
62,245 51,917 △ 16.6 49,228 △ 5.2 48,188 △ 2.1 45,455 △ 5.7 40,003 △ 12.0

15歳～64歳
150,404 148,571 △ 1.2 144,106 △ 3.0 142,818 △ 0.9 141,856 △ 0.7 138,047 △ 2.7

うち
15歳～29歳（a） 55,837 52,539 △ 5.9 46,415 △ 11.7 40,369 △ 13.0 37,088 △ 8.1 35,823 △ 3.4

65歳以上（b）
14,863 17,191 15.7 20,974 22.0 25,314 20.7 29,037 14.7 34,191 17.7

（a）/総数
若年者比率 24.5% 24.1% - 21.7% - 18.7% - 17.1% - 16.9% -
（b）/総数
高齢者比率 6.5% 7.9% - 9.8% - 11.7% - 13.4% - 16.1% -

区分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数
212,060 △ 0.1 211,870 △ 0.1 208,082 △ 1.8 203,899 △ 2.0 196,987 △ 3.4 188,047 △ 4.5

0歳～14歳
35,352 △ 11.6 32,364 △ 8.5 29,917 △ 7.6 27,584 △ 7.8 25,048 △ 9.2 22,044 △ 12.0

15歳～64歳
136,095 △ 1.4 133,142 △ 2.2 126,491 △ 5.0 120,754 △ 4.5 111,997 △ 7.3 102,314 △ 8.6

うち
15歳～29歳（a） 36,680 2.4 35,692 △ 2.7 30,436 △ 14.7 26,705 △ 12.3 24,947 △ 6.6 22,313 △ 10.6

65歳以上（b）
40,613 18.8 46,308 14.0 50,341 8.7 53,542 6.4 58,970 10.1 61,460 4.2

（a）/総数
若年者比率 17.3% - 16.8% - 14.6% - 13.1% - 12.7% - 11.9% -
（b）/総数
高齢者比率 19.2% - 21.9% - 24.2% - 26.3% - 29.9% - 32.7% -

※以下は各年9月30日現在の住民基本台帳人口

区分 令和2年 令和7年

実数 増減率 実数 増減率

総数
189,572 - 178,484 △ 5.8

0歳～14歳
22,326 - 18,688 △ 16.3

15歳～64歳
105,494 - 98,490 △ 6.6

うち
15歳～29歳（a） 24,711 - 22,778 △ 7.8

65歳以上（b）
61,752 - 61,306 △ 0.7

（a）/総数
若年者比率 13.0% - 12.8% -
（b）/総数
高齢者比率 32.6% - 34.3% -
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過疎地域        (単位:人、％) 

 

（注）総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。 

 

  

区分 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数
89,738 79,571 △ 11.3 72,728 △ 8.6 69,495 △ 4.4 66,365 △ 4.5 62,542 △ 5.8

0歳～14歳
26,581 19,322 △ 27.3 15,429 △ 20.1 13,705 △ 11.2 12,627 △ 7.9 11,097 △ 12.1

15歳～64歳
56,200 52,424 △ 6.7 48,334 △ 7.8 45,593 △ 5.7 42,739 △ 6.3 38,956 △ 8.9

うち
15歳～29歳（a） 17,997 16,108 △ 10.5 14,124 △ 12.3 12,078 △ 14.5 10,135 △ 16.1 8,708 △ 14.1

65歳以上（b）
6,957 7,825 12.5 8,965 14.6 10,197 13.7 10,999 7.9 12,489 13.5

（a）/総数
若年者比率 20.1% 20.2% - 19.4% - 17.4% - 15.3% - 13.9% -
（b）/総数
高齢者比率 7.8% 9.8% - 12.3% - 14.7% - 16.6% - 20.0% -

区分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数
59,748 △ 4.5 56,720 △ 5.1 53,622 △ 5.5 49,749 △ 7.2 45,354 △ 8.8 40,321 △ 11.1

0歳～14歳
9,443 △ 14.9 8,108 △ 14.1 6,906 △ 14.8 5,986 △ 13.3 4,925 △ 17.7 3,779 △ 23.3

15歳～64歳
35,605 △ 8.6 32,625 △ 8.4 30,145 △ 7.6 27,348 △ 9.3 23,587 △ 13.8 19,551 △ 17.1

うち
15歳～29歳（a） 8,378 △ 3.8 7,863 △ 6.1 6,818 △ 13.3 5,486 △ 19.5 4,598 △ 16.2 3,715 △ 19.2

65歳以上（b）
14,700 17.7 15,979 8.7 16,557 3.6 16,383 △ 1.1 16,825 2.7 16,943 0.7

（a）/総数
若年者比率 14.0% - 13.9% - 12.7% - 11.0% - 10.1% - 9.2% -
（b）/総数
高齢者比率 24.6% - 28.2% - 30.9% - 32.9% - 37.1% - 42.0% -

※以下は各年9月30日現在の住民基本台帳人口

区分 令和2年 令和7年

実数 増減率 実数 増減率

総数
41,956 - 36,477 △ 13.1

0歳～14歳
3,813 - 2,618 △ 31.3

15歳～64歳
20,905 - 17,335 △ 17.1

うち
15歳～29歳（a） 4,558 - 3,723 △ 18.3

65歳以上（b）
17,238 - 16,524 △ 4.1

（a）/総数
若年者比率 10.9% - 10.2% -
（b）/総数
高齢者比率 41.1% - 45.3% -
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【図 1-3】人口の推移（国勢調査） 

（人口：人）                       （高齢化率） 

 

 

【図 1-4】人口の推移（将来推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省「国勢調査」及び、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30 年 3 月推計）」により作成 

備考 ： 平成 27 年、令和 2 年の割合は不詳補完値を基に算出 

平成 22 年以前の割合は、年齢「不詳」の者を除いて算出している。 
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イ 産業 

上越市全域の産業別人口は、昭和40年は農業を含む第1次産業が全体の44.7％を占めていた。そ

の後、経済情勢の変化や企業の工場誘致等により、第2次産業が大幅に増加し、平成2年には36.7％

を占めていたが、平成7年以降は減少に転じた。令和2年には第3次産業が全体の63.9％を占め、第1

次産業はわずか4.3％となっている。 

一方、過疎地域においては、昭和 40年には第 1次産業が 73.3％を占めており、農業が基幹産業

であることを示していた。しかし、農業を取り巻く厳しい情勢や交通基盤の整備による通勤圏の拡

大により、昭和 60 年には第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業の人口がほぼ同数になり、令和 2

年には第 1 次産業が 10.5％、第 2 次産業が 31.4％、第 3 次産業が 55.2％となっている。（表 1－

2） 

 

【表 1-2】産業別人口の動向（国勢調査） 

上越市全域        (単位:人、％) 

  

 

過疎地域        (単位:人、％) 

 

 

（注）総数には「分類不能の産業」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。 

  

区分 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数 115,950 119,984 3.5 112,714 △ 6.1 113,318 0.5 111,200 △ 1.9 109,911 △ 1.2

第1次産業 51,866 46,354 △ 10.6 32,044 △ 30.9 25,369 △ 20.8 18,828 △ 25.8 13,552 △ 28.0

(全体に占める割合) (44.7%) (38.6%) (28.4%) (22.4%) (16.9%) (12.3%)

第2次産業 25,170 27,935 11.0 32,110 14.9 34,417 7.2 38,496 11.9 40,329 4.8

(全体に占める割合) (21.7%) (23.3%) (28.5%) (30.4%) (34.6%) (36.7%)

第3次産業 38,898 45,694 17.5 48,455 6.0 53,470 10.3 53,841 0.7 56,013 4.0

(全体に占める割合) (33.5%) (38.1%) (43.0%) (47.2%) (48.4%) (51.0%)

区分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数 112,341 2.2 108,142 △ 3.7 104,483 △ 3.4 99,617 △ 4.7 96,378 △ 3.3 94,235 △ 2.2

第1次産業 11,309 △ 16.6 7,466 △ 34.0 7,569 1.4 5,271 △ 30.4 4,832 △ 8.3 4,096 △ 15.2

(全体に占める割合) (10.1%) (6.9%) (7.2%) (5.3%) (5.0%) (4.3%)

第2次産業 40,766 1.1 38,640 △ 5.2 33,538 △ 13.2 29,807 △ 11.1 28,015 △ 6.0 27,703 △ 1.1

(全体に占める割合) (36.3%) (35.7%) (32.1%) (29.9%) (29.1%) (29.4%)

第3次産業 60,205 7.5 61,802 2.7 62,902 1.8 61,771 △ 1.8 62,276 0.8 60,217 △ 3.3

(全体に占める割合) (53.6%) (57.1%) (60.2%) (62.0%) (64.6%) (63.9%)

区分 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数 44,392 46,007 3.6 41,182 △ 10.5 40,073 △ 2.7 37,226 △ 7.1 34,660 △ 6.9

第1次産業 32,540 28,325 △ 13.0 19,728 △ 30.4 15,821 △ 19.8 11,562 △ 26.9 8,338 △ 27.9

(全体に占める割合) (73.3%) (61.6%) (47.9%) (39.5%) (31.1%) (24.1%)

第2次産業 5,986 7,284 21.7 10,224 40.4 11,941 16.8 13,322 11.6 13,744 3.2

(全体に占める割合) (13.5%) (15.8%) (24.8%) (29.8%) (35.8%) (39.7%)

第3次産業 9,010 10,398 15.4 11,119 6.9 12,294 10.6 12,335 0.3 12,578 2.0

(全体に占める割合) (20.3%) (22.6%) (27.0%) (30.7%) (33.1%) (36.3%)

区分 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総数 33,198 △ 4.2 29,512 △ 11.1 27,689 △ 6.2 24,664 △ 10.9 22,417 △ 9.1 20,416 △ 8.9

第1次産業 6,718 △ 19.4 4,512 △ 32.8 4,595 1.8 3,164 △ 31.1 2,629 △ 16.9 2,136 △ 18.8

(全体に占める割合) (20.2%) (15.3%) (16.6%) (12.8%) (11.7%) (10.5%)

第2次産業 13,174 △ 4.1 13,378 1.5 9,593 △ 28.3 7,925 △ 17.4 7,141 △ 9.9 6,414 △ 10.2

(全体に占める割合) (39.7%) (45.3%) (34.6%) (32.1%) (31.9%) (31.4%)

第3次産業 13,290 5.7 13,156 △ 1.0 13,442 2.2 12,827 △ 4.6 12,477 △ 2.7 11,266 △ 9.7

(全体に占める割合) (40.0%) (44.6%) (48.5%) (52.0%) (55.7%) (55.2%)
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（３） 行財政の状況 

ア 行政組織の状況 

当市の行政組織は部等 13、課等 57、区総合事務所 13 等で構成され、令和 7年 4月１日現在の職

員数は、新潟県等の他団体からの派遣職員を含め 1,740 人である。 

行政組織機構については、複雑化・多様化する市民ニーズや新たな行政ニーズに迅速かつ的確に

対応する企画・実行力と専門性を発揮できる組織を構築するため、適時の組織見直しに取り組んで

いる。また、合併時の旧町村の区域ごとに設置した総合事務所や施設における行政サービスの提供

を基本としながら、地域の実情を踏まえた施設の再配置や、効率的な業務執行体制への見直し等の

取組を進めている。 

定員管理については、業務の性質や業務量の分析・把握、業務効率化の検討を行うとともに、民

間への業務委託を進めるなど、事業に必要な人員体制の構築に努めている。 

 

イ 財政の状況 

当市の財政状況は表 1－3 のとおりである。本表は、令和 5 年度普通会計決算額を基に当市の財

政状況を表したものである。 

歳入総額に占める一般財源の割合は 58.4％であり、この主要な財源である地方税は 29.6％で、

県内市町村平均の 25.3％を 4.3 ポイント上回っている。一方、普通交付税と臨時財政対策債を合

わせた実質的な普通交付税の割合は 20.3％と、県内市町村平均の 21.8％に比べ 1.5 ポイント下回

っており、地方税の割合が県内市町村と比べて高い状況となっている。 

歳出においては、総額の 47.0％が義務的経費であり、県内市町村平均の 46.0％を 1.0 ポイント

上回っている。うち、人件費の構成比は 15.4％で、県内市町村平均の 16.8％に比べ、1.4 ポイント

下回っている。また、公債費の構成比は 12.9％で、県内市町村平均の 11.1％に比べ 1.8 ポイント

上回っている。 

このような財政構造の中で、財政力指数については 0.576 で県内市町村平均の 0.479 と比較し

0.097 ポイント上回っている。また、経常収支比率は 92.4％で、県内市町村平均の 92.7％に比べ、

0.3 ポイント下回っている。 

財政健全化指標の関係では、実質公債費比率は 10.9％、将来負担比率は 58.6％であり、いずれ

も警戒ラインとなる早期健全化基準を下回っている。 
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【表 1-3】市町村財政の状況 

(単位:千円)  

 

（出所）「市町村決算状況カード」（総務省自治財政局財務調査課）及び市決算 

 

ウ 公共施設の整備状況 

（ア）交通・通信体系 

当市の道路網は、南北に縦貫する国道18号、主要地方道上越新井線などの幹線道路と、東西

を横断する国道8号や国道253号、国道405号などの幹線道路のほか、現在整備中である高規格

道路「上越魚沼地域振興快速道路」が有機的に連携することにより、更に交通の利便性が向上

する。 

しかし、中山間地域と市街地を結ぶ道路のうち、一部の路線ではアクセス性に欠ける状況に

あるため、それらの解消に努めるとともに、改良・舗装が遅れている集落間及び集落内の路線

について、整備を推進する必要がある。 

また、当市は全国でも有数の豪雪地帯であるため、11月から3月までの冬期間の降雪、凍結

に備えた道路整備や除排雪機械の整備が必要不可欠である。 

区　　　分 上越市

平成27年度 令和2年度 令和5年度

歳入総額　Ａ 104,643,145 122,450,668 108,049,599

　一般財源 60,753,177 58,733,666 63,079,731

　　うち地方税 31,243,080 30,977,169 31,952,824

　　うち普通交付税 21,139,605 18,092,705 20,702,135

　国庫支出金 11,048,703 33,930,002 15,492,606

　都道府県支出金 5,888,106 6,769,322 7,030,121

　地方債 8,375,600 7,686,201 5,854,400

　　うち過疎債 832,100 764,900 723,300

　　うち臨時財政対策債 3,655,300 3,613,400 1,246,900

　その他 18,577,559 15,331,477 16,592,741

歳出総額　Ｂ 102,504,280 117,633,219 102,949,376

　義務的経費 43,904,987 45,042,003 48,426,013

　　うち人件費 17,111,628 16,015,802 15,812,968

　　うち公債費 12,808,255 13,296,809 13,286,020

　投資的経費 10,934,524 8,280,083 9,481,189

　　うち普通建設事業 10,848,984 7,639,340 8,781,122

　その他 47,664,769 64,311,133 45,042,174

　（過疎対策事業費） (8,778,145) (4,753,456) (          )

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ-Ｂ） 2,138,865 4,817,449 5,100,223

翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ 289,096 470,157 930,586

実質収支　Ｃ-Ｄ 1,849,769 4,347,292 4,169,637

財政力指数 0.637 0.615 0.576

公債費負担比率 17.7 17.9 16.6

実質公債費比率 13.9 11.3 10.9

起債制限比率 - - -

経常収支比率 89.7 92.2 92.4

将来負担比率 90.0 80.5 58.6

地方債現在高 118,557,598 124,863,273 105,530,800
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あわせて、過疎地域に住む高齢者や児童・生徒の移動手段として重要なものとなる公共交通

ネットワークの整備を推進する必要がある。 

 

（イ）教育文化・生活環境関係 

学校施設については、上越市学校施設長寿命化計画に基づき、学校施設の安全性の確保と機

能向上を図りながら、将来を見据えたトータルコストの縮減と平準化による計画的かつ効果的

な改修を進める必要がある。また、少子化が進む中、平成 21 年度策定の上越市立小中学校適

正配置基準に基づき将来的な学校の在り方を検討していくこととしており、この検討の推移を

見ながら学校施設の整備計画に反映し対応していく必要がある。 

また、整備が完了している公共下水道及び農業集落排水については、未接続世帯の解消に取

り組むとともに、浄化槽区域における合併処理浄化槽による処理の普及を促進し、水洗化率の

向上を図る必要がある。 

 

（ウ）医療・福祉関係 

令和5年10月1日現在、上越市全域に病院及び一般・歯科診療所が242施設、病床数は2,468あ

るが、そのほとんどは市街地にある。 

高齢化が急速に進行している過疎地域においては、へき地診療所や介護保険サービス事業所

の充実が必要である。 

また、子育て世代が仕事をしながら、安心して子育てをしていけるよう、保育園の適正配置

等と保育環境の充実を図るとともに、多様化する保育ニーズに適応した保育サービスの提供に

取り組む必要がある。 

全ての市民が地域社会のなかで安心して暮らせるよう、総合的な医療・福祉施設の整備充実

が必要となっている。 

 

【表 1-4】主要公共施設の整備状況   （上越市全域） 

 

 

 

 

 

（過疎地域） 

 

 

 

 

 

  

区　　　分 平成2年度末 平成12年度末 平成22年度末 令和2年度末 令和5年度末 備考（令和5年度末の数値の出所等）

市　町　村　道

　改　　良　　率 （％） 61 67.4 69.3 70.6 70.7 道路台帳（令和6年3月31日現在）

　舗　　装　　率 （％） 59.6 70.8 80.3 81.6 81.7 道路台帳（令和6年3月31日現在）

耕地1ha当たり農道延長 （ｍ） ― 113 15.5 34 36.5 一定要件農道状況（令和6年3月31日現在）

林野1ha当たり林道延長 （ｍ） ― 11 5.3 5.3 5.3 上越市林道状況（令和6年3月31日現在）

水　道　普　及　率 （％） 98.7 99.4 99.9 99.9 99.9 上越市ガス水道事業概要（令和6年3月31日現在）

水　洗　化　率　 （％） ― ― 75 87.2 88.4 汚水処理人口普及率、浄化槽等処理人口調査
人口千人当たり病院、
診療所の病床数 （床） ― 15 13.5 13.9 13.5 厚生労働省　令和5年医療施設調査（令和5年10月1日現在）

区　　　分 平成2年度末 平成12年度末 平成22年度末 令和2年度末 令和5年度末 備考（令和5年度末の数値の出所等）

市　町　村　道

　改　　良　　率 （％） ― ― 63.1 63.7 63.7 道路台帳（令和6年3月31日現在）

　舗　　装　　率 （％） ― ― 76.0 77.2 77.2 道路台帳（令和6年3月31日現在）

耕地1ha当たり農道延長 （ｍ） ― ― ― ― ― ―

林野1ha当たり林道延長 （ｍ） ― ― ― 5.2 5.2 上越市林道状況（令和6年3月31日現在）

水　道　普　及　率 （％） ― ― 99.9 99.9 99.9 上越市ガス水道事業概要（令和6年3月31日現在）

水　洗　化　率　 （％） ― ― 77.6 91.2 89.7 汚水処理人口普及率、浄化槽等処理人口調査
人口千人当たり病院、
診療所の病床数 （床） ― ― ― ― 1.4 厚生労働省　令和5年医療施設調査（令和5年10月1日現在）
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（４） 持続的発展の基本方針 

過疎地域の大部分を占める中山間地域では、古くから自然環境と調和のとれた開墾等により、

食料となる米、野菜などを栽培する田畑が広がり、集落が形成された。農林業をなりわいとして、

そこに人が住み、集落が存在することで、豊かな自然環境を守り、森林の保護、棚田の保全は防

災機能を高め、国土の保全に大きく貢献するとともに、地域独自の伝統文化が育まれ継承されて

きた。さらには、豊かな自然環境などに培われ日本の高度経済成長等の礎となる有為な人材を数

多く輩出してきた。 

その後、社会経済情勢の変化とともに、生活様式や価値観の多様化が進んだことにより、中山

間地域では急激な人口減少に伴う過疎化が進み、地域を取り巻く環境は大きく変化していった。 

このような中、当市では過疎地域において、産業・生活等の基盤整備の推進や福祉・医療・教育

等の取組など多様な対策を講じてきたが、人口減少や少子化・高齢化が続いている。 

過疎地域の大部分を占める中山間地域は、災害の防止、水源涵養、安全・安心な食糧の供給、

文化の継承、景観の形成といった多面的・公益的な役割を有していることから、当市を含めた国

内全体が人口減少の局面にあっても、持続的な発展を図る必要がある。また、都市部と過疎地域

が共存する当市では、両地域は共生・互恵の関係にあることから、過疎地域が健全に維持され、

持続的発展が図られることは、過疎地域に住む市民の暮らしを守るだけではなく、市全体の安全・

安心な生活を確保することにもつながるものである。 

このような認識の下、当市では、第 7次総合計画に掲げた将来都市像「暮らしやすく、希望あ

ふれるまち 上越」を目指し、過疎地域の持続的発展に向け、市民の生活の質を着実に高めてい

くとともに、一人一人が夢や希望に向けて挑戦し、活躍できる環境を整え、次代を担う子どもや

若者が帰ってきたくなる地域づくりを進めていく。また、過疎地域の多面的・公益的な役割や、

地場産業、生活文化、自然環境等の様々な価値を発信したり、その魅力を高めたりすることによ

り、地域の活力を見出すとともに、過疎地域を起点とする人々の交流や連携などの関わりが深ま

るよう取り組んでいく。 

以上を踏まえ、新潟県総合計画、新潟県過疎地域持続的発展方針、当市の新市建設計画、第 3

期上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略等との整合を図りながら、第 7次総合計画の将来都市

像の実現に向けて定めた 5つの基本目標別の方針を踏まえ、過疎地域の持続的発展に向けた基本

方針として定め、今後の施策を推進することとする。 

 

～ 上越市持続的発展方針 ～ 

  Ⅰ 支え合い、生き生きと暮らせる地域を目指します 

地域社会における支え合いや助け合いによって、暮らしの安心感を高めるとともに、年齢や障

害等の有無にかかわらず、誰一人社会から孤立することなく、住み慣れた地域で心身ともに健康

で、自分らしく生きがいを持って暮らすことができる地域を目指します。 

Ⅱ 安心安全、快適で開かれた地域を目指します 

市民の暮らしを支える都市基盤や良好な生活環境の持続性を高め、災害に強い安心安全で強靱

なまちづくりに取り組むほか、地域の豊かな都市空間や自然環境を保ち、その質を高めるととも
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に、全国へと開かれた交通ネットワークをいかし、誰もが快適に暮らし続けられる地域を目指し

ます。 

Ⅲ 誰もが活躍できる地域を目指します 

お互いの価値観や考えの違いを認め合い、一人一人が持つ力が発揮される環境をつくるととも

に、地域のコミュニティ活動の充実や、様々な主体による協働に加え、共創の取組を推進するこ

とによって、人々の関係性やつながりを育みながら、誰もが活躍できる地域を目指します。 

Ⅳ 魅力と活力があふれる地域を目指します 

地域に根付き、新たな価値を作り出す産業の活力を高めるとともに、誰もがやりがいを持って

働くことができる環境を整えるほか、多様な地域資源を磨き上げ、その魅力の最大化を図りつつ、

広く内外に伝える中で新たな交流が生まれていく、魅力と活力があふれる地域を目指します。 

    Ⅴ 次代を担うひとを育む地域を目指します 

安心して子どもを産み育て、子どもたちが健やかに育つ教育・社会の環境の整備や充実に取り

組むほか、全ての世代が学び、活動し、挑戦することができる環境を整え、地域の未来を支える

あらゆるひとを育む地域を目指します。 
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（５） 地域の持続的発展のための基本目標 

過疎地域の人口は、市としてこれまでの国勢調査の結果等を踏まえ、令和 12 年（2030 年）に

約 3万 1千人と推計している。 

過疎地域の持続的発展に向けて、人口減少の緩和への取組を進めることから、当計画における

基本目標は令和 12年（2030 年）の人口を 3万 1千人以上とする。 

※市全体では「上越市まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（改訂版）」において、16 万 9 千人

以上を維持することを人口の将来展望としている。 

 

（６） 計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況の評価については、毎年度、事業の進捗を公表する。 

 

（７） 計画期間 

本計画は、令和 8年 4月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5年間とする。 

 

（８） 公共施設等総合管理計画との整合 

本計画において、上越市公共施設等総合管理計画【基本方針】（以下「総合管理計画」という。）

と整合を図り、次の取組方針及び個別施設計画の方針に基づき、過疎地域における公共施設等の

維持管理や更新・統廃合、長寿命化、民間活力などを計画的に推進していく。 

① 統廃合・機能集約等の推進 

② 安全確保等の推進 

③ 適切な維持管理・修繕・更新等の推進 

④ 民間活力の推進 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成                        

（１） 現況と問題点、その対策 

① 移住・定住の促進 

○ 現況と問題点 

国の人口が減少し、当市においても、人口減少が続いている中において、市民生活や地域産業を維

持・発展させていくに当たり、移住・定住に関する取組の推進が重要になっている。 

市の移住関係制度を利用した人の世帯数・人数は、令和元年度以降、増加傾向であったものの、令

和 6年度の人数が前年度より若干減少するなど、増加傾向とは言えない状況となっている。 

今後さらに、当市が移住先として選ばれるまちとなるよう、丁寧な相談対応のほか、地域の魅力発

信や移住体験等による交流促進、就職・就農・転職・起業の支援、住まいの情報提供などの取組を一

層推進していく必要がある。 

また、若者・子育て世代を意識した情報発信や施策の展開、移住者の自己実現に向けたサポートに

も取り組んでいく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 移住から定住まで一貫したサポートを行う「上越市ふるさと暮らし支援センター」において、ＳＮ

Ｓ等を活用した情報発信や、関係機関・団体と連携した相談対応、移住体験ツアー等を実施するほ

か、移住者交流会などの移住者の定住に向けた支援を行う。 

・ 移住者の受入れに取り組んでいる地域において、移住・定住の促進につながるよう、地域の状況を

発信するとともに、移住希望者と移住者を含めた地域の人との間のコーディネートを行う。 

・ 若者・子育て世帯の移住促進を図るため、移住希望者の思いを確認しながら、魅力的な子育て環境

等を発信するとともに、住宅取得費や賃貸住宅の家賃等への支援を行う。 

・ 若者及びＵ・Ｉ・Ｊターン者の市内企業への就労を促し、定住しやすい環境を整えるため、企業等

への就業や起業の支援を行うとともに、ＩＴ企業等のサテライトオフィスの誘致などを通じて多

様な働く場の創出に取り組む。 

・ 新規就農者の確保・育成に向け、おためし農業体験の実施や早期の経営確立に向けた資金の交付

のほか、農業用機械の購入や住居費等の支援に取り組む。 

 

② 地域間交流の促進 

○ 現況と問題点 

当市における地域間交流事業は、交流人口や定住人口及び関係人口の拡大を目的としている。とり

わけ過疎地域では、価値観の多様化とともに中山間地域の持つ魅力が見直され、都市との交流が活発

に行われており、多様な人材が地域づくりに参画することが期待されている。 

当市では、過疎地域の持つ豊かな自然環境等をいかし、田舎体験事業や近隣自治体と連携した情報

発信、イベント等を開催している。しかし、近年、田舎体験事業においては、民泊家庭やインストラ

クターの高齢化が進み、受入民家が減少するなど、受入体制が縮小している。また、全国各地で体験

交流事業が実施されていることなどから、受入人数、団体数は減少傾向であり、今後は、これらの課
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題に対応した取組を行っていく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 田舎体験事業や信越トレイルなど地域資源を有効に活用し、都市との交流を推進するため、情報

発信などについて市民団体の取組を支援するとともに、体験交流施設等の整備を図る。 

・ 田舎体験事業の受入体制の維持、強化及び体験参加者の裾野を広げるための体験プログラムの開

発に取り組む。 

 

③ 人材育成 

○ 現況と問題点 

人口減少と高齢化が進む過疎地域では、農業をはじめ、集落の維持、地域の活性化などの担い手が

不足してきている。地域の持続的な発展のためには、地域の課題に対応する多様な人材の参画が必要

であり、過疎地域を支える人材の確保・育成が不可欠である。 

 

○ その対策 

・ 新規就農者に対して、就農準備や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金の交付を始め、農

業用機械の購入や住居費を支援するほか、新規就業者の雇用を行う法人に対してその費用を支援

することにより、新規就農者の確保・育成を推進し、担い手不足の解消を図る。 

・ 地域の実情に応じた地域おこし協力隊等を導入することで、地域外の人材の定着を支援し、新た

な担い手の確保を図る。 
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（２） 計画 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

移住・定住・地域 （4）過疎地域持続的発展特別事業

間交流の促進、人

材育成 地域おこし協力隊を活用した集落支援

内容：総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、地域外の人材を新たな担い手として受け入れ、3

年後の定住・定着を目指す。

必要性・効果：集落の維持、活性化を図る。

上越市

農業次世代人材投資事業

内容：次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の人に対し、就農準備や経営開始時の

早期の経営確立を支援する資金を交付する。

必要性・効果：経営が不安定な就農初期段階を支援することにより、担い手の育成及び地域農業の

振興を図る。

上越市

上越市新規就農者等支援事業

内容：地域農業の振興を図るため、市外から転入し、又は市内に定住して就農する若者等に対し、

各種メニューに応じた支援を行う。

必要性・効果：市外から転入し、又は市内に定住して就農する若者等に対し支援を行うことにより、

担い手の確保及び地域農業の振興を図る。

上越市

新規就農者育成総合対策事業

内容:次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の人に対し、就農後の経営発展のための機

械・施設等の導入及び就農直後の経営確立を支援する資金を交付する。

必要性・効果：経営が不安定な就農初期段階を支援することにより、担い手の育成及び地域農業の

振興を図る。

上越市

移住定住対策事業

内容：当市が移住先として選ばれるよう、SNS等を活用した魅力の発信や関係機関等と連携した相

談対応、当市における暮らしを体験する移住体験ツアーなどを行うほか、賃貸住宅の家賃や住宅の取

得費の一部を補助する。

必要性・効果：当市への移住定住を促進し、地域の活力向上を図る。

上越市

移住・就業支援金

内容：当市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、支援金を

交付する。

必要性・効果：移住・定住を促進し、中小企業等における人手不足の解消を図る。

上越市

就労促進家賃補助金

内容：市外から転入し、市内中小企業等に就業した若者等に対し、家賃の一部を補助する。

必要性・効果：市外から転入し、市内中小企業等に就業した若者等に対し家賃の一部を補助し、

経済的負担の軽減と雇用の確保及び地域産業の振興を図る。

上越市

空き家定住促進利活用補助金

内容：市外からの移住者で、当市に10年以上定住する意思があり、空き家を所有（見込みを含

む）する方が行う当該空き家のリフォーム工事に要した経費（20万円以上）の一部を補助する。

必要性・効果：当市への移住定住及び空き家の有効活用を促進し、地域の活力向上を図る。

上越市

定住促進生家等利活用補助金

内容：自分の生家等に市外から移住または市内転居する際に行う当該生家のリフォーム工事に要し

た経費（20万円以上）の一部を補助する。

必要性・効果：当市への移住定住及び空き家の有効活用を促進し、地域の活力向上を図る。

上越市

空き家活用のための家財道具等処分費補助金

内容：県外からの移住者で、空き家情報バンクに登録された空き家を所有（見込みを含む）する方

またはその空き家の売主が行う当該空き家内にある家財道具等の搬出・処分等に要した経費（5万

円以上）の一部を補助する。

必要性・効果：当市への移住定住及び空き家の有効活用を促進し、地域の活力向上を図る。

上越市

田舎体験推進事業

内容：地域の方々の暮らしと自然の特徴をいかし、主に都市部の小・中・高校生の団体を対象に「体

験旅行」を提供する。

必要性・効果：地域資源を有効に活用し、都市との交流を進めることで、地域力を発現する。

上越市
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区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

定住促進奨学金貸付事業

内容：市内に居住し、市外の大学等へ公共交通機関を利用して通学する学生に対し、通学に要す

る定期券の購入費を貸し付けるとともに、卒業後も市内に居住しながら就業している人に対し、返還額

の一部免除等を行う。

必要性・効果：若年層の市内定住を促進するため

上越市
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３ 産業の振興                         

（１） 現況と問題点、その対策 

① 農業 

○ 現況と問題点 

国内の農業・農村は、農業者の減少や高齢化の進行とともに、人口減少に伴う食料需要の縮小や、

地政学的なリスク、頻発する自然災害など、様々な課題に直面している。 

とりわけ、市内耕作面積の 4 割余りを占める中山間地域は、平野部に比べ生産条件が不利であり、

加えて、人口減少と高齢化が進展し、農業就業者数や農地面積が減少し続けていることから、生産現

場では、農業の担い手の確保が喫緊の課題となっている。 

また、中山間地域においては、農業の担い手不足が農村の担い手不足に直結するため、経営資源や

農業技術が継承されないことによる生産基盤の脆弱化が危惧されるだけでなく、農村を支える地域

コミュニティの維持が困難になることも懸念されている。 

さらに、近年頻発する自然災害や地球温暖化等に伴う生育環境の変化に対する不安が増してきて

いるほか、中山間地域を中心に鳥獣による農作物の被害が深刻化・広域化しており、被害の拡大に伴

う営農意欲の衰退が懸念されるとともに、捕獲活動に係る猟友会等への負担の増加が課題となって

いる。 

こうした課題がある一方、当市の農業・農村においては、認定農業者や集落営農の法人化が進み、

特に 10ha 以上の大規模法人が経営規模の全耕作地の約 6割を担うとともに、大区画ほ場整備に伴う

農地の集積・集約化の進展、ドローンや直進アシスト田植機などのスマート農業機械の導入や中山間

地域で先駆的に構築した集落間の相互協力体制などの取組を進めている。 

このような状況を踏まえ、農業・農村の維持・振興と、次世代への継承に向けて、経営規模の大小

や平野部と中山間地域といった生産条件の違いにかかわらず、農地を守り続ける経営体の農業経営

の底上げにつなげるための生産基盤を強化していく産業政策とあわせて、多様な主体の参画を促し、

地域の特色に応じた活力ある地域づくりを進める地域政策を総合的に取り組んでいく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 中山間地域等直接支払交付金を活用し、集落の共同活動による荒廃農地の発生防止や複数の集落

間でのネットワーク化（活動の連携）を推進し、持続的な農業生産活動を引き続き支援する。 

・ 農業生産活動を主眼においた産業政策にとどまらず、地域政策としての農村振興に一層重点を置

くことが重要であるため、棚田地域振興などの活動を促しながら、地域活力の底上げや人材の掘

り起こしを図る。 

・ 農地利用や地域農業の方向性を定めた「中山間地域農業の将来ビジョン」の実現に向けて、地域の

取組を関係機関・団体が一丸となって伴走的に支援する。 

・ ほ場整備を中心とした農道、用排水路、ため池等の生産基盤を整備するとともに、地域が共同で行

う農地、農業用施設の保全向上活動を支援することにより、生産性の維持、向上及び農村づくりを

推進する。 

・ 鳥獣被害の早期根絶を図るため、「鳥獣が出没しにくい環境づくり」、「電気柵による侵入防止」、
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「加害個体の捕獲」の三つの対策を柱に取組を推進するとともに、あわせて、鳥獣捕獲の担い手を

確保・育成するほか、ジビエの利活用を推進する。 

・ 中山間地域の農地の保全と担い手の育成に向けて、農業公社の運営と、農業団体や担い手が行う

農業生産施設整備、研修生の受入れを支援する。 

・ 関係機関・団体と連携し、生産者の理解・協力の下、化学肥料等の使用量の低減に積極的に取り組

み、自然と調和の取れた農業生産を進めるとともに、高品質とコスト低減に資する施設やスマー

ト農業機械の整備を支援し、主食用米、大豆、新規需要米を中心とした作物の推進を図る。 

・ 関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じて、地域の支えとなる人材の裾野の拡大を図るため、都

市生協組合員との産地交流や棚田を核とした都市農村交流などを推進していく。 

・ 中山間地域における小規模農家を始めとした多様な経営体の所得向上につながる特色ある農業経

営の実現を目指し、棚田米のＰＲ活動の強化や雪室の活用による付加価値向上を図るほか、農産

物直売所、インターネット販売など、消費者や食品関連事業者への生産者による販路の多様化や、

ＳＮＳ等の活用によるＰＲを推進する。 

・ 都市部に住む若者を中心に田園回帰の志向が高まりを見せている中、半農半Ｘ1やデュアルライフ2

など、農村が新たなライフスタイルを実現できる場として注目されていることから、これらの意

向のある人から当市を選んでいただけるよう、当市の魅力を発信していく。 

 

② 林業 

○ 現況と問題点 

森林は水源のかん養、災害の防止、市民の保健と休養の場の提供、温室効果ガスの一つである二酸

化炭素の吸収源であるなど、極めて重要な機能を持っているが、林業就業者の高齢化、担い手不足や

木材価格の低迷による採算性の悪化から、十分な整備が行われていない。森林の持つ様々な機能を有

効に発揮するとともに、地域林業の育成強化を図るためには、森林資源の利用促進に重点をおいた継

続的な森林管理が求められている。 

 

○ その対策 

・ 多様な機能を持つ森林の保全と林業振興のため、森林を整備するとともに、効率的な森林施業と

林産物搬出のため、林道の適切な維持管理や森林作業道の整備を図る。 

・ 森林整備に係る境界確認など、地域の活動に対し支援する。 

・ 間伐材の利用拡大や施業の集約化と林内路網、高性能林業機械、スマート林業技術の導入も考慮

するとともに、一定の林齢に達した森林については、伐期の長期化や主伐・再造林を促すことによ

り、樹種・林齢が同じ人工林から多様な森林への誘導を図る。 

 

③ 水産業 

○ 現況と問題点 

漁獲量の減少、魚価の低迷、漁業就業者の高齢化や担い手不足など、水産業を取り巻く環境は非常

                                                   
1 農業とやりたい仕事（Ｘ）を両立させる生き方。 
2 2 つの地域（都市と地方）に拠点を持ち、生活すること。 
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に厳しい状況にある。 

そのような中において、水産業が持続的に発展していくためには、生産物の高付加価値化の推進や

地場産水産物の保護、消費拡大などによる漁業者の所得向上、漁業経営基盤の強化や担い手の確保な

どを図り、経営安定を目指す必要があるとともに、就労環境の改善や漁村の環境整備など漁港・漁村

の活性化の推進が求められている。 

 

○ その対策 

・ 当市の浜の活力再生プランに基づく漁業の収入向上やコスト削減のための取組を推進し、漁業者

の所得向上を図るとともに、漁業経営団体の健全な発展に向けた取組に対し支援する。 

・ 関係機関と連携し、新規就業者の定着支援など各種の支援策を活用することにより担い手の確保

を図る。 

・ つくり育てる漁業を推進し、水産資源の回復による漁場生産力の向上を図る。 

・ これまでに整備した水産基盤施設の適正な維持管理に努めるとともに、漁村の生活環境の改善や

交流の場の提供などによる漁港・漁村の活性化を図る。 

 

④ 地場産業 

○ 現況と問題点   

地域特有の資源を活用した地場産業を育てていくことは、地域の産業振興や雇用の場を確保して

いくために極めて重要である。過疎地域においても、農業、工業、商業など、様々な分野における地

場産業の振興を図るとともに、異業種間の連携による新製品・特産品の開発、商品化、販路拡大に取

り組むことにより、地域内に新たな産業の芽を育てる必要がある。 

また、地域の活性化につながるあらゆる分野において、地域の課題解決と雇用の創出を同時に実現

し得る中小企業や市民の取組を支援する必要がある。 

 

○ その対策 

・ 農林水産物や雪室貯蔵など、地域特有の資源を活用して培われてきた産業の一層の育成を図る。 

・ 上越ものづくり振興センターを拠点として、産学連携、産産連携及び農商工連携を進め、新製品や

新技術の研究開発や、新規事業分野への進出を促進するとともに、優れた商品を認証する「メイ

ド・イン上越」の取組や、見本市への出展補助などを通して販路拡大を支援する。 

・ 企業の設備投資等を誘発し、地域産業の活性化を図るため、設備投資に対する支援等を行い、企業

の経営基盤強化や雇用の増大などに寄与する。 

・ 商工会や商工会議所も構成員とする上越市創業支援ネットワークとの連携の下、各種セミナーの

開催、創業・融資相談等を実施し、新規創業者のスタートアップの取組を支援するほか、新商品や

新サービスの開発、新事業分野への進出、ＤＸ推進などを促進する。 

・ 地域経済の活性化を担う中小企業者等を対象に長期かつ低利な事業資金を供給し、経営の安定化

を支援する。 

・ 中小企業で働く従業員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、「えるぼし」、「くるみ

ん」など国・県制度の認定取得に取り組む企業への支援を行う。 
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・ 中小企業で働く技能労働者の育成を支援するため、職業訓練法人が実施する認定訓練事業を補助

するとともに、市が設置する職業訓練施設の整備充実を図る。 

・ 中小企業で働く従業員と事業主の福利厚生の充実を図り、中小企業の振興と発展を図る。 

・ 勤労者の福祉増進を図るため、市が設置する勤労者福祉施設を安全・安心な施設として適正に管

理・運営し、各種講座やイベントを実施する。 

 

⑤ 企業誘致等 

○ 現況と問題点 

国はまち・ひと・しごと創生本部を設置し、地方創生を進める中、地方の生産性を高め、安心して

働くことができる地域づくりを進めているが、過疎地域のみならず市全体においても、多くの企業は

労働力人口の減少や後継者不足の影響により、依然として厳しい経営状況にある。 

しかしながら、企業誘致は新規立地による雇用拡大や設備投資の促進、地域経済の活性化が大きく

期待できることから、企業ニーズに対応するきめ細やかな誘致活動の展開により、一層の立地促進を

図る必要がある。 

 

○ その対策 

・ 高速道路や直江津港、北陸新幹線などの充実した交通インフラや、上越地域での産業集積の強み

をＰＲしながら、産業団地等へ積極的な誘致活動を推進する。 

・ 立地企業に対して補助制度や融資制度などの周知を図るとともに、企業進出に対して積極的な支

援を図る。 

・ 技術支援機関、人材育成支援機関などと連携し、市内で創業しやすい環境を整備する。 

 

⑥ 商業 

○ 現況と問題点 

令和 3年の経済センサスによると、平成 28 年に比べて卸売業・小売業の事業所数、年間商品販売

額、売場面積はいずれも減少している。また、令和 6年度上越市消費動向調査によると、富岡・下門

前などの郊外型の大規模小売店舗等での買い物の頻度が高くなっているほか、ｅコマースの利用者

及び利用頻度が増加している。過疎地域においては、地域の人口減少に伴い、地域の商店を利用する

顧客数の減少が進んでいるものと考えられる。 

地域の商店が減少することにより、商店街のにぎわいが失われ、地域コミュニティの衰退が更に進

み、また、高齢者を始めとする買い物困難者が増加する状況も懸念されることから、地域の商店街等

の維持・活性化に向けた取組や買い物困難者を支援する必要がある。 

 

○ その対策 

・ 地域の商工業の総合的な改善発展を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的に組織され

た商工会が行う経営改善普及事業を始めとした各種事業を支援することにより、地域の商工業の

振興と中小企業者の経営の安定化を図る。 

・ 地域の商店街等が取り組む収益力向上に持続的な効果が見込まれる事業を支援することにより、



25 

地域商業の活性化を図る。 

・ 商店数の減少や核家族化、著しい高齢化等により、民間事業者による参入が進まず、日用品を含

む買い物が困難となっている地域において、食料品等販売施設の運営、移動販売事業等を展開す

ることにより、地域商業の維持と買い物困難者への支援に取り組む。 

 

⑦ 建設業 

○ 現況と問題点 

建設業は、道路整備や除雪作業、建築工事などを通じて、過疎地域の社会基盤や住民の生活環境を

支える重要な役割を担っている。また、気候変動による自然災害の頻発、激甚化や社会資本の老朽化

により、維持管理の必要性が増加するなど、建設業が支える役割が増加している。しかしながら、若

者の入職者の減少や離職者の増加、高齢化の進行により人手不足が生じており、若年入職者の確保・

育成や働き方改革が喫緊の課題となっている。 

こうした課題を克服するためには、施工時期の平準化により安定した工事量を確保し技能者の処

遇改善や経営の安定化を図るほか、ＩＣＴ技術の全面的な活用による生産性の向上などにより、人手

不足を解消し、地域の安全・安心確保に貢献する地元の建設業者を将来にわたり確保していく必要が

ある。 

 

○ その対策 

・ 企業の設備投資等を誘発し、地域産業の活性化を図るため、設備投資に対する支援等を行い、企業

の経営基盤強化や雇用の増大などに寄与する。 

・ 商工会や商工会議所も構成員とする上越市創業支援ネットワークとの連携の下、各種セミナーの

開催、創業・融資相談等を実施し、新規創業者のスタートアップの取組を支援するほか、新商品や

新サービスの開発、新事業分野への進出、ＤＸ推進などを促進する。 

・ 地域経済の活性化を担う中小企業者等を対象に長期かつ低利な事業資金を供給し、経営の安定化

を支援する。 

・ 中小企業で働く従業員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、「えるぼし」、「くるみ

ん」など国・県制度の認定取得に取り組む企業への支援を行う。 

・ 中小企業で働く技能労働者の育成を支援するため、職業訓練法人が実施する認定訓練事業を補助

するとともに、市が設置する職業訓練施設の整備充実を図る。 

・ 中小企業で働く従業員と事業主の福利厚生の充実を図り、中小企業の振興と発展を図る。 

・ 勤労者の福祉増進を図るため、市が設置する勤労者福祉施設を安全・安心な施設として適正に管

理・運営し、各種講座やイベントを実施する。 

・ 市が認定する地域に貢献する地元企業に対して、地域の災害履歴や地形地質などを踏まえた対応

を必要とする工事や災害復旧工事などを発注することを通じて、地域の安全・安心確保に貢献す

る地元の建設業者を将来にわたり確保するとともに、建設業における地域貢献への取組を促す。 

・ 少雪により除雪機械の稼働が少ない場合において、除雪事業者に対し、基本待機料の前払い金を

支払うことで、安定的な除雪体制を維持する。 

・ 除雪車に係る固定費を全額前払いすることで、除雪事業者の安定した経営を支援する。 
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⑧ 情報通信産業 

○ 現況と問題点 

情報通信産業は、国内において非常に大きな市場規模を有し、今後も発展が見込まれる成長産業で

ある。さらに、リモートワークの普及や働き方の多様化による企業の地方分散の動き、ＡＩを始めと

する情報通信分野の技術革新による他産業への波及効果が期待されている。 

現在、若者・子育て世代が希望する職種では「情報通信業」が多い状況にあるほか、ハローワーク

での求職についても「事務職」は求人数を上回っている状況にある。こうしたことから、市民が希望

する業種を増やしていくことは、定住やＵＩＪターンの促進につながるものと考えており、若者や子

育て世代の多様な働く場の確保のため、情報通信業の誘致にも積極的に取り組んでいる。 

そのような中、市内では民間企業により、ローカル５Ｇを活用できる実証施設やＩＴ企業の集積拠

点となるオフィスビルが整備されるなど、官民ともに情報通信業等の集積に向けた動きがあること

から、充実した交通インフラや自然豊かな地域環境といった当市の強みや企業誘致に関する取組を

ＰＲしながら、情報通信産業を中心とした誘致活動を進めていく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 充実した交通インフラや自然豊かな地域環境といった当市の強みとあわせて、令和 3 年度から設

けたサテライトオフィスの開設にかかる補助制度をＰＲしながら、積極的な誘致活動を推進する。 

・ デジタル人材の育成や市内企業のＤＸの推進、さらには若者・子育て世代にとって魅力的な雇用

の場を創出するため、情報通信業界に精通する民間事業者の知見やネットワークを活用し、情報

通信産業の誘致を強化する。 

 

⑨ 観光・レクリエーション 

○ 現況と問題点 

当市が設置する観光施設は、合併前の各市町村において整備したことから、類似施設が多数点在し

ており、また、レジャーの多様化により経営状況の厳しい施設もある。 

当市では、施設の統廃合について、公の施設の適正配置計画に基づき取組を進めているが、観光施

設は過疎地域における雇用の場、福祉施設としての位置付けも持ち合わせている。地域住民からは施

設存続を希望する声もあることから、地域や関係団体等との合意形成を図るとともに、必要な手続等

を経ながら、計画的に取組を進めていく。 

一方、既存施設を維持・存続していくためには、老朽化した施設のリニューアルや地域の魅力をい

かした企画の開発、情報発信などを積極的に行うとともに、各施設が連携しネットワーク化した広域

的な施設運営を行うことが求められている。 

また、各区の観光協会等が個別に事業を実施している現状があることから、全市的な観光振興を図

るため、各区の組織間の連携をより一層強化する必要がある。 

 

○ その対策 

・ 観光施設を含めた公の施設の適正配置の取組を進めていくとともに、必要な観光施設の維持、存
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続のため施設整備を行い、利用者の拡大を図る。 

・ 地域への愛着と誇り、地域の一体感を育み、多様な交流の機会を創出する各種イベントの支援に

取り組む。 

・ 市民や事業者の観光マインドの醸成を図りながら、魅力ある地域資源を活用し、多様化する旅行

者のニーズを捉えた観光コンテンツの提供や受入態勢の充実に取り組む。 

・ 上越観光ＮａｖｉやＳＮＳ等を通じて、当市ならではの観光コンテンツやイベント等を効果的に

組み合わせて発信するとともに、各地をストレスフリーに移動・周遊できる環境の整備に取り組

む。 

 

（２） 産業振興促進事項 

下記（ⅱ）で行う事業については、県や近隣自治体、関係機関等との連携・情報交換を通じ、効率

的な取組を行うよう努める。 

 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

  産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種について、次の表のとおりとする。 

産業振興促進区域 業種 計画期間 

安塚区、浦川原区、大島区、

牧区、柿崎区、吉川区、中

郷区、板倉区、清里区、三

和区、名立区の全域 

製造業 

情報サービス業等 

農林水産物等販売業 

旅館業 

令和 8年 4月 1日～ 

令和 13 年 3 月 31 日 

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

ア 製造業 

○ 現況と問題点 

雇用や税収、他産業への高い波及効果を生み出す製造業は、当市の市内総生産額をみても全業種の

約 3割を占めており、基礎素材型産業の構成割合が非常に高い産業構造であることが、当市の特徴と

言える。 

一方、市内の製造業は、経済のグローバル化の中で、為替変動や取引先の業況等の外的要因の影響

を受けやすいことに加え、人口減少と少子・高齢化の進行による労働力不足や域内消費の縮小から、

高付加価値化や開発の低コスト化による生産性の向上、ＤＸの推進等による経営基盤の強化が求め

られている。 

 

○ その対策 

・ 生産設備の強化や生産性の向上を奨励するため、設備投資に対する支援制度を積極的に周知する。 

・ 企業の育成や域内循環の促進の観点から、地域経済に好影響・好循環をもたらす企業との取引拡

大、企業誘致につなげるような情報収集及びアンケートを実施する。 
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イ 情報サービス業等 

上記（７）情報通信産業の項に記載のとおり。 

 

ウ 農林水産物等販売業 

○ 現況と問題点 

農産物直売所の利用促進や地産地消の店の認定などにより、地産地消の意識は浸透しつつあるも

のの、生産現場では、園芸作物の生産量が少ない状況である。加えて、農林水産業において、高齢化

と後継者不足が顕著化しており、多様な担い手の確保・育成が求められている。 

 

○ その対策 

  ・ 農産物直売所に携わる生産者と利用者の増加を図るため、直売所間の情報交換や連携イベントの

開催、季節ごとの積極的な情報発信などに取り組む。 

 

エ 旅館業  

○ 現況と問題点 

令和 5年の市内宿泊施設の年間宿泊者数は、約 59 万人で、月別で見ると、海水浴シーズンである

8 月の宿泊者数が最も高い。 

RESAS 地域経済分析システム「宿泊者分析」によると、令和 5年の旅行形態別宿泊者割合は「一人」

が 31.9％と最も大きい一方、「家族」が 8.1%、「女性 グループ」が 7.9％と小さく、市内の宿泊につ

いては、ビジネス利用の割合が高い傾向にあることが推測される。 

令和 6 年佐渡島の金山の世界文化遺産登録を好機と捉え、小木直江津航路利用者を対象に宿泊割

引等を行う観光キャンペーンを実施し、当市への誘客と市内消費の拡大に取り組んだ。 

今後は、多様化する観光需要を踏まえながら、年間を通じた交流人口や宿泊者数の獲得につながる

取組を進めていく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 一つ一つの資源や産品について、産業振興や地域振興等の施策と連携しながら、付加価値の向上

や差別化を図り、磨き上げていくとともに、それらの魅力や活動、背景にある当市の歴史・文化

の価値などを総合的に発信していく。 

・ その発信に際しては、市民や事業者、団体等の様々な主体から参加・協力してもらいながら、地

域ぐるみで市内外へ発信していくことにより、個々の魅力はもとより、相乗効果を発揮させてい

くことで当市の認知度やイメージ、地域への愛着などの向上を図り、市民の定住や交流・関係人

口の拡大、移住者の増加、企業の立地や域外からの所得獲得などを後押ししていく。 

・ 交流人口や関係人口の拡大に向け、観光入込数や消費額等の統計データに加え、来訪者の行動情

報を収集・分析し、情報発信の目的やターゲットを明確にした上で、ニーズを捉えた実効性のあ

るプロモーションに取り組む。 

・ 北陸自動車道、上信越自動車道の 2本の高速道路や、敦賀まで延伸した北陸新幹線や地方鉄道な

ど、広域的なアクセスの利便性を強みとしながら、民間事業者との連携の下、交流人口の拡大に

向け、各種コンベンションやスポーツ大会等を誘致するとともに、開催の支援に取り組む。  
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（３） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

産業の振興 （1）基盤整備

農業
基幹水利ストックマネジメント事業

（各区域）

・用排水路施設等

・用水施設等

新潟県

経営体育成基盤整備事業

（各区域）

・区画整理等

新潟県

中山間地域農業農村総合整備事業

（各区域）

・区画整理等

新潟県

かんがい排水事業

（各区域）

・水路改修等

新潟県

ため池等整備事業

（各区域）

・堤体工等

新潟県

林業

林道整備事業

（各区域）

・新設、改良、舗装、林道橋整備・補修等

上越市

森林保育管理事業

（各区域）

・間伐、作業道開設等

上越市

（4）地場産業の振興

加工施設
6次産業化支援事業補助金　

内容：6次産業化の推進を図るため、地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農業者等に対

し、新たな農産加工品等の開発又は既存の農林水産加工の規模拡大を図るために必要な経費の一

部について支援する。

必要性・効果：6次産業化の推進により、農業者の経営の安定及び所得向上を図る。

上越市

（9）観光又はレクリエーション

観光交流施設等整備事業

（各区域）

・施設整備、車両等更新等

上越市

（10）過疎地域持続的発展特別事業

技能労働者育成事業

内容：上越職業訓練協会が行う職業訓練事業への補助や若手技能労働者の育成を支援する。

必要性・効果：中小企業に働く技能労働者を育成し、地域産業の振興を図る。

上越市

勤労者福祉事業

内容：勤労者福祉団体が行う勤労者福祉事業への支援、勤労者団体への事業費補助などを行う。

必要性・効果：零細企業では単独で整備しにくい福利厚生の充実を図り、中小零細企業の振興を

図る。

上越市

商工団体補助金

内容：上越商工会議所や各区商工会が行う商工業の振興対策や金融・税務対策、また経営改善

に係る相談業務等に対して助成を行う。

必要性・効果：商工会等が行う経営改善普及事業を始めとした各種事業を支援することにより、市

内商工業の振興と中小企業の経営の安定化を図る。

上越市
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区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

中小企業融資支援事業

内容：各種制度資金融資の実施や信用保証料の一部補助等を行う。

必要性・効果：地域経済の活性化を担う中小企業者の経営安定化を支援する。

上越市

大島やまざくら管理運営業務

内容：スーパーマーケットの形態の店舗運営や移動販売を行う。

必要性・効果：店舗が減少している中山間地において、買い物困難者を支援する。

上越市

地域商業活性化事業補助金

内容：地域の商店街等が取り組む、収益力向上に効果が見込まれ、かつ、補助事業実施後も効果

が持続する事業に対し、事業に要する経費の一部を補助する。

必要性・効果：地域の商店街等が取り組む、収益力向上に持続的な効果が見込まれる事業を支援

することにより、商店街等の活性化及び商業振興を図る。

上越市

市内企業雇用促進事業

内容：ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、「えるぼし」「くるみん」など国・県制度の認定取得に取

り組む企業への支援を行う。

必要性・効果：中山間地域等に所在する企業の取組に対し支援することで、従業員の雇用の確保

及び仕事と家庭の両立を図る。

上越市

上越ものづくり振興センター運営事業

内容：市内のものづくり企業の経営基盤の強化や技術の高度化等を図るため、上越ものづくり振興セ

ンターをワンストップ窓口として、ネットワーク構築、人材育成等の施策を行う。

必要性・効果：市内のものづくり企業の振興に資する各種事業を適切に実施することにより、地域経

済効果の拡大を促す。

上越市

中小企業研究開発支援事業

内容：市内ものづくり企業における新製品や新技術の開発等に要する経費の一部を補助する。

必要性・効果：市内ものづくり企業における新製品や新技術の開発等を支援することにより、地域経

済効果の拡大を促す。

上越市

メイド・イン上越推進事業

内容：市内の優れた商品工業製品および特産品を「メイド・イン上越」として認証し、販路開拓・販売

促進を推進し、ものづくり産業の振興と上越市のＰＲにつなげる。

必要性・効果：企業等の商品の販売促進を支援することにより、地域経済効果の拡大を促す。

上越市

見本市等出展事業補助金

内容：市内ものづくり企業等が見本市等に出展する際の経費の一部を補助する。

必要性・効果：企業等の商品の販路拡大につながることにより、地域経済効果の拡大を促す。

上越市

中山間地域振興作業施設事業

内容：地域農産物の加工用施設を貸し出す。

必要性・効果：中山間地における地域産業の振興を支援することにより、地域経済効果の拡大を図

る。

上越市

企業支援コーディネート事業

内容：市内ものづくり企業の産学・産産連携等のコーディネートを行い、研究開発や販路拡大等を支

援する。

必要性・効果：企業の成長や販売促進に必要となる様々な連携を支援することにより、地域経済効

果の拡大を図る。

上越市

上越市ものづくり企業データベース事業

内容：市内ものづくり企業の商品や技術、設備等の情報をインターネットで検索できるホームページを

運営する。

必要性・効果：企業の受注機会の拡大や企業間の連携強化につなげ、地域経済効果の拡大を図

る。

上越市

人材育成事業

内容：市内ものづくり企業の社員等の資質や技術の向上を図るための各種研修等にかかる経費の一

部を補助する。

必要性・効果：社員のレベルアップを支援することにより、企業の競争力の向上につなげ、地域経済効

果の拡大を図る。

上越市
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区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

企業誘致促進事業

内容：広域交通網の結節点である当市の優位性を生かし、地域の活性化や市内企業の育成、域内

循環の促進の視点から、地域経済に好影響・好循環をもたらす企業の誘致に取り組む。また、ＩＴ企

業のサテライトオフィスの誘致を促進し、地域経済の発展や若者・子育て世代の定住促進につながる

「多様な働く場の創出」に取り組む。

必要性・効果：ターゲットを絞った集中的な企業誘致活動を行い、企業の新規立地による雇用拡大

や地域活性化、多様な働く場の創出を図る。

上越市

観光振興対策事業

内容：各区観光協会への補助金交付、各区のイベント・観光スポットの情報発信等を行う。

必要性・効果：きめ細やかな観光案内情報を提供することにより、交流人口の増加を図る。また、地

域の特産品の紹介や観光PRを通じて、姉妹都市交流、市民交流の拡大を促進し、特産品の販路

拡大を図る。

上越市

観光交流施設等管理運営事業

内容：地域のにぎわいの拠点となる温泉施設、宿泊施設や農業体験施設等を運営し、適切な維持

管理を行い、地域の魅力を発信していく。

必要性・効果：市を訪れる観光客や市民に対し、やすらぎと憩いの場、地域の特性や資源をいかした

体験学習の場を提供するとともに、都市部の住民と市民との交流の場の創出や観光客の増加を図るこ

とで、地域の経済効果及び交流の拡大を促し、地域の活性化を図る。

上越市

中山間地域振興作物生産拡大事業補助金

内容：農地の保全と農業生産活動を維持するため、水稲の作付が困難となった農地に、山菜やそば

などの振興作物を栽培する農業者等を支援する。

必要性・効果：農地の荒廃を防ぎ、農地の有効活用、農地の多面的機能の保全及び農業所得の

向上を図る

上越市

棚田地域振興事業

内容：地域自らが棚田地域振興活動を計画・実施・進捗管理できる体制整備を支援するとともに、

市内外への情報発信を通じて、棚田地域振興活動を促進する。

必要性・効果：棚田の保全を図るとともに、多様な主体の参画の下、棚田を核とした地域振興活動

の促進を図る。

上越市

農作物鳥獣被害防止対策事業

内容：上越市鳥獣被害防止対策協議会が行う事業を支援する。

必要性・効果：有害鳥獣による農作物被害に対する防除活動等を支援し、農作物被害の軽減を図

る。

上越市

森林整備事業補助金

内容：所有林の間伐や作業道整備などの費用の一部を助成する。

必要性・効果：森林整備水準の低下を防ぐとともに健全な森林資源の維持を図る。

上越市

農業振興公社運営費補助金

内容：中山間地域の農地保全と担い手育成を目指す農業公社に対し、運営費、農業生産施設整

備及び研修受入に要する経費を支援する。

必要性・効果：高齢化や担い手不足による中山間地域の課題を解決し、地域農業の振興を図る。

上越市

ため池等維持修繕助成事業

内容：農業用施設として使用する「ため池」の維持や修繕費用の一部を助成する。

必要性・効果：ため池の適切な維持管理により、農業用水の安定供給が行われ、生産性の向上と

耕作放棄地の抑制を図る。

上越市

多面的機能支払補助金

内容：農地や農業用施設等の適切な保全や長寿命化を図るための活動を支援する。

必要性・効果：農業の持続的発展と農地等の保全及び質的向上を図る。

上越市

中山間地域等直接支払交付金

内容：集落協定に基づき5年以上継続した農業生産活動を行う農業者を支援する。

必要性・効果：耕作放棄地の発生防止や農道水路等の維持管理を図る。

上越市
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原材料支給・機械借上支援制度

内容：町内会及び農家組合等に対し、農道や水路などの維持管理、農村環境の整備などに係る原

材料の購入や機械の借上げ費用の一部を助成する。

必要性・効果：農業用施設などの維持管理には労力と経費が必要となるが、高齢化や人口減少に

伴い増大している負担を軽減する。

上越市

空き店舗等利用促進事業（13区対応型）

13区の商業地の空き店舗、空き家を活用した商業施設の出店や事務所の開設を行う事業者を支援

することにより、13区の商業の振興を図る。

上越市

創業の促進

内容：新規創業や中小企業者等による第二創業を支援する。

必要性・効果：起業・創業の意欲が旺盛な若者や女性のほか、UIJターン者等による自らの経験をい

かした創意工夫に満ちた起業・創業を促すほか、多種・多様な魅力ある働く場が創出される。

上越市

地域保全型工事の発注

内容：市が認定する地域に貢献する地元企業に対して、特殊な技術（工法、資機材等）を要しな

い予定価格200万円を超え2,000万円未満の土木一式工事で、一定の基準を満たす工事を発注

する。

必要性・効果：地域貢献地元企業の受注機会の確保及び建設業における地域貢献への取組を促

すことにより、地域の安全・安心確保に貢献する地元の建設業者を将来にわたり確保する。

上越市

市道除排雪委託料における基本待機料の前払い

内容：少雪により除雪機械の稼働が少ない場合において、除雪事業者に対し、基本待機料の前払

い金を支払うことで、安定的な除雪体制を維持する。

必要性・効果：冬期間の除雪事業者の除雪オペレーターの確保を支援するもの。

上越市

市道除排雪委託料における固定費の全額前払い

内容：除雪車に係る固定費を12月に全額前払いすることで、除雪事業者の安定した経営を支援す

る。

必要性・効果：固定費を一括で支払うことで、除雪事業者の事務量が減少するともに、除雪車の維

持修理を計画的に進められる。

上越市



33 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

観光・レクリエーション施設など、「産業の振興」区分における公共施設等については、各施設の

利用実態や老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施

設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していく。 
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４ 地域における情報化 

（１） 現況と問題点、その対策 

① 他地域との情報通信技術の利用機会の格差の是正 

○ 現況と問題点 

当市では、平成 19 年 3 月に地域ごとの個別計画を策定の上、ブロードバンド、テレビ、携帯電話

の利用に必要な情報通信基盤の整備を実施し、情報通信格差の是正に取り組んできた。 

この間、民間事業者による５Ｇの全国展開が進められ、デジタル田園都市国家インフラ整備計画の

整備目標には到達しているものの、都市部に比べ採算性が厳しい中山間地域への参入が遅れること

が懸念される。県では、通信事業者による５Ｇのアンテナ基地局設置の支援のため、ワンストップ窓

口を設置しており、当市においても県と歩調を合わせた取組を進めるなど、情報通信格差が生じない

よう、取組を進める必要がある。 

 

○ その対策 

・ 地域間の情報格差を是正するため、情報通信基盤を整備する主体となる事業者への要望活動や事

業者と連携した取組の実施を検討する。 

 

② 住民の生活の利便性の向上 

○ 現況と問題点 

今後、社会全体の急速なデジタル化を背景として、当市においても、行政手続を始め市民生活の利

便性の向上を図るとともに、より快適で暮らしやすい社会に変革していくため、デジタル技術を積極

的に活用することとしている。一方で、市民の中にはデジタル技術に対する興味や理解度に差がある

ことから、より多くの市民がＩＣＴの恩恵を受けることができるよう、周知方法などを検討する必要

がある。 

また、現在当市で運用している防災行政無線設備は、平成 20 年度から順次導入したものであるが、

導入当初の箇所については、令和 5年で 15年を迎えたことから、令和 6年度から令和 8年度にかけ

て更新を実施している。 

 

○ その対策 

・ 産学官による推進体制の構築により、あらゆる分野でのＤＸの推進やデジタルマーケティング、

データ連携などによるデータ活用の推進を図る。 

・ 市民が利用するツールを市が選定する際は、容易に使えることを重視するとともに、そのツール

の使い方を周知する。 

・ スマートフォンなど多くの人が既に保有している情報通信機器やツールの利活用などの検討を進

める。 

・ 老朽化した防災行政無線の更新を進め、緊急時の情報伝達手段を確保する。 
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（２） 計画 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

地域における （1）電気通信施設等情報化のための施設

情報化 通信用鉄塔施設
情報通信環境整備対策事業

内容：農業用水利施設等のインフラ管理や鳥獣捕獲の罠センサーの設置などに必要な情報通信基

地局等を整備する。

必要性・効果：省力化、コスト軽減を図り、新たな担い手の確保へとつなげる。

上越市

防災行政用無線施

設
防災行政無線設備更新事業

内容：老朽化した防災行政無線設備を更新する。

必要性・効果：緊急時、災害時における市民等への情報伝達手段を確保する。

上越市



36 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１） 現況と問題点、その対策 

① 道路 

○ 現況と問題点 

当市の基幹道路は、広域交通を担う高速自動車道や国道、主要地方道、市街地と周辺地域（当市に

おいて市街地を除いた地域を指す。以下本項目において「周辺地域」という。）を結ぶアクセス道路

としての役割を担う県道、市道が整備されている。 

その中にあって、広域交通ネットワークの形成に向けた上越魚沼地域振興快速道路の早期開通、ま

た、円滑な地域交通に向けて、都市計画道路の整備や県道及び市道の拡幅、歩道新設が望まれている。 

過疎地域においては、集落間や集落と基幹道路を結ぶ市道の整備が進められているものの、未改良

区間が多い。また、高度経済成長期に架設された橋梁の老朽化が進んでおり、長寿命化を図るため、

橋梁長寿命化修繕計画に基づき計画的に修繕を進めるとともに、老朽化が進んでいる場合は、架け替

えについても検討していく必要がある。 

また、当市の過疎地域は豪雪地帯であることから、冬期間の降雪期でも安全に安心して暮らせる道

路交通を確保するため、地域の状況に応じた除雪を行っており、今後とも、道路・橋梁等の整備と併

せて、除雪機械の配備、更新が必要であるほか、除雪オペレーターの担い手確保についても取り組ん

でいく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 市域の一体感の醸成と同時に、過疎地域の活性化を図るため、国道、主要地方道、県道及び主要

な市道を整備し、効率的な交通ネットワークの形成を目指す。 

・ 上越魚沼地域振興快速道路の整備を促進するとともに、インターチェンジから目的地へ向けての

スムーズなアクセス道路を整備する。 

・ 冬期間の確実な通行を確保するため、除雪機械の効率的な運用と除雪体制を強化するとともに、

老朽化により機能が低下した除雪機械及び消融雪施設の更新を推進する。 

・ 集落間や集落内の連絡道路等、地域住民の日常の生活を支える道路整備を推進し、快適で安全・

安心な市民生活の基盤を確保する。 

・ 子どもから高齢者まで、歩行者の安全で安心な空間の確保を図るため、歩道整備を推進する。 

・ 橋梁の維持管理費の平準化と長寿命化を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修を進める。 

 

② 農道 

○ 現況と問題点 

農道は農業経営にとって必要不可欠な施設であり、無積雪期には災害時等の迂回路として使用が

可能なことから、適切な維持管理が求められている。 

 

○ その対策 

・ 過疎地域においては、農道は生産性の向上、作業の効率化のため重要な生産基盤であることから、
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ほ場整備と併せて整備の推進を図るとともに、未舗装の路線などは原材料支給・機械借上支援制

度や多面的機能支払制度の活用により、適切な維持管理や長寿命化対策を推進する。 

 

③ 林道 

○ 現況と問題点 

森林環境の保全を始め、水源かん養など森林が持つ多面的な機能の維持・向上を図るため、林道整

備は重要である。しかしながら、改良を必要とする箇所が多い上、未舗装となっている路線があり、

その整備状況は低い水準にある。 

 

○ その対策 

・ 効率的な森林管理を通じて生産性を向上させ、林業経営の安定化と水源かん養など森林が持つ多

面的な機能の維持・向上を図るため、適切な維持管理を図る。 

 

④ 公共交通 

○ 現況と問題点 

当市の公共交通は、鉄道や路線バス、スクール混乗バス、乗合タクシー、市営バス及びタクシーな

ど、様々な輸送サービスが担っており、自動車の運転免許証を持たない市民の日常生活を支える重要

な移動手段となっている。 

一方、市全体の移動手段は自家用車に大きく依存しており、人口減少も相まって公共交通の利用者

数が年々減少している。 

このような状況の中、路線バスについては、不採算路線への運行費補助などにより、生活交通の維

持・確保に努めているが、今後も利用者数の減少が見込まれることから、運行継続がさらに困難な状

況になると予想される 

とりわけ、過疎化が進む中山間地域では、その傾向が強いことから、バス運行のデマンド化やスク

ールバスへの一般利用者の混乗、車両の小型化に加え、運行時刻や経路を固定せず、利用者の予約内

容に応じて運行する「予約型コミュニティバス」を導入するなど、運行の効率化と利便性向上の両立

に取り組むほか、公共交通による対応が難しい地域においては、診療所等による送迎サービスや福祉

有償運送、各地域で取り組まれている様々な輸送サービスのほか、住民が主体となって定期的に住民

を輸送する互助的な取組などを組み合わせながら、地域の実情に対応した持続可能な地域交通への

転換を、地域住民の合意形成を図りながら、着実に推進する必要がある。 

また、北陸新幹線をいかし、より広域的な交流の増加が見込まれることから、広域交通の二次交通

の整備やそれによるにぎわいの創出を図ることも必要である。 

これらを踏まえ、令和 6年 3月に中間見直しを行った第 2次上越市総合公共交通計画（後期再編計

画）に基づき、市民の日常生活の移動手段の確保と将来にわたって持続可能な公共交通ネットワーク

の構築に取り組む。 

なお、現計画の計画期間が令和 9年度に満了することから、今後、次期公共交通計画の策定に取り

組み、引き続き公共交通を取り巻く環境の変化や地域の実情を踏まえて公共交通施策を推進してい

く。 
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○ その対策 

・ 市民、交通事業者、行政等が連携・協力し、地域公共交通の利用促進に取り組むとともに、第 2次

上越市総合公共交通計画（後期再編計画）に基づき、路線バスの再編や効率的で利便性の高い公

共交通ネットワークの構築を図る。 

・ 通勤や通学、通院、買い物など、市民の日常生活に必要不可欠な移動手段を維持・確保するため、

路線バスや鉄道等の運行に対する支援を行う。 

・ 利用者の利便性向上を図るために整備したバスの位置情報をスマートフォンやパソコンで確認で

きるバスロケーションシステムを引き続きバス事業者と連携し、配信する。 

・ 路線バスを廃止する地域や路線がない地域等における移動手段を確保するため、住民が主体とな

って車両の用意や運転を行う互助による輸送等の取組を支援する。 

・ 北陸新幹線による交流人口増加の効果をいかし、市内外の交流促進や観光等による広域からの来

訪者を受け入れるための二次交通を整備する。 

・ 公共交通を取り巻く環境の変化や地域の実情を踏まえ、次期公共交通計画を策定する。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

交通施設の整備 （1）市町村道

、交通手段の確保 道路
道路整備事業

（各区域）

・側溝改良、歩道新設、舗装新設、交通安全施設、道路築造、道路改良、橋梁新設等

上越市

橋りょう
橋梁修繕工事

（各区域）

　・橋梁修繕等

上越市

その他
消融雪施設整備

（各区域）

・消雪パイプ更新、消雪井戸更新等

上越市

（3）林道

林道整備事業

（各区域）

・新設、改良、舗装、林道橋整備・補修等

上越市

（5）鉄道施設等

鉄道施設 鉄道駅舎等管理運営

内容：ほくほく線の駅舎の維持管理を行う。

必要性・効果：ほくほく線を快適に利用できるような環境を整備する。

上越市

（6）自動車等

自動車

地域バス等購入 （各区域）

・車両の更新等
上越市

（8）道路整備機械等

除雪機械整備

（各区域）

・除雪機械更新等

上越市

（9）過疎地域持続的発展特別事業

バス運行対策費補助金

内容：バス路線等を維持・確保するため、バス事業者等に補助金を交付する。

必要性・効果：高齢者の通院、通勤、通学に係る公共交通手段を確保するとともに、利用者の利便

性向上を図る。

上越市

上越市地域公共交通活性化協議会負担金

内容：協議会が実施する路線バス等の公共交通の見直しの検討や検証、実証運行及び利用促進

事業の財源として負担金を交付する。

必要性・効果：路線バス等の運行の効率化を進め、利便性の確保を図るとともに公共交通の利用促

進を推進する。

上越市

コミュニティバス事業

内容：市営バスの運行を行うほか、地域団体・住民が行う輸送の取組に対し支援を行う。

必要性・効果：学生・高齢者を中心とした地域住民の移動手段を確保する。

上越市

えちごトキめき鉄道安定経営支援補助金

内容：地域鉄道の安定経営を支援し、利便性の高い鉄道運行を確保するため、えちごトキめき鉄道

に補助金を交付する。


必要性・効果：高齢者の通院や通勤、通学に係る公共交通手段を確保する。

上越市

北越急行安全輸送設備等整備事業補助金

内容：地域鉄道の安定経営を支援し、利便性の高い鉄道運行を確保するため、北越急行に補助金

を交付する。


必要性・効果：高齢者の通院や通勤、通学に係る公共交通手段を確保する。

上越市
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（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

市道など、「交通施設の整備、交通手段の確保」区分における公共施設等については、各施設の

利用実態や老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共

施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していく。 

 

 

  



41 

６ 生活環境の整備                       

（１） 現況と問題点、その対策 

① 上水道 

○ 現況と問題点 

当市では、平成 17 年の市町村合併後、全市的な視点に立って施設の統廃合及び管路の更新を進め

てきており、特に石綿セメント管の更新については、計画を前倒して実施したことから、他事業と関

連する箇所を除き平成 27年度に完了した。また、経営基盤の強化のため、平成 29 年度において簡易

水道事業を上水道事業に統合し、安全で安定した給水に取り組んでいる。 

一方、給水人口の減少などにより、有収水量の増加を見込むことができない中、老朽化する施設や

管路の更新が想定されることから、計画的な事業運営を行う必要がある。 

 

○ その対策 

・ 今後も引き続き人口減少に対応し、将来的な更新時には施設能力や管路口径のダウンサイジング3

を行い更新費用の抑制に努める。また、施設の適正な維持管理を行うため、定期的な点検及び修

繕等を実施し、施設の長寿命化を図り、効率的な運営に努める。 

 

② 汚水処理 

○ 現況と問題点 

当市では、生活環境の改善と公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道や

農業集落排水への接続促進のほか、合併処理浄化槽の設置促進に向けた取組を進めている。 

また、公共下水道及び農業集落排水の一部施設は既に更新時期を迎えており、公共下水道ストック

マネジメント修繕・改築計画や農業集落排水施設最適整備構想に基づき、計画的に改築や更新を行う

必要があるほか、生活排水の処理に係る施設の維持管理費の増高や人口減少などにより、下水道事業

を取り巻く経営環境の厳しさが一層増しており、将来にわたり効率的で持続可能な事業経営に取り

組んでいく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 生活排水による水質汚染を防止するため、未接続者への戸別訪問によるきめ細かな相談体制や啓

発活動などを強化し、公共下水道や農業集落排水の接続率及び合併処理浄化槽の設置率の向上を

図る。 

・ 施設の改築や更新に要するコストを平準化し、効率的かつ効果的に施設を維持していくために、

下水道センター等における設備の更新や所要の耐震化等を計画的に行う。また、農業集落排水処

理施設の安定的な機能を確保するため、機器更新等の修繕を行い、施設全体の長寿命化を図るほ

か、農業集落排水処理施設と公共下水道施設を統合し、汚水処理の効率化と維持管理費の抑制を

図る。 

 

                                                   
3 需要動向に対応して施設規模の適正化を行うこと。 
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③ 廃棄物 

○ 現況と問題点 

当市では、令和 7 年 2月に一般廃棄物処理基本計画を改定し、令和 16 年度を計画の最終目標年度

として、家庭系・事業系一般廃棄物の排出量や家庭系ごみのリサイクル率の目標値を定め、ごみの減

量・資源化に取り組んでいる。また、廃棄物全体の減量を促す観点を含め、食品ロスの削減を促進す

るため、一般廃棄物処理基本計画に食品ロス削減推進法に基づく食品ロス削減推進計画を新たに加

え、市民や事業者が食品ロスの削減について理解と関心を深め、それぞれの立場から自発的な取組を

促すため、普及啓発、情報発信に取り組んでいる。 

ごみの排出量は、コロナ禍による生活環境の変化などにより、燃やせるごみの排出量が一時的に増

加したものの、人口減少のほか、市民のごみ減量への意識の高まりやごみ処理有料化に対する理解と

協力が得られ減少傾向にある。一方、ごみの資源化については、家庭系ごみのリサイクル率が、直近

の 5 年間（R2～R6）で 41.9％から 36.0％に低下しており、市民に分別が十分に浸透していないこと

やリサイクルへの関心が低い市民もいることが考えられる。 

さらに、今後、高齢化や核家族化の進展に伴い高齢者のみの世帯が増加し、ごみの分別や搬出が困

難な高齢者が増えることが見込まれることから、引き続き、ごみの発生と排出の抑制、分別の徹底を

呼び掛けるとともに、収集体制の現状や地域の状況を踏まえ、高齢者のごみ出し支援に取り組む。 

一方、市民との協働により不法投棄物等を回収し、環境美化と生活環境の保全を図っているが、過

疎地域においては、人目につかない場所に捨てられた不法投棄物の撤去等に多大な労力と費用を要

している。広報紙への啓発記事の掲載や不法投棄を防止する看板の設置などによる普及啓発を実施

しているが、依然として不法投棄は後を絶たない状況である。 

このほか、焼却灰を埋め立てできる最終処分場がないことから、市外・県外の最終処分場等まで運

搬し、処分を行っている。燃やせるごみについては、焼却の際に生じる熱を利用したごみ発電を行う

クリーンセンターを運用している。 

 

○ その対策 

・ ごみの減量・資源化や一般廃棄物の適正処理を推進するため、市民や事業者の環境に対する意識

を更に醸成していくとともに、３Ｒ（Reduce=発生抑制、Reuse=再使用、Recycle=再生利用）や食

品ロス削減の具体的な取組方法を各々が認識し、日常で実践につなげられるよう、引き続き、情

報提供や普及啓発活動に取り組む。 

・ 今後も高齢者のみの世帯の増加とともに、ごみ出しの支援を望む市民が増えることが見込まれる

ことから、町内会、民生委員、包括支援センター等関係機関、当市福祉部門と連携し、ごみヘル

パー制度や福祉サービスの周知、支援者の確保に取り組んでいく。 

・ 不法投棄を防止するため、広報紙などを通じ、市民の行動規範である「上越市民ごみ憲章」の普

及啓発に努めるとともに、「市民・事業者・行政」それぞれが主体となった、全市クリーン活動や

不法投棄防止パトロールの実施など、協力体制の強化を図る。 

 

④ 消防・救急体制の整備 

○ 現況と問題点 
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消防・救急事業は上越地域消防事務組合（一部事務組合）を当市と妙高市で組織し、広域的に実施

しており、令和元年度から運用を開始した上越地域消防局・上越消防署の庁舎は、上越地域の防災拠

点としての機能を有しているほか、大型放水砲搭載ホース延長車などの配備により、石油コンビナー

トなどの特殊災害への対応にも備えている。 

一方、消防団においては、人口減少や高齢化、勤務形態など社会情勢の変化等により、団員の確保

は極めて困難な状況になっている。地域に根ざした消防団活動の維持充実を図るため、適正な団員数

の確保や団員の処遇改善、適正な消防設備の維持、確保が必要であり、地域事情を勘案した消防団の

再編成の取組を進めている。 

自主防災組織においても、地域防災の担い手不足や活動の減退が懸念され、特に高齢化の進んだ中

山間地域の集落では、組織体制の維持が困難となる状況も見られるなど、災害対応力の確保や集落の

範囲を超えた支援体制の検討が必要となっている。 

 

○ その対策 

・ 今後も地域事情を勘案した消防団の再編成の検討などの組織見直しや、消防団活動を支える消防

施設設備の整備と機能強化の推進を図る。 

・ 消防団員と防災士が連携し、自主防災組織の活動を支援することにより、地域の防災意識の向上

や支え合う体制の強化を図る。 

 

⑤ 住宅 

○ 現況と問題点 

核家族化や少子高齢化が進み、人口減少社会が到来する中、過疎地域では民間の住宅団地や賃貸住

宅等は少ない状況にある一方、空き家の増加が地域の課題となっている。過疎地域の振興等のために

は定住促進を図ることが重要であることから、多様なニーズに対応した住宅支援が必要となる。 

 

○ その対策 

・ 若者の定住促進、ＵＩＪターン及び交流人口の増加に対応するため、空き家を含めた地域の資源・

個性をいかし、安全性や居住形態にあった快適な住まい、多様化する住宅ニーズに対応した住宅

支援を推進する。 

・ 既存住宅のバリアフリーを推進し、高齢者等が安心して暮らせる居住空間づくりを図る。 

 

⑥ 雪対策 

○ 現況と問題点 

当市の過疎地域は豪雪地帯であることから、冬期間の降雪期でも安全に安心して暮らせる道路交

通の確保のため、地域の状況に応じた除雪を行っており、今後とも、道路・橋梁等の整備と併せて、

除雪機械の整備、更新等が必要である。 

また、同地域では過疎化や高齢化の進行に伴う集落機能の低下から、地域で共用されている施設等

の屋根雪処理や除雪に困難を来している地域がある。 
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○ その対策 

・ 冬期間の確実な通行を確保するため、除雪機械の効率的な運用と除雪体制を強化するとともに、

老朽化により機能が低下した除雪機械及び消融雪施設の更新を推進する。 

・ 屋根雪処理に資する克雪住宅の整備に対する支援を行うとともに、屋根雪や玄関前除雪が困難な

要援護世帯等の除雪や町内等で協力して行う除排雪活動に対する支援を行うほか、集落における

労力不足を補完するため、除雪ボランティア活動を促進する。 

・ 過疎高齢化が進む地域の生活道路の確保並びに高齢者世帯等の雪処理及び見守りについては、地

域の支え合いによる除雪体制の確保を支援し、冬期間の安全で安心できる日常生活の維持を図る。 

 

⑦ その他 

○ 現況と問題点 

市内における防犯灯の設置及び維持管理については、町内会の区域内にある防犯灯は町内会が行

い、町内会を結ぶ集落間（通学路等）の防犯灯は市が行っている。なお、電気料については、町内会

が設置した防犯灯を含め、市が全額負担している。 

 

○ その対策 

・ 夜間における防犯対策と交通事故防止のため、町内会と行政の双方において適切に防犯灯の維持

管理を行っていく。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

生活環境の整備 （2）下水処理施設

公共下水道
公共下水道汚水整備事業

（各区域）

　・接続桝設置工事

上越市

特定環境保全公共下水道汚水整備事業

（各区域）

　・接続桝設置工事

上越市

特定環境保全公共下水道汚水連携事業

（各区域）

　・汚水処理施設の統廃合

上越市

浄化センター機能高度化事業

（各区域）

　・実施設計及び施工管理委託、改築工事

上越市

農業集落排水施設
排水処理施設機能強化対策事業

（農業集落排水事業実施区一円）

　・計画策定等委託、施設機能強化対策工事

上越市

（3）廃棄物処理施設

その他
最終処分場整備事業

内容：新潟県が上越地区において整備を予定している産業廃棄物最終処分場について、整備予定

地で順次整備できるよう、県及び事業主体である公益財団法人新潟県環境保全事業団が進める地

元との合意形成や地域振興策の具体化などに協力していく。

必要性・効果：市内の経済活動を支えるとともに災害対応の強化を図り、地域振興に資する。

（公財）

新潟県環

境保全事

業団

（5）消防施設

消防水利施設の整

備

消防施設整備

（各区域）

・消火栓、防火水槽の新設等

上越市

消防器具置場整備
消防施設整備（器具置場等）

（各区域）

・消防器具置場の整備・解体等

上越市

消防備品整備
消防備品整備（消防車両等の更新）

（各区域）

・消防車両、可搬ポンプの更新等

上越市

（6）公営住宅

公営住宅整備事業

公営住宅の入居者が、安全・安心に暮らすことができる居住環境の維持・向上を図るため、上越市公

営住宅等長寿命化計画に基づき計画的な改修を行う。

上越市

（7）過疎地域持続的発展特別事業

公共施設解体事業

内容：安全・安心な地域環境の整備し、景観を活用したまちづくりに寄与するため、供用廃止した公

共施設の解体撤去を行う。

必要性・効果：施設の解体撤去により、安全・安心な地域環境の整備を行うほか、景観の回復・向

上を図る。

上越市

防災士養成講座補助業務委託

内容：減災の知識や技能を有する防災士を養成し、自主防災活動を活性化させるため、上越市防

災士養成講座を開催する。

必要性・効果：防災士が不在の町内会等へ防災士を配置することにより、地域の防災力向上を図

り、災害時の被害軽減につなげる。

上越市
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区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

克雪すまいづくり支援事業補助金

内容：耐雪式、落雪式等克雪住宅の整備等を支援する。

必要性･効果：雪下ろしに伴う負担を軽減し、危険を防止するとともに、居住環境の改善を図る。

上越市

屋根雪下ろし命綱固定アンカー等設置費補助金

内容：住宅等における屋根雪下ろし命綱固定アンカー等の普及促進を図る。

必要性･効果：屋根雪下ろしに起因する事故の発生を未然に防止する。

上越市

要援護世帯除雪費助成事業

内容：屋根や玄関前などを自力で除雪することが困難な世帯が、除雪を依頼した場合の費用の一部

を助成する。

必要性・効果：冬期間の雪害事故を防止し、生活の安定確保と福祉の増進を図る。

上越市

冬期生活安全・安心確保事業

内容：地域コミュニティ団体等へ業務を委託し、地域の支え合いによる除雪体制等を確保する。

必要性・効果：過疎高齢化により担い手が不在の地域における、冬期間の生活環境の維持を図る。

上越市

地域支え合い体制づくり事業補助金（労力派遣）

内容：中山間地域集落における労力不足を補完するため、地域の住民組織やNPO等が行う除雪等

ボランティア派遣に対し支援を行う。

必要性・効果：過疎化・高齢化により共同活動等の維持が困難な集落において、支え合いによるコ

ミュニティ機能維持を図る。

上越市

高齢者向け住宅リフォーム助成事業

内容：要介護又は要支援認定を受けた高齢者の住宅の改造に必要な経費を補助する。

必要性・効果：高齢者が住み慣れた家で安心して自立した生活を送ることができるようにするとともに、

介護者の負担軽減を図る。

上越市

障害者住宅整備補助金（障害者向け住宅リフォーム助成）

内容：障害のある人の専用居室の改造等に必要な費用の助成を行う。

必要性・効果：障害のある人が住み慣れた住宅で、安心して自立した生活を送ることができるよう、整

備にかかる経済的な負担軽減を図る。

上越市

ごみヘルパー事業

内容：高齢や障害などの理由でごみの分別や集積所への排出が困難な世帯に対し、町内会等と連

携してヘルパーを委嘱・派遣する。

必要性・効果：ごみの分別収集の実施に伴い発生した問題の解消を図るとともに、市民のごみの分別

収集に係る負担を軽減する。

上越市

不法投棄回収事業

内容：職員が回収した不法投棄物について、年度内に処理を行うとともに、不法投棄の防止を呼び

かけ、常習個所に設置した看板及びネットの維持管理を行う。

必要性・効果：職員では対応できない危険個所等の不法投棄物について、業者委託で回収し生活

環境の保全を図る。

上越市

家庭ごみ有料化事業

内容：燃やせるごみ、燃やせないごみの排出しやすい環境整備と効率的な収集体制を構築する。

必要性・効果：ごみの適正処理を行うとともに、市民のごみの減量意識・リサイクル意識の高揚を図

る。

上越市
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（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

下水処理施設など、「生活環境の整備」区分における公共施設等については、各施設の利用実態や

老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設等の更

新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していく。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上・増進           

（１） 現況と問題点、その対策 

① 児童福祉 

○ 現況と問題点 

当市の令和 2 年の国勢調査の年少人口は 22,044 人であり、平成 27 年の数値（25,048 人）に比較

して 3,004 人、12.0％の減となっている。とりわけ、過疎地域においては、同時期の減少率が 23.3％

と高くなっている。 

現在、当市の合計特殊出生率は、全国平均をやや上回っているものの、少子化の流れは変わってい

ない。また、地域社会のつながりの希薄化や核家族化の進展、地域間における入園児童数の偏在化、

さらには共働き世帯の増加など子育て家庭を取り巻く課題は複雑化かつ多様化している。 

引き続き、結婚・出産・子育ての希望を実現するため、子どもを産み育てるための経済的あるいは

心理的な不安や負担を軽減するとともに、子どもたちが健やかに育ち、保護者が安心して子育てでき

る環境づくりが求められる。 

 

○ その対策 

・ 母子ともに健康で安心して生活していけるよう、妊婦健診や乳幼児健診、予防接種などを通じて

母子保健の充実に取り組む。 

・ 子どもや妊産婦に係る各種医療費助成を行うとともに経済状況など子育て家庭の実情を踏まえた

子育て世代の経済的負担の軽減に取り組む。 

・ 子どもとその保護者が交流する場の創出や、子育てについての相談、情報の提供等の援助を行う

ため、こどもセンター、子育てひろばを運営するとともに、地域子育て相談機関では、ＳＮＳを

活用し、個々のニーズに応じた子育て支援情報の提供や相談対応を行う。 

・ ヤングケアラーや貧困、不登校など、特別な支援を必要とする子どものセーフティーネットの強

化に取り組む。 

・ 家庭における子どもを育てる力を高め、子どもが健やかに育つことができる環境を整えるため、

親子の関わり方の支援に取り組む。 

・ 子どもの健やかな育ちを育むため、こども発達支援センターにおいて、子どもの発達に不安や悩

みを抱える保護者の相談に対応するとともに、保育園・幼稚園等と連携し、発達に遅れ等のある

子どもの通所による個別支援等を行う。 

・ 子どもへの虐待を防止するため、周知啓発に取り組むほか、関係機関と連携し、虐待の未然防止

や早期発見・早期支援に取り組む。 

・ 多様化する保育ニーズや児童数の推移を勘案し、安全で快適な保育環境を整備するため、老朽化

が進んだ保育園の再編・改築を行う。 

・ 保護者が安心して子どもを預けられる保育環境を維持するため、必要な保育士や看護師等の確保

に取り組むとともに、私立保育園等に運営や施設整備等に要する費用の一部を支援する。 

・ 保護者の就労形態や保育ニーズの多様化に対応するため、延長保育や一時預かり、未満児保育、

病児・病後児保育など多様な保育サービスを提供する。 
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・ 就学児を持つ保護者の就労と子育ての両立を支援するため、放課後児童クラブを設置・運営する。 

 

② 高齢者福祉 

○ 現況と問題点 

当市における高齢化率の現状は、令和 7 年 5 月末現在において市全体では 34.3％であるが、過疎

地域では 45.1％と 10.8 ポイント高くなっている。 

当市の高齢者人口は令和 4年にピークを迎え、その後減少に転じているが、令和 12 年までは 75歳

以上の後期高齢者人口の増加が見込まれることから、高齢者の要介護認定率は令和 22 年頃まで増加

するものと推計しており、急速な高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれ、日常生活の

支援が必要となる人の増加が想定されている。 

   これまで、市では介護予防のため「通いの場」を 28地域自治区ごとに設置するとともに、企画・

運営等の役割を担う生活支援コーディネーターを配置し、地域特性に応じた支え合いの体制づくり

を推進してきたものの、一部の地域では住民主体の組織化が図られていないことから、更なる取組の

推進が必要となっている。 

このほか、災害時に支援が必要な避難行動要支援者の登録状況は令和７年 4 月時点で 7,831 人で

あり、災害時における支援の在り方も重要な課題となっている。 

 

○ その対策 

・ 高齢者等が地域において自立した生活を維持できるよう、地域の相談窓口である地域包括支援セ

ンターの体制強化に取り組む。 

・ 介護保険サービスの提供においては、介護予防に資するケアプランの作成を推進するとともに、

サービス提供の基盤となる介護人材の確保に取り組む。 

・ 認知症の人を支援する環境を整えていくため、正しい知識を持って、認知症の人やその家族を支

える認知症サポーターを養成する。 

・ 今後も、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域住民や事業所、関係機関、行

政が連携し、地域全体で見守り、支え合う体制づくりを推進する。 

・ 健康で生きがいをもって生活することができるよう、老人クラブ等の活動支援を行い、高齢者の

社会参加と生きがいづくりを図る。 

・ 避難行動要支援者名簿への登録を推進し、地域の自主防災組織や町内会との連携により、災害時

における個別避難計画を整備し、支援体制の構築を図る。 

 

③ 障害者福祉 

○ 現況と問題点 

当市の令和 7年 4月現在の障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の

所持者実数は 10,604 人で人口の約 5.9％を占めており、近年、人数、割合ともに大きな変化は見ら

れない。 

平成 18 年 4 月に施行された障害者自立支援法が、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに

基づいた地域生活支援体制の整備等を内容とした障害者総合支援法に改正される中、障害福祉サー
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ビス等の利用は年々増加しており、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために

欠かせない相談支援事業の充実、地域生活への移行促進、そして地域生活を支えるサービス基盤の整

備を総合的に推進することが引き続き課題となっている。 

また、過疎地域は 豪雪地帯でもあり、在宅の障害のある人の日中活動や就労訓練の場への冬季の

通所が困難となっている。 

さらには、国においては、平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行されており、行政や会社な

どでの障害を理由とする差別をなくし、障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し

合いながら共生できる社会づくりが一層求められている。 

 

○ その対策 

・ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための体制の整備を強化する。 

・ 障害のある人の自立を支え、介護する家族等を支援する障害福祉サービスの充実を図る。 

・ 一人一人の出番を創出し、生きがいを持っていきいきと暮らせるまちづくりを推進する。 

 

④ 健診と保健活動 

○ 現況と問題点 

当市の令和 5 年度の要介護 3～5 の中重度の要介護認定者の割合は 6.8％で、ここ数年横ばいで推

移しており、国の 6.6％・県の 6.6％と比較すると高い状況が続いているが、その差は少なくなって

いる。また、要介護認定を受けた人のうち、原因疾患に脳血管疾患がある人は約 5割であり、その背

景に高血圧症や糖尿病、脂質異常症がある。 

特定健診の結果では高血圧以外の危険因子を重ねて持つ人も多く、動脈硬化の危険因子であるＬ

ＤＬコレステロールが 160mg/dl 以上の人の割合は横ばいで推移している。よりリスクの高い対象者

を優先して、脳血管疾患や心疾患、慢性腎臓病（ＣＫＤ）にならないための重症化予防に取り組む必

要がある。 

妊娠高血圧症候群の基準に該当する妊婦の割合は、10％前後で推移している。 

小・中学生の血液検査の有所見率は年々上昇傾向にある。子どもの生活習慣は保護者の関わりが大

きいため、親世代である働き盛り世代への働きかけも重要である。 

特定健診受診率は 53.4％（令和 5 年度）であり、国が目標とする 60％に達していないことから、

健診受診率の向上に向けた取組が必要である。 

引き続き、生活習慣病等の発症や重症化の予防及び心身機能の低下の防止を図り、在宅で自立した

生活を送ることができる高齢者の増加を目的とした高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の

取組を始め、過疎地域においても健康格差が生じないよう生涯を通じた切れ目ない健康づくりを推

進していく。 

 

○ その対策 

・ 上越市第 2次健康増進計画に基づき健康づくりを総合的に推進する。 

・ 妊娠期から高齢期に至るまで生涯を通じて脳血管疾患や心疾患の発症予防のための健康教育や保

健指導を実施する。 
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・ 健診の受診率向上に向けて、未受診者対策を行う。 

・ 脳血管疾患や心疾患の発症リスクが高い対象者を優先した保健指導を行う。 

・ 企業と連携しながら働き盛り世代への保健指導を行う。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

子育て環境の確 （1）児童福祉施設

保、高齢者等の

保健及び福祉の

向上及び増進

保育所

保育園整備事業

（各区域）

・施設整備、車両等更新、私立保育園等改築工事補助等

上越市

（3）高齢者福祉施設

高齢者生活福祉セン

ター
生活支援ハウス整備事業

（各区域）

・施設整備改修、施設設備更新等

上越市

（5）障害者福祉施設

障害者支援施設 障害福祉サービス事業所整備事業補助金

内容：障害のある人の日中活動の場である障害福祉サービス事業所の整備に対し、その一部を補助

する。

必要性・効果：障害のある人の日中活動の場や福祉的就労の場が確保され、住み慣れた地域で自

立して暮らせる環境が整備される。

上越市

グループホーム整備事業費補助金

内容：障害のある人の地域生活の場であるグループホームの整備に対し、その一部を補助する。

必要性・効果：障害のある人の生活の場が確保され、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境が整

備される。
上越市

（8）過疎地域持続的発展特別事業

児童館運営費

内容：専門の指導員により季節や地域の実情に合わせた遊びの指導を行い、子ども達に遊び場を提

供する。

必要性・効果：児童が仲間づくりや自発的な活動を通して、健やかに成長する環境を作る。

上越市

妊産婦・子ども医療費助成事業

内容：妊産婦に係る医療費や0歳～高校卒業相当の子どもの医療費に対し、自己負担金の全部又

は一部を助成する。

必要性・効果：疾病の早期発見と早期治療の促進及び子育て世帯の経済的負担を軽減し、子ども

を産み、育てやすい環境整備の推進を図る。

上越市

子育てジョイカード事業

内容：18歳未満の子どもが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、企業の協力を得て、

商品の割引や特典などのサービスを提供する。

必要性・効果：子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。

上越市

子育てひろば運営事業

内容：乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提

供、助言のほか、親子向けのイベント等を開催する。

必要性・効果：子育て世帯の孤立感や不安感を緩和する。

上越市

こどもセンター運営事業

内容：子どもと保護者が気軽に集い、交流等を促進することにより、子どもの健やかな育ちを支援すると

ともに、子育てに関する相談や情報提供を行う。

必要性・効果：出産や育児への不安感等の軽減を図り、安心して子育てができる環境づくりを推進す

る。

上越市

私立保育園看護師等雇用補助金

内容：私立保育園等の看護師雇用への支援を行う。

必要性・効果：乳児の受入れの促進及び保健衛生環境の維持向上を図る。

上越市

延長・一時保育等事業等

内容：延長保育や一時預かり、未満児保育等の多様な保育サービスを実施する。

必要性・効果：保護者の就労形態や保育ニーズの多様化に対応する。

上越市
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区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

病児・病後児保育室運営費

内容：病気中及び病気の回復期にあって集団保育が困難な乳幼児等を保育する。

必要性・効果：保護者の子育てと就労の両立を図る。

上越市

ファミリーヘルプ保育園運営費

内容：24時間体制の保育サービスを実施する。

必要性・効果：子育て中の保護者のリフレッシュや急病など緊急または一時的な保育ニーズに応える。

上越市

児童発達支援事業

内容：子どもの発達に不安や悩みを抱える保護者の相談に対応するとともに、保育園・幼稚園等と連

携し、発達に遅れ等のある子どもの通所による個別支援等を行う。

必要性・効果： 発達に遅れ等のある子どものすこやかな育ちを育む。

上越市

子どもの育ち支援事業

内容：児童相談所などの関係機関と連携し、児童虐待の予防や早期発見、早期支援に取り組む。

また、子どもの特性に合わせた関わり方について保護者や関係機関への支援を行う。

必要性・効果：子どもの育てにくさを抱える家庭がそれぞれの課題を理解し、家庭の中で子どもをすこ

やかに育む環境を整える。また、子どもの虐待を防止できる。

上越市

放課後児童クラブ運営事業

内容：放課後、保護者が不在となる家庭の児童に対して、遊びを主とする活動の場を提供し、児童の

健全育成を図るとともに、保護者の就労と子育ての両立の支援を行う。

必要性・効果：安全安心な生活の場を提供するとともに、保護者の就労を支援する。

上越市

妊婦一般健康診査等事業

内容：妊婦一般健康診査費用を公費負担することにより、積極的な受診を勧奨する。また、妊娠中

に教室を開催し、助産師・保健師・栄養士等が受講者の妊娠出産育児に関する相談に応じるととも

に、生活習慣病予防に関する保健指導を行う。

必要性・効果：妊産婦の健康状態や胎児の発育状態等の確認と早期に体調変化に対応すること

で、安心して出産を迎えられるようにする。

上越市

乳幼児健康診査等事業

内容：適切な時期に乳幼児健康診査を実施する。

必要性・効果：乳幼児の健やかな成長発達を目指し、疾病・異常の早期発見や育児支援を行う。

上越市

子どもの予防接種事業

内容：様々な疾病に対する予防接種を実施する。

必要性・効果：感染のおそれがある疾病のまん延を防ぎ、公衆衛生の向上を図る。

上越市

日常生活用具助成事業

内容：おおむね65歳以上の所得税非課税のひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与する。

必要性・効果：ひとり暮らし高齢者等の安全・安心な生活を確保する。

上越市

高齢者等福祉施設の管理運営事業（ゲートボールハウス）

内容：高齢者がいきいきとした生活を送るための拠点となる施設を運営し、適切な維持管理を行い利

用者の安全・安心を確保する。

必要性・効果：高齢者を始め、市民の健康増進と交流を推進し、生きがいづくりや仲間づくりの場を提

供し、福祉の向上を図る。

上越市

ふれあいランチサービス事業

内容：サービスの希望者に対し、月～日曜日の間に昼食（弁当）を配達する。

必要性・効果：ひとり暮らし高齢者等にバランスのとれた食事を提供するとともに、弁当の受渡し時に

安否確認を行うことにより、健康で自立した生活ができるようにする。

上越市

高齢者外出支援事業

内容：75歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯の75歳以上の人で、要介護認定を受けていない

人、タクシー利用料金等助成（障害者対象）を受けていない人、市民税所得割課税世帯でない

人、車の所有がない世帯の人を対象に、タクシー及びバス利用券を交付する。

必要性・効果：高齢者が外出する機会を増やすことにより、体力の低下と認知症の出現を予防する。

上越市
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区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

生活習慣病予防対策事業

内容：上越市第2次健康増進計画を踏まえた総合的な健康づくり施策を推進するため、生活習慣

病予防の啓発及び健康教育等により、生活習慣病の発症及び重症化を予防する。

必要性・効果：高血圧や糖尿病等の生活習慣病予防と、脳血管疾患や虚血性心疾患等の重症

化予防を図り、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指す。

上越市

福祉バス運行業務委託

内容：福祉バスを運行し、自立と社会参加への支援、経済的負担の軽減などを行う。

必要性・効果：一般の交通機関を利用することが困難な身体・知的・精神に障害のある人の外出支

援を積極的に進める。

上越市

タクシー利用料金等助成事業

内容：身体障害者手帳１～３級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳１～２級のいずれかを

所持している人に対して、選択によりタクシー利用料金、路線バス利用料金、又は自動車燃料購入費

の助成を行う。また、年１回以上新潟県はまぐみ小児療育センター等施設へ通所する障害のある児童

の保護者に対し、高速道路利用料金の2分の1を助成する。

必要性・効果：障害のある人の外出機会を増やすことにより、社会参加を促進し住み慣れた地域で

生きがいを持って暮らせるまちづくりを進める。

上越市

生活支援ハウス運営費

内容：介護支援サービス、居住サービス及び交流機能を総合的に提供する。

必要性・効果：高齢者が安心して健康的な生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者の福祉

の増進を図る。

上越市
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（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

高齢者等福祉施設など、「子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」区分に

おける公共施設等については、各施設の利用実態や老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取

組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進して

いく。 
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８ 医療の確保                        

（１） 現況と問題点、その対策 

① 診療の確保 

○ 現況と問題点 

当市の医療は、市街地においては、高度な医療を提供する病院や専門医による診療所が集積されて

おり、医療サービスが充実しているが、周辺地域においては、病院や最寄りの医療機関までの距離が

遠いことに加え、路線バスの減少等による移動手段の確保の問題もあり、十分な医療を受けにくい状

況にある。 

特に過疎地域においては民間の診療所の開設が進まない状況にあり、主として市が運営する「へき

地診療所」等により受診機会の確保を図っている。しかしながら、全国的に医師不足が深刻さを増す

中、医師の高齢化や後継者不足等の問題が生じており、加えて看護師も不足しているなど、今後の安

定的な医療サービスの提供が懸念される。 

このような中、地域住民が安心できる診療体制を維持するためには、医師確保を始め、医療機関相

互の機能連携による医療ネットワークの構築や患者輸送車の運行による交通手段の確保も含め、総

合的な観点から過疎地域の医療を考えていく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 上越地域医療センター病院と市立診療所とのネットワークの構築を通じて、過疎地域における医

療スタッフ確保の支援体制を強化し、医療機能の安定化を図る。 

・ そのほか、県、市街地の病院及び周辺地域の開業医とも連携を図る。 

・ 医師確保の招へい活動を積極的に展開し、地域医療を担う医師を確保する。 

・ 地域住民の医療不安を解消するため、無医地区における患者輸送車の運行を維持し、受診機会を

確保する。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

診療所など、「医療の確保」区分における公共施設等については、各施設の利用実態や老朽化度

等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設等の更新・統廃

合・長寿命化などを計画的に推進していく。 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

医療の確保  (1) 診療施設

診療所

診療所整備事業

（各区域）

施設整備、医療機器整備、車両の更新等

上越市

（3）過疎地域持続的発展特別事業

国保診療所の開設

内容：継続して定められた日に診療所の開設を行う。

必要性・効果：診療所の開設により地域医療を確保・維持し、住民の医療不安の軽減及び健康保

持・増進を図る。

上越市

診療所の開設

内容：継続して定められた日に診療所の開設を行う。

必要性・効果：診療所の開設により、地域医療を確保・維持し、住民の医療不安の軽減及び健康

保持・増進を図る。

上越市

地域バス運行事業

内容：無医地区において、定期的に患者輸送車を運行する。

必要性・効果：受診機会を確保するとともに、住民の医療不安の解消と生活交通の確保を図る。

上越市
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９ 教育の振興                         

（１） 現況と問題点、その対策 

① 学校教育 

○ 現況と問題点 

少子化の影響により、市内の多くの小・中学校において、児童生徒数や学級数が減少している。と

りわけ、過疎地域の学校においては、児童生徒数の減少が一層進み、複式学級や少人数の学級が増加

する中で人間関係を築く力や社会性の育成が困難となることが懸念される。 

過疎地域における小・中学校の児童生徒数は、令和 7年 5月 1日現在で小学校 14 校 1,204 人、中

学校 9 校 765 人であり、令和 2 年と比較して小学生が 493 人、中学生が 240 人減少している。さら

に、令和 12年には小学生が 799 人、中学生が 579 人になると推計（令和 7年 5月 1日現在）してお

り、今後も児童生徒数が大きく減少していくことが想定される。 

このようなことから、地域とともにある学校づくりを推進し、郷土を愛する子どもの育成に努める

ことはもとより、子どもたちが安全で安心な学校生活を過ごすことができるよう、計画的な施設や設

備の整備・改善と合わせ、学校の適正配置についても地元の意見を尊重し検討を進めることで、最適

な教育環境を構築していく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 各学校の創意工夫・特色ある学校づくりを保護者や地域とともに推進し、学校の主体的な教育活

動を支援していく体制を整える。 

・ 教育内容の質の向上や教職員の指導力の向上のため、研修を始めとした支援体制を確立する。 

・ ＧＩＧＡスクール構想により、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない公正に個別最適化

された学びを学校現場で実現する。 

・ 学校給食や栽培体験を通じた食育を推進することで、すこやかな体の育成と地域食材や郷土に対

する理解を深める。 

・ 上越市学校施設長寿命化計画に基づき、学校施設の安全性の確保と機能向上を図りながら、将来

を見据えたトータルコストの縮減と平準化による計画的かつ効果的な改修を進める。 

・ 「上越市立小中学校適正配置基準」に基づき、保護者・地域と十分な協議を行い、よりよい教育

環境の整備を進める。 

・ スクールバス等の運行による通学支援により、遠距離通学する児童生徒の負担解消と安全確保に

努める。 

 

② 社会教育 

○ 現況と問題点 

目まぐるしく変化する現代社会においては、心豊かに生きがいのある充実した生活を送るための

知識や技術の習得、地域で行われる行事への参画などの社会教育活動がますます重要となっている。

また、当市では、町内会やまちづくり組織、学校、学校ＰＴＡと行政が連携し、次代の地域を担う子

どもたちを地域全体で育てる地域青少年育成会議の活動として、各地域であいさつ運動、まちづくり
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ワークショップなど、地域の未来を担う人材の育成や市民への啓発活動に取り組んでいる。これらの

活動を通じて地域コミュニティを活発化し、地域社会に貢献できる環境づくりを進めていくことが

求められている。 

また、多様な市民ニーズに対応するため、地域の各種団体や学校と連携し、地域の特性を生かした

社会教育事業を推し進めていくとともに市民の自主的な学習活動を支援していく必要がある。 

今後も引き続き、学習活動を通じて、地域づくりを担う人づくりを推進するため、学びから行動に

向かう人材育成に力点を置いた事業展開が求められている。 

 

○ その対策 

・ 当市の豊かな歴史・文化的資源や地域の人材を活用し、主体的に学ぶきっかけづくりとなる多様

な学習機会を提供する。 

・ 地域青少年育成会議を中核に、地域ぐるみで子どもを育む体制を整備し、子どもたちの健全な育

成と郷土愛の醸成を図る。 

・ 公民館等での学びを通じて、地域において活動する人材の更なる育成や支援を図る。 

・ 地域間の交流を促進する事業、各地域の課題や特性に合った講座を開催し、次代を担う人材の育

成と地域の活性化を図る。 

 

③ スポーツ 

○ 現況と問題点 

スポーツは、心身の健康の保持・増進や青少年の健全育成、地域の連帯感の醸成や産業への広がり

など、社会的な意義を有しており、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催やホストタウン

の取組と相まって、市民のスポーツへの関心は高まっている。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化の進行、余暇活動の多様化などによりスポーツ離れが進んで

いることから、市内スポーツ団体の会員数の減少への対応や、各種競技において顕在化する指導者不

足と部活動の地域移行を見据えた指導者の確保に取り組む必要がある。 

また、スポーツ施設の多くが、老朽化に伴う維持修繕や長寿命化を図る大規模な改修が必要な時期

を迎える中で、新たな施設の建設を含む環境の充実が求められている。 

 

○ その対策 

・ スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブ等の各種スポーツ団体との連携により、健康の保

持・増進のためのスポーツ教室やイベントなどの幅広いスポーツ活動を推進する。 

・ 総合型地域スポーツクラブの自発的な組織の再編と健全な運営を支援し、身近な地域で、市民が

多様なスポーツに親しむ機会を提供する。 

・ 指導者の育成や確保のため、協定を結ぶ体育大学や実業団チーム等と連携した最先端の指導法が

学べる講習会を開催するとともに、部活指導者が地域で活動できる環境整備に向けた市内スポー

ツ団体の体制づくりを支援する。 

・ 安全で快適なスポーツ環境を維持するため、公共建築物ユニバーサルデザイン指針等に基づき、

施設や設備、用具の機能維持に努める。 
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・ 利用実態やニーズの変化などを踏まえ、施設の統廃合や機能の拡充、新たな施設・機能の整備な

どを計画的に進めるなど、スポーツ関連施設の適正配置に取り組む。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

教育の振興 （1）学校教育関連施設

校舎
小学校整備事業

（各区域）

・施設整備、大規模改造工事等

上越市

中学校整備事業

（各区域）

・施設整備、大規模改造工事等

上越市

屋内運動場
小学校整備事業

（各区域）

・体育館整備、体育館等改修工事等

上越市

中学校整備事業

（各区域）

・体育館整備、体育館等改修工事等

上越市

屋外運動場
小学校整備事業

（各区域）

・グラウンド整備、グラウンド改修工事等

上越市

中学校整備事業

（各区域）

・グラウンド整備、グラウンド改修工事等

上越市

スクールバス・ボート
スクールバス購入

（各区域）

・スクールバス更新等

上越市

給食施設
小学校整備事業

（各区域）

・給食室整備、給食室改修工事等

上越市

中学校整備事業

（各区域）

・給食室整備、給食室改修工事等

上越市

（3）集会施設、体育施設等

公民館

公民館整備事業

（各区域）

・施設整備改修、施設設備更新等

上越市

集会施設

社会教育施設管理運営事業

（各区域）

・施設整備改修、施設設備更新等

上越市

体育施設

体育施設整備事業

（各区域）

・施設整備改修、施設設備更新等

上越市
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（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

学校教育関連施設など、「教育の振興」区分における公共施設等については、各施設の利用実態や老朽

化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設等の更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に推進していく。 
  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（4）過疎地域持続的発展特別事業

スクールバス等運行事業

内容：路線バスの廃止地域及び遠距離通学する児童生徒の通学手段確保のためスクールバス等を

運行する。

必要性・効果：通学の交通手段を確保する。

上越市

社会体育施設等管理運営事業

内容：体育施設の維持管理業務を行う。

必要性・効果：体育施設を適正に管理し、スポーツ活動を通じた地域振興を推進する。

上越市

スポーツ推進委員派遣事業

内容：地域のスポーツ活動に対して、スポーツ推進委員を派遣する。

必要性・効果：市民が身近にスポーツ活動に親しむことができるよう、地域のスポーツ活動を支援する。

上越市

学校給食費

内容：栄養バランスのとれた安全でおいしい給食の提供

必要性・効果：関係課が連携し食育を推進することで、学校給食を通じて、すこやかな体の育成と地

域食材や郷土に対する理解を深める。

上越市

学校適正配置の推進

内容：「上越市立小中学校適正配置基準」に基づき、保護者・地域と十分な協議を行い、よりよい

教育環境の整備を進める。

必要性・効果：新しい学習指導要領による学びを推進するための学習環境の確保・充実を図る。

上越市

小・中学校夢・志チャレンジスクール事業

内容：各学校が学校運営協議会での熟議を通じて、保護者や地域とともに目指す子どもの姿を共有

し、その実現に向け、創意と工夫を凝らした「夢・志ある人づくり活動」に取り組む。

必要性・効果：「夢・志ある人づくり活動」に取り組むことで、教育活動の活性化と充実を図る。

上越市

教育研究事業

内容：学習指導の改善に役立つ教職員研修を行う。

必要性・効果：新学習指導要領に即した授業改善を推進するよう、各種研修を重点化し、計画的

に実施することで教職員の指導力のより一層の向上を図る。

上越市

小・中学校教育用コンピュータ設置事業及び外国人・帰国児童生徒への日本語支援事業

内容：ＧＩＧＡスクール構想により整備された1人1台の情報端末等のＩＣＴ環境を有効活用した

授業やプログラミング教育を行う。また、日本語支援講師の派遣や翻訳・日本語学習等に活用できるタ

ブレット端末を活用し、外国人・帰国児童生徒の日本語支援と教科指導のサポートを行う。

必要性・効果：多様な子どもたちに対し、個別最適化された学びを行い、情報化時代に生きる児童

生徒の情報活用の基礎的な力を育てる。また、日本の生活ガイダンスや簡単な日本語指導等を行うこ

とにより、外国人・帰国児童生徒の不安感を取り除き、早く学校生活に適応できるようにする。

上越市
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１０ 集落の整備                         

（１） 現況と問題点、その対策 

① 集落づくりの推進 

○ 現況と問題点 

過疎地域の集落では、人口の減少や高齢化の進行により、道普請等の共同作業や集落行事の縮小・

廃止、主たるなりわいである農業の担い手不足、地元商店等の撤退、さらには、若手住民の不在によ

る集落の活力低下など、地域を取り巻く環境がより一層厳しさを増しており、道普請等の共同作業や

まつり・行事等の継続が困難になっている。 

一方、集落行事の復活や創設、地元農産物を活用した特産品の加工・販売、集落独自の交流事業の

実施など、集落の住民や集落出身者等が一致団結して元気にいきいきと活動している集落も見受け

られ、多くの集落が、これらの取組を今後も維持したいと考えている。 

これらを踏まえ、集落が抱える個々の課題を解決し不安感を解消する施策を行うとともに、集落の

主体的・自発的な取組を支援し、維持・活性化に取り組む必要がある。 

 

○ その対策 

・ 集落の実態やニーズをきめ細やかに把握する体制を整え、実施するとともに、住民自らが集落の

課題に目を向け、その対策や集落の将来展望を話し合う取組を支援する。 

・ 集落が担っている公益的機能を広く市民が実感できるよう普及啓発を図る。 

・ 集落外の人々がこれらの機能を維持する取組の実施や参加の機運を醸成する。 

 

（２） 計画 

 

 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

集落の整備 （2）過疎地域持続的発展特別事業

地域集落支援事業

内容：集落づくり推進員を配置し、集落支援のための各種活動を実施する。

必要性・効果：人口減少及び高齢化が進む集落の地域活動や、集落の活力の維持・向上を図る。

上越市

中山間地域支え隊

内容：企業や学校等による地域貢献活動（ボランティア活動）を通じて、中山間地域集落において

不足する労力を補完する。

必要性・効果：中山間地域集落における安全・安心な暮らしを確保するとともに、市民全体で中山

間地域の公益的機能を支えていくための意識の醸成を図る。

上越市
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１１ 地域文化の振興                     

（１） 現況と問題点、その対策 

① 伝統文化 

○ 現況と問題点 

文化財については、市全体では県内で最多を誇る 369 件、そのうち過疎地域においては 239 件 の

指定文化財の保存、伝承を図っている。（件数は令和 6年度末） 

今後も、保存が必要な文化財の状況を適切に把握し、文化財の指定を計画的に行うほか、必要な措

置を講ずることにより、各地域の文化財を良好な状態で後世に残す必要がある。 

また、当市には、寺社や旧家などの様々な歴史的な建造物のほか高田瞽女など、先人たちにより培

われてきた多くの伝統文化があるだけでなく、激動の時代にありながら偉業を成した多くの人物を

輩出した風土や歴史が息づいており、次の世代に引き継いでいくための取組が進められている。 

この一方で、少子化・高齢化の進行や若者の流出、さらには価値観の多様化などにより、地域アイ

デンティティとしての歴史や文化が失われつつあり、これらを継承し地域の誇りとして高めていく

ための対策が求められている。 

 

○ その対策 

・ 未指定文化財の調査を進め、適切な保護・保存・継承を図る。 

・ 貴重な文化・歴史を保存・継承して行けるよう調査等に取り組むとともに、コミュニティ活動や

観光産業などの活性化の資源として活用する。 

・ 伝統行事等に気軽に参加し、触れ合える機会の提供や環境の整備を進め、伝統文化の保護・継承

を促進するとともに、後継者に伝統文化を伝授する指導者の養成・育成を図る。 

・ 市民の文化活動への参加機会の拡充や活動を通じた交流の促進を図るため、伝統芸能継承の発表

機会を確保するなど、団体育成の支援を推進する。 

 

② 文化施設 

○ 現況と問題点 

人々の心の豊かさを求める意識の高まりとともに、文化・芸術に対する関心が高まっている。 

市街地においては、文化施設が充実しており、活動の成果を発表する場や優れた文化・芸術を鑑賞

する機会も多く、必然的に文化・芸術に触れる機会や情報も多く集まる傾向にある。しかし、過疎地

域では施設が少なく、市街地から離れていることもあり、地域間での格差を感じることも否めない。 

 

○ その対策 

・ 市民があまねく、優れた文化芸術に触れる機会を確保するため、文化施設の適切な維持管理及び

機能充実と活用を図るほか、市民の文化・芸術活動の支援に努める。 

・ 文化団体等へのアドバイスやコーディネートを行うとともに、施設をいかしながら地域の多様な

文化の発信力を高めていくための取組を進めていく。 

・ 市民の文化活動を通じた地域間の交流を支援するほか、文化会館における機能と事業の充実を図
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り、市民の文化に対する意識の向上に努める。 

（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

市民文化系施設など、「地域文化の振興等」区分における公共施設等については、各施設の利用実態や

老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設等の更新・統

廃合・長寿命化などを計画的に推進していく。 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

地域文化の振興 （2）過疎地域持続的発展特別事業

等
地域の歴史的・文化的資源の保存と継承

内容：「上越市の近代を拓いた先人たち」の紹介パネルや情報の活用（パネルの展示や市民団体等

への貸出し、ホームページへの情報登載）

必要性・効果：郷土に対する認識を深め、地域の歴史的・文化的資源の継承を図る。

上越市

歴史的建造物等の整備に対する支援

内容：市民団体等が取り組む歴史的建造物等の整備に関し補助金を交付する。

必要性・効果：地域の歴史的・文化的資源の保存と活用を図る。

上越市

文化活動の支援

内容：学校や町内会・市民団体などが取り組む活動に対し、アーティスト等を紹介するとともに文化・

芸術に触れる機会を提供する。

必要性・効果：文化施設から距離のある地域においても、優れた文化・芸術に触れる機会を増やすた

めに地域が取り組む文化活動を支援し、文化振興を図る。

上越市

（3）その他

文化財等管理委託料

内容：市内にある文化財及びその周辺環境の維持、管理等を保存団体や町内会等へ委託する。

必要性・効果：文化財及びその周辺環境を含め保存し、かつ、その活用を図ることにより、郷土に対す

る認識を深め、文化の向上及び地域の活性化を促進する。

上越市

文化財の保存と活用

内容：市内にある無形民俗文化財や指定文化財の維持、管理、修理等に要する経費に対し、文化

財の所有者、管理責任者、保存団体等に費用を助成するとともに整備と活用を進める。

必要性・効果：文化財及びその周辺環境を含め保存し、かつ、その活用を図ることにより、郷土に対す

る認識を深め、文化の向上及び地域の活性化を促進する。

上越市

「地域の宝」認定制度

内容：有形・無形、指定の有無にかかわらず、地域社会の中で大切に守り伝えられ、人々がよりどころ

とする文化財を「地域の宝」と定義し、「地域の宝」とそれを保存・活用する取組を総体として認定するこ

とで、次世代への継承と魅力ある地域づくりの一助とする。

必要性・効果：文化財及びその周辺環境を含め保存し、かつ、その活用を図ることにより、郷土に対す

る認識を深め、文化の向上及び地域の活性化を促進する。

上越市
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１２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

（１） 現況と問題点、その対策 

① 再生可能エネルギー 

○ 現況と問題点 

地球温暖化の一因と考えられている温室効果ガスは、大部分が電気や燃料等のエネルギー使用に

由来するため、省エネルギーを推進するとともに、再生可能エネルギーの利用を図り、化石燃料由来

の温室効果ガスを削減する必要がある。 

当市では、温室効果ガス削減に向けた取組として、太陽光、雪冷熱エネルギー、バイオマス、地中

熱等、市に適した再生可能エネルギーの利用や導入を進めているとともに、公共施設での導入効果を

市ホームページやイベントで周知し、市民や事業者に対する啓発、普及促進を図っている。 

特に安塚区では積雪が多いという地域特性をいかし、雪冷熱エネルギーの活用を早い段階から行

ってきた。現在では安塚区以外にも活用が広がり、民間を含めて市内 12施設に導入されている。 

これらは身近にある地域資源を有効に活用する事例ではあるが、自然エネルギーを活用するため

には、効率的な設備等の設置が必要となり、その維持管理にもコストがかかる状況にある。このほか、

自然エネルギーは天候等に左右されるため、安定的な供給の面から課題があるほか、大規模な発電に

当たっては全体の送電網との調整が課題とされているため、導入に当たっては需要と供給の面等か

らも十分に精査していく必要がある。 

 

○ その対策 

・ 地域の特性をいかした自然エネルギーである雪を雪室として活用し、棚田米やそばなどの農産物

の高付加価値化による農業所得の向上や雪国の知恵を伝え、地域に賑わいをもたらす施設として

地域の活性化を図る。 

・ 多様な再生可能エネルギーの導入を促進するため、公共施設への太陽光発電等の導入や公用車の

電動化等を率先して進めるとともに、市民・事業者への情報提供や連携体制の構築、最新の技術

や仕組みの調査研究、設備の導入等に対する支援に取り組んでいく。 

・ 自然環境や生活環境と調和した再生可能エネルギーの導入を促進するためのルールづくりに取り

組んでいく。 

・ 再生可能エネルギーの関心を高め、普及を促進するため、引き続き、公共施設等での再生可能エ

ネルギーの導入効果を検証し、市民や事業者に対する周知・啓発を図るとともに、照明のＬＥＤ

化を始めとした省エネルギー化や温室効果ガスの削減に取り組んでいく。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

雪冷熱エネルギー施設など、地域の持続的発展の取組に必要な公共施設等については、各施設の利

用実態や老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設

等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していく。 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

再生可能エネルギ （1）再生可能エネルギー利用施設

ーの利用の推進

再生可能エネルギー施設整備事業

（各区域）

・公共施設等への太陽光発電設備の整備等

上越市

（2）過疎地域持続的発展特別事業

環境政策総務事業

内容：第4次環境基本計画で定める望ましい環境像実現に向けて、計画に基づく事業の進捗管理

を行うとともに、地球温暖化対策や環境学習・啓発等の環境施策を推進する。

必要性・効果：再エネ設備の導入効果や計画で定める取組事例の周知・啓発等を通じて、温室効

果ガスの削減、市民や事業者の環境に対する意識の向上に寄与する。

上越市

脱炭素社会推進事業

内容：当市における脱炭素社会の実現に向けて、第2次地球温暖化対策実行計画で掲げる地球

温暖化対策を市民・事業者・行政が一体となって推進する。

必要性・効果：公共施設における再エネ設備設備の導入や、市民・事業者の取組の促進、産業界と

の連携体制の構築等を通じて、温室効果ガスの削減及び脱炭素社会の実現に寄与する。

上越市
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１） 現況と問題点、その対策 

① 自然環境の保全及び再生 

○ 現況と問題点 

市では豊かな自然環境の保全を図るため、自然観察ツアーの実施や「自然観察シリーズ」の頒布を

行うとともに、絶滅の恐れのある希少な野生動植物種を調査し取りまとめた上越市レッドデータブ

ックを発行するなど、当市が有する豊かな自然環境の周知と環境保全に対する意識の高揚に努めて

きたが、人と自然が共生してきた里地・里山の環境変化が進んだことなどにより、希少種の生息・生

育環境が悪化し、存続が危ぶまれる種もある。 

地域における多様な生態系を健全な状態で維持していくため、上越市自然環境保全条例に基づき

これまで 8 か所の自然環境保全地域を指定したが、オオクチバスや園芸スイレンなど外来生物の旺

盛な繁殖や繁茂により、希少種を含む在来種の動植物の生息や生育が脅かされている保全地域があ

る。 

里山の荒廃や耕作放棄地の増加などにより、中山間地域の集落や農地を始め市街地にも大型野生

動物が出没するようになり、人身被害や農作物被害の防止に向け、出没抑制対策を進める必要がある。 

アライグマなどの特定外来生物の生息域の拡大により、農作物や建物等への被害、生態系への影響

が懸念され、早急な対応が必要である。 

 

○ その対策 

・ 自然観察ツアーなど市民への周知や意識の高揚を図る機会の提供に引き続き取り組むとともに、

上越市レッドデータブックに掲載された絶滅が危惧される動植物の現況について情報収集し、保

全が必要な種について可能な対策に取り組む。 

・ 自然環境保全地域の指定を継続するとともに、指定地域の外来種駆除など保全に必要な対策に取

り組む。 

・ 人と野生動物の共存を図るため、ツキノワグマやイノシシ等大型野生動物の出没抑制に向けた草

刈りや伐採等を行った緩衝帯を整備するなど、人身や農作物被害の防止策を講じる。 

・ 外来種被害予防三原則である「入れない」、「捨てない」、「拡げない」を踏まえた適切な対応を促

すため、市民一人一人の野生動物の理解に向けた啓発の機会の提供に取り組む。 

 

② 自治・まちづくりの推進 

○ 現況と問題点  

当市では、市町村合併後の新しい自治の仕組みづくりに向け、上越市自治基本条例の制定を始め、

同条例に基づく上越市パブリックコメント条例や上越市市民投票条例の制定、地域自治区制度の導

入等、自治の充実に向けた様々な取組を進めてきた。 

その中で、地域自治区制度については、合併と同時に編入した 13 の旧町村の区域に設置するとと

もに、平成 20年 4月、合併特例法に基づく制度から地方自治法に基づく制度に移行した後、平成 21

年 10 月には合併前の上越市の区域にも 15 の地域自治区を置き、自治・まちづくりの推進に努めてき
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た。 

当初、この地域自治の仕組みの下、地域自治区単位での住民同士の支え合いや活気を生み出す活動

の展開が期待されていたものの、地域自治区単位での自主的な活動が一部の地域にとどまるなど、市

全域への広がりは限定的となっている状況にある。 

また、地域における多様な市民活動の拠点としてコミュニティプラザを整備し、その活用に取り組

むとともに、その管理・運営を住民組織に委ねることにより、住民の公的分野への参画による自主的、

自立的な地域づくりの確立にも取り組んできた。 

なお、コミュニティプラザは、大半が旧町村役場等、合併前の施設を転用したものであり、建築か

ら年数の経過した施設については、躯体の経年劣化や設備の故障等が顕著であることから、安定的に

施設を運営するための点検や予防保全、大規模改修といった維持管理に係る経費の増加が課題とな

っている。 

 

○ その対策 

・ 自主自立のまちづくりに向け、市民と行政が協力し、先進的な事例等を研究しつつ、当市にふさ

わしい地域自治の在り方を検討し、「地域のことは地域で決めて、地域で実行する地域自治」の

仕組みの強化を図る。 

・ 地域の課題を解決し、活力の向上を図るため、地域の実情に合った取組の更なる実現を支援する。 

・ コミュニティプラザを地域における多様な市民活動の拠点として適切に維持管理し安定的に運営

するため、点検や予防保全、大規模改修等に取り組む。 
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（２） 計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 公共施設等総合管理計画との整合 

地域の持続的発展の取組に必要な公共施設であるコミュニティプラザについては、各施設の利用

実態や老朽化度等を踏まえ、総合管理計画に定める取組方針及び個別施設計画に基づき、公共施設等

の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していく。 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

その他地域の持 （2）自治･まちづくりの推進

続的発展に関し必

要な事項

コミュニティプラザ整備

事業
コミュニティプラザ整備事業

（各区域）

・施設改修工事等

上越市

（3）過疎地域持続的発展特別事業

上越市地域独自の予算事業

内容：「地域資源を活用した新たな収入源や雇用の創出等につながる取組」や「地域での暮らしやす

さにつながる助け合い等の取組」を地域と市が連携しながら企画・実行する。

必要性・効果：地域の実情に合った取組の更なる実現を通じて、地域の維持・振興を図る。

上越市

地域振興事業

内容：これまで合併前の旧町村の区域で行っていた地域振興に資する事業等を実施する。

必要性・効果：地域振興に資する事業の実施を通じ、個性をいかした地域の活性化を図る。

上越市

地域協議会費

内容：各地域自治区に設置している地域協議会を運営する。

必要性・効果：地域協議会の活動を通じて地域の課題に対してよりよい解決策を導き出すとともに、

地域住民の意見を市政に反映し、市民全体のまちづくりを推進する。

上越市

自然環境保全推進事業

内容：自然観察ツアーを実施するとともに、「上越市レッドデータブック」登載種の現況調査と保全対策

を実施するほか、、自然環境保全地域の指定とあわせて外来種駆除など保全に必要な対策を実施す

る。

必要性・効果：市民への自然環境保全意識の高揚や周知を図る機会を提供するとともに、絶滅が危

惧される動植物種の保全やそれらが生息・生育する自然環境の保全が図られる。

上越市

鳥獣保護管理事業

内容：ツキノワグマやイノシシ等大型野生動物の出没抑制に向けた草刈りや伐採等を行った緩衝帯の

整備と効果の検証を行うほか、アライグマ等新たな外来生物の生息拡大抑止に向けた対策を実施し、

あわせて野生鳥獣の理解に向けた市民への啓発の機会を提供する。

必要性・効果：人と野生動物の共存を図るとともに、人身や農作物被害の防止を図る。

上越市
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事業計画（令和8年度～令和12年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

 

 

  

区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

産業の振興 過疎地域持続的発展特

別事業
商工団体補助金

内容：上越商工会議所や各区商工会が行う商工業の振興対策や金融・税務対策、また経営改善

に係る相談業務等に対して助成を行う。

必要性・効果：商工会等が行う経営改善普及事業を始めとした各種事業を支援することにより、市

内商工業の振興と中小企業の経営の安定化を図る。

上越市

市内就労者の多くが中小企業に就労しており、

過疎地域を支える市民の雇用と生活を支えるた

めには、中小企業の経営安定が不可欠である。

商工会等が行う経営改善普及事業を始めとし

た各種事業への支援を行うものであり、地域の

商工業の振興や継続的な発展に資する事業で

ある。

大島やまざくら管理運営業務

内容：スーパーマーケットの形態の店舗運営や移動販売を行う。

必要性・効果：店舗が減少している中山間地において、買い物困難者を支援する。

上越市

大島区に唯一ある生鮮食品の購入可能なスー

パーマーケットであり、今後も継続的に地域振興

に資する事業である。

観光交流施設等管理運営事業

内容：地域のにぎわいの拠点となる温泉施設、宿泊施設や農業体験施設等を運営し、適切な維持

管理を行い、地域の魅力を発信していく。

必要性・効果：市を訪れる観光客や市民に対し、やすらぎと憩いの場、地域の特性や資源をいかした

体験学習の場を提供するとともに、都市部の住民と市民との交流の場の創出や観光客の増加を図るこ

とで、地域の経済効果及び交流の拡大を促し、地域の活性化を図る。

上越市

市民や観光客にやすらぎと憩いの場を提供すると

ともに、市民の交流の場や観光客の増加を図

り、地域の経済効果の拡大を促し、過疎地域の

持続的発展に寄与する。

中山間地域振興作物生産拡大事業補助金

内容：農地の保全と農業生産活動を維持するため、水稲の作付が困難となった農地に、山菜やそば

などの振興作物を栽培する農業者等を支援する。

必要性・効果：農地の荒廃を防ぎ、農地の有効活用、農地の多面的機能の保全及び農業所得の

向上を図る

上越市

一度荒廃した農地の再生には相当の労力を要

するため、本事業により水稲よりも手間がかから

ない山菜やそばなどの振興作物への転換を促す

ことで、農地の荒廃を未然に防ぐとともに、農業

者の高齢化の進展や生産条件が不利な過疎

地域における、農業生産活動の維持と一定の

所得確保につなげるだけでなく、多面的機能の

維持発揮にも寄与するものである。

農業振興公社運営費補助金

内容：中山間地域の農地保全と担い手育成を目指す農業公社に対し、運営費、農業生産施設整

備及び研修受入に要する経費を支援する。

必要性・効果：高齢化や担い手不足による中山間地域の課題を解決し、地域農業の振興を図る。

上越市

中山間地域の農地は災害防止の役割も担って

いることから、今後も維持し続ける必要があり、そ

の中で農業振興公社は農地保全、農業者支

援、担い手育成等の役割を担う重要な組織で

ある。その重要な役割を担う農業振興公社が今

後も存続するためには、市からの一定の支援が

必要である。

交通施設の整備、

交通手段の確保

過疎地域持続的発展特

別事業

コミュニティバス事業

内容：市営バスの運行を行うほか、地域団体・住民が行う輸送の取組に対し支援を行う。

必要性・効果：学生・高齢者を中心とした地域住民の移動手段を確保する。

上越市

民間事業者がバス路線を廃止した地域におい

て、通勤や通学、通院、買い物など日常生活の

移動手段を確保するためには、市営バスの運行

や、地域団体が輸送の取組を継続して行うため

の支援が必要である。

子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進

過疎地域持続的発展特

別事業 日常生活用具助成事業

内容：おおむね65歳以上の所得税非課税のひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与する。

必要性・効果：ひとり暮らし高齢者等の安全・安心な生活を確保する。

上越市

今後も独居高齢者は増加する傾向にあり、居宅

で住み慣れた環境で安心して生活するために継

続が必要な事業である。

ふれあいランチサービス事業

内容：サービスの希望者に対し、月～日曜日の間に昼食（弁当）を配達する。

必要性・効果：ひとり暮らし高齢者等にバランスのとれた食事を提供するとともに、弁当の受渡し時に

安否確認を行うことにより、健康で自立した生活ができるようにする。

上越市

今後も独居高齢者や高齢者のみ世帯は増加す

る傾向にあり、居宅で住み慣れた環境で安心し

て生活するとともに健康を維持していくために継

続が必要な事業である。

福祉バス運行業務委託

内容：福祉バスを運行し、自立と社会参加への支援、経済的負担の軽減などを行う。

必要性・効果：一般の交通機関を利用することが困難な身体・知的・精神に障害のある人の外出支

援を積極的に進める。

上越市

一般の交通機関を利用することが困難な障害の

ある人の外出支援及び社会参加の移動手段を

確保するためには、福祉バスの運行による支援を

継続して実施する必要がある。

生活支援ハウス運営費

内容：介護支援サービス、居住サービス及び交流機能を総合的に提供する。

必要性・効果：高齢者が安心して健康的な生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者の福祉

の増進を図る。

上越市

今後も要介護とはならないがおおむね65歳以上

のひとり暮らしで、病弱であったり、生活能力が低

いなど何らかの支援が必要と思われる高齢者世

帯が増加する傾向にあり、居住サービス及び交

流の機会を提供することにより、高齢者が安心し

て健康的な生活を維持していくために継続が必

要な事業である。

教育の振興 過疎地域持続的発展特

別事業
スクールバス等運行事業

内容：路線バスの廃止地域及び遠距離通学する児童生徒の通学手段確保のためスクールバス等を

運行する。

必要性・効果：通学の交通手段を確保する。

上越市

民間事業者がバス路線を廃止した地域や、遠

距離通学対象地域の児童・生徒の通学手段を

確保するために、スクールバスの運行による支援

を継続して実施する必要がある。

社会体育施設等管理運営事業

内容：体育施設の維持管理業務を行う。

必要性・効果：体育施設を適正に管理し、スポーツ活動を通じた地域振興を推進する。

上越市

スポーツ活動を通じた地域振興を推進するため、

活動の場となる施設の適正な維持管理を継続

していく必要がある。
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令和 年 月策定 

新潟県 上越市 

上越市 総合政策部 地域政策課 

〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号 
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新潟県上越市 



公共施設等総合管理計画に基づく取組のイメージ

総合管理計画に基づく取組

受益者負担の
適正化

使用料の見直し

減免基準の見直し

施設管理の
適正化※

維持管理費の縮減

施設の
適正配置

施設数の総量抑制

より充実した行政サービスを提供するために、「施設の適正配置」「施設管理
の適正化」「受益者負担の適正化」を一体的な取組として検討する。

※「施設管理の適正化」の取組
・指定管理者制度の運用ルールの見直し
・施設管理の全体方針・個別対応の検討（開館時間、休館日等）
・施設所管課等の見直し
・PPP/PFI導入対象施設等の見直し

資 料 ２-１

令和7年10月21日

資 産 活 用 課
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資 料 ２-２ 

令和 7年 10月 21日 

資 産 活 用 課 

 
公の施設の使用料等の見直しについて 

 

１ 使用料等の基本方針の策定について 

⑴ 基本方針の策定の理由 

・ これまでの使用料等の見直しは、平成 27 年 10 月の使用料等の見直し時に整理し

た受益者負担の適正化、施設の性能・サービス水準を踏まえた料金の設定、使用

料収入の確保を基本的な考え方として取り組んできました。 

・ 具体的には、施設の維持管理に必要な費用（ランニングコスト）に基づく使用料

の算定や、利用者の負担の過度な増加を防ぐため激変緩和措置として見直しの上

限額の設定のほか、減免基準の見直しを行ってきました。 

・ 今回、使用料等の見直しを行うに当たり、施設の運営及び管理に係る費用は、施

設利用者の使用料等で一部が賄われていますが、その大半は施設を利用しない人

を含む市民全体の税により負担されていることから、受益と負担の公平性や公正

性を確保し、市民から理解が得られる合理的な使用料等の設定を行うため、基本

的な考え方を改めて整理し、統一的な方針を定めることとしました。 

 

 ⑵ 使用料等の実態 

・ 法令等で使用料等が徴収できない施設等を除く 184 施設の収支状況（令和 5 年度

実績）においては、年間の維持管理経費に対する利用者負担の割合は約 39.2％に

とどまっています。 

・ また、施設使用料の減免額は年間約 1.9 億円に上り、公費から負担しています。 

・ カテゴリー別受益者負担率では、温浴施設が約 70％であるのに対し、スポーツ施

設（一般施設）では約 8％と偏りがあります。 

・ 今後の施設の老朽化による維持管理経費の増加や人口減少に伴う利用者数の減

少を見据え、受益者負担の考え方を再考する必要があります。 

 

【公の施設の収支状況※】 

                        ※スポーツ施設、貸館施設、観光施 

                         設など 184 施設が対象 

                         法令等の規制や不特定多数の利 

                         用者が利用する小・中学校や幼 

                         稚園、養護老人ホーム、公園等 

等を除く。 

 

 

【カテゴリー別受益者負担率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般的な体育館、野球場など。リージョンプラザ上越などの拠点施設等を除く。 

約30.5億円
（約60.8％）

維持管理経費
約50.1億円

公費負担分

うち減免
約1.9億円

利用者負担分
約19.6億円
（約39.2％）
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２ 「公の施設における使用料等の算定に係る基本方針」（案）の概要 

基本的な考え方は、平成 27 年 10 月の見直し時と同様です。 

⑴ 使用料等算定の基本方針 

ア 受益者負担の原則 

公の施設が提供するサービスの公共性の程度に基づいて、税で負担すべき部分と

利用者が負担すべき部分との均衡を図る必要があります。 

このため、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平を図る観点から、公の

施設の運営に係る対価として、受益者から使用料等を負担していただいており、受

益の範囲内において料金を設定しています。 

イ 算定方法の明確化 

公の施設の運営に係る費用（以下「原価」という。）を算出し、これを使用料等

の算定根拠とします。 

また、税負担と受益者負担との均衡を図るため、公の施設が提供するサービスを

性質別に分類し、分類ごとの受益者負担割合を設定します。 

 

【算定方法のイメージ】 

施設に係る全ての経費（ライフサイクルコスト） 

   

運営に係る経費（人・物） 大規模改修経費 建設・取壊し経費 土地取得経費 

     

受益者負担分 公費負担分    

＝    

使用料     

受益者負担分 

 

公費負担分 

 

ウ 経費削減に向けた取組と使用料等の見直し 

適正な受益者負担を求めるために、公の施設の適正配置（統廃合や機能集約など）

や適正管理（開館時間や休館日設定の適正化など）による経費削減に向けた不断の

取組によりコスト削減を図ります。 

 

⑵ 対象施設 

対象施設は、地方自治法第 244 条における公の施設のうち、使用料等を徴収してい

る施設とします。ただし、法令等で使用料等が徴収できない施設（学校、図書館など）

や他に基準額が存在する施設（保育園、図書館など）、占有料や目的外使用料（類す

るものを含む。）等については対象外とします。 

 

⑶ 公の施設の性質分類と負担割合の設定 

対象施設が提供するサービスの性質により、受益者負担の割合を設定することで、

サービスの種類に応じた税負担と受益者負担の均衡を図ります。 

ア 日常生活における必要性の程度（必需性） 

日常生活を営む上で、必要不可欠なサービスを提供する施設（必需的な施設）は、

市民の必要性が高く、より多くの公費（税）を投入して、市民全体で支えるサービ

スであり、一方、生活の快適性の向上など、個人の意思で利用するサービスを提供
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する施設（選択的な施設）は、公費（税）による負担が少なくてもよいサービスで

あると考えられます。 

 

イ 民間における類似サービスの提供の程度（公益性） 

民間では提供が難しいサービスを提供する施設や本市の魅力を広く伝える施設

（公益的な施設）は、より多くの公費（税）を投入して、市民全体で支えるサービ

スであり、一方、民間でも同種・類似するサービスを提供する施設（私益的な施設）

は市場代替性が高く、公費（税）による負担が少なくてもよいサービスであると考

えられます。 

 

ウ 受益者負担割合 

サービスの性質である「必需性（選択性）」、「公益性（私益性）」について 9

分類した上で、受益者負担割合については 5 段階に区分します。 

 

【標準的な受益者負担割合と主な施設・機能例】 

受益者負担割合は標準的な例であり、実際の割合は、施設の事情等を踏まえ決定し

ます。 

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
必
需
性
（
選
択
性
） 

必
需
的 

受益者負担：50％ 受益者負担：25％ 受益者負担：0％ 

学校、保育園、図書館、公

園、コミュニティプラザ、

児童館、保健センター 

 

受益者負担：75％ 受益者負担：50％ 

貸館施設、スポーツ施

設、ゲートボール場、高

齢者交流施設、地区集

会施設、生涯学習セン

ター、公民館 

受益者負担：25％ 

選
択
的 

受益者負担：100％ 

宿泊・日帰り温浴施

設、観光施設、飲食施

設、有料駐車場、博物

館（水族博物館） 

受益者負担：75％ 

交流宿泊施設、キャン

プ場、産業関連・農林水

産業振興施設 

受益者負担：50％ 

博物館（その他）、文化歴

史関係施設、学習施設、地

域福祉拠点施設 

 私益的  公益的 

 提供するサービスの公益性（私益性） 

 

⑷ 原価の考え方 

公の施設の利用に伴う経費には、施設の維持管理・運営に係る経常的な経費（人件

費を含む。）と、施設の整備に係る投資的な経費がありますが、使用料等を算定する

原価には、投資的な経費を含まないこととします。なお、経常的な経費でも、受益者

が特定されている経費は、原価には含まないこととします。 

また、施設のカテゴリーごとに設備の充実度や経過年数等の付加価値に差がある場

合は原価に価値補正を行うとともに、複合施設の場合については、利用する面積や時

間などを基に合理的に原価を割り振り、それぞれの使用料を算定することとします。 
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⑸ 算定方法 

ア 占有利用施設（会議室、野球場、ホール等） 

使用する面積に応じて、1 室（面）当たりの原価から使用料を算定 

  使用貸室面積  利用時間   
原価 ×  ×  × 受益者負担割合 

  総貸室面積  年間利用可能時間   

 

イ 個人利用施設（入館料等） 

大人一人 1 回当たりの使用料等を算定 

原価   
 × 受益者負担割合 

年間利用者数   

 

⑹ 使用料等の算定に当たり考慮すべき事項 

ア 料金の調整等について 

・ 各施設の設置経緯、社会状況の変化、公の施設に係る当市の行政計画や社会的

要請を特別に考慮する必要がある場合には、他の類似施設の使用料等との均衡

を考慮した上で、使用料等を調整することができるものとします。 

・ 前項のほか、同種・類似サービスを提供する施設のグループ化や近隣の類似施

設等との調整もできるものとします。 

 

イ 市外在住者、営利営業上の利用による料金の上限設定について 

・ 市外在住者：通常の使用料等の 2 倍 

・ 営利営業上：通常の使用料等の 3 倍 

 

ウ 使用料等、利用時間の単位について 

・ 使用料等：原則 100 円単位 

・ 利用時間：原則 1 時間単位としますが、施設によっては 30 分単位※での利用も

できるものとします。 

※ 30 分単位で利用する場合の料金は 1 時間の使用料の半額 

 

エ 激変緩和措置について 

・ 原則、現行の使用料等の 1.5 倍を上限とし、段階的に見直しするものとします。 

 

オ 定期的な見直しについて 

・ 5 年ごとに使用料等の見直しを行うこととします。 

 

３ 令和 7 年度の使用料等の見直しについて 

⑴ 使用料等の見直しを行う施設の考え方 

近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、次に該当する公の施設の使用料等の

見直しを行います。 

・ エネルギー価格高騰等の影響（支出の増加）を大きく受けている施設 

・ 民間事業者でも同種のサービスが提供されている施設 

・ 使用料の設定において、受益者負担の割合が高い施設 

・ 地域振興を目的に、主に市外や県外の使用者を想定している施設 

・ 指定管理者から使用料の改定の要望がある施設 
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⑵ 使用料等の見直し予定施設 

次の 17 施設について、「公の施設における使用料等の算定に係る基本方針」に基

づき算定した額を基本として、使用料等を見直す予定としています。 

新たな使用料等について、令和 7 年 12 月定例会に条例改正議案を提案し、令和 8

年 4 月 1 日の施行を目指します。 

また、これら以外の施設の使用料等及び減免基準についても見直しを検討し、令和

9 年 4 月の施行を目指します。 

 

【令和 7 年 12 月定例会で条例改正、令和 8 年 4 月の施行を目指す施設】 

用途 施設カテゴリー 施設名 

観光・レクリエ

ーション施設 

観光施設 キューピットバレイスキー場 

日帰り温浴施設 

吉川ゆったりの郷、大潟健康スポーツプラザ

鵜の浜人魚館、上越リゾートセンターくるみ

家族園 

宿泊温浴施設 

ゆきだるま温泉久比岐野、牧湯の里深山荘、

柿崎マリンホテルハマナス、板倉保養センタ

ー、うみてらす名立 

交流宿泊施設 
大島庄屋の家、吉川スカイトピア遊ランド、

六夜山荘、月影の郷 

キャンプ場 菖蒲高原緑地休養広場、南葉高原キャンプ場 

社会教育系施設 博物館・文化歴

史関係施設 
上越市立水族博物館 

公園施設 中規模公園 棚田動植物公園 

 

４ 今後のスケジュール 

時期 内容 

R7.9～11 
利用者への説明、地域協議会への説明、市ホームページ上での市民

向けアンケート調査の実施 

R7.12 
総務常任委員会所管事務調査での審議、基本方針の策定、R7 年度使

用料等条例改正議案を提案 

R7.12～R8.3 利用者等、市民への新使用料の周知 

R8.4～ 新使用料等の適用開始 
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資 料 ２-２ 

令和 7年 10月 21日 

資 産 活 用 課 

 
公の施設の使用料等の見直しについて 

 

１ 使用料等の基本方針の策定について 

⑴ 基本方針の策定の理由 

・ これまでの使用料等の見直しは、平成 27 年 10 月の使用料等の見直し時に整理し

た受益者負担の適正化、施設の性能・サービス水準を踏まえた料金の設定、使用

料収入の確保を基本的な考え方として取り組んできました。 

・ 具体的には、施設の維持管理に必要な費用（ランニングコスト）に基づく使用料

の算定や、利用者の負担の過度な増加を防ぐため激変緩和措置として見直しの上

限額の設定のほか、減免基準の見直しを行ってきました。 

・ 今回、使用料等の見直しを行うに当たり、施設の運営及び管理に係る費用は、施

設利用者の使用料等で一部が賄われていますが、その大半は施設を利用しない人

を含む市民全体の税により負担されていることから、受益と負担の公平性や公正

性を確保し、市民から理解が得られる合理的な使用料等の設定を行うため、基本

的な考え方を改めて整理し、統一的な方針を定めることとしました。 

 

 ⑵ 使用料等の実態 

・ 法令等で使用料等が徴収できない施設等を除く 184 施設の収支状況（令和 5 年度

実績）においては、年間の維持管理経費に対する利用者負担の割合は約 39.2％に

とどまっています。 

・ また、施設使用料の減免額は年間約 1.9 億円に上り、公費から負担しています。 

・ カテゴリー別受益者負担率では、温浴施設が約 70％であるのに対し、スポーツ施

設（一般施設）では約 8％と偏りがあります。 

・ 今後の施設の老朽化による維持管理経費の増加や人口減少に伴う利用者数の減

少を見据え、受益者負担の考え方を再考する必要があります。 

 

【公の施設の収支状況※】 

                        ※スポーツ施設、貸館施設、観光施 

                         設など 184 施設が対象 

                         法令等の規制や不特定多数の利 

                         用者が利用する小・中学校や幼 

                         稚園、養護老人ホーム、公園等 

等を除く。 

 

 

【カテゴリー別受益者負担率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般的な体育館、野球場など。リージョンプラザ上越などの拠点施設等を除く。 

約30.5億円
（約60.8％）

維持管理経費
約50.1億円

公費負担分

うち減免
約1.9億円

利用者負担分
約19.6億円
（約39.2％）
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２ 「公の施設における使用料等の算定に係る基本方針」（案）の概要 

基本的な考え方は、平成 27 年 10 月の見直し時と同様です。 

⑴ 使用料等算定の基本方針 

ア 受益者負担の原則 

公の施設が提供するサービスの公共性の程度に基づいて、税で負担すべき部分と

利用者が負担すべき部分との均衡を図る必要があります。 

このため、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平を図る観点から、公の

施設の運営に係る対価として、受益者から使用料等を負担していただいており、受

益の範囲内において料金を設定しています。 

イ 算定方法の明確化 

公の施設の運営に係る費用（以下「原価」という。）を算出し、これを使用料等

の算定根拠とします。 

また、税負担と受益者負担との均衡を図るため、公の施設が提供するサービスを

性質別に分類し、分類ごとの受益者負担割合を設定します。 

 

【算定方法のイメージ】 

施設に係る全ての経費（ライフサイクルコスト） 

   

運営に係る経費（人・物） 大規模改修経費 建設・取壊し経費 土地取得経費 

     

受益者負担分 公費負担分    

＝    

使用料     

受益者負担分 

 

公費負担分 

 

ウ 経費削減に向けた取組と使用料等の見直し 

適正な受益者負担を求めるために、公の施設の適正配置（統廃合や機能集約など）

や適正管理（開館時間や休館日設定の適正化など）による経費削減に向けた不断の

取組によりコスト削減を図ります。 

 

⑵ 対象施設 

対象施設は、地方自治法第 244 条における公の施設のうち、使用料等を徴収してい

る施設とします。ただし、法令等で使用料等が徴収できない施設（学校、図書館など）

や他に基準額が存在する施設（保育園、図書館など）、占有料や目的外使用料（類す

るものを含む。）等については対象外とします。 

 

⑶ 公の施設の性質分類と負担割合の設定 

対象施設が提供するサービスの性質により、受益者負担の割合を設定することで、

サービスの種類に応じた税負担と受益者負担の均衡を図ります。 

ア 日常生活における必要性の程度（必需性） 

日常生活を営む上で、必要不可欠なサービスを提供する施設（必需的な施設）は、

市民の必要性が高く、より多くの公費（税）を投入して、市民全体で支えるサービ

スであり、一方、生活の快適性の向上など、個人の意思で利用するサービスを提供
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する施設（選択的な施設）は、公費（税）による負担が少なくてもよいサービスで

あると考えられます。 

 

イ 民間における類似サービスの提供の程度（公益性） 

民間では提供が難しいサービスを提供する施設や本市の魅力を広く伝える施設

（公益的な施設）は、より多くの公費（税）を投入して、市民全体で支えるサービ

スであり、一方、民間でも同種・類似するサービスを提供する施設（私益的な施設）

は市場代替性が高く、公費（税）による負担が少なくてもよいサービスであると考

えられます。 

 

ウ 受益者負担割合 

サービスの性質である「必需性（選択性）」、「公益性（私益性）」について 9

分類した上で、受益者負担割合については 5 段階に区分します。 

 

【標準的な受益者負担割合と主な施設・機能例】 

受益者負担割合は標準的な例であり、実際の割合は、施設の事情等を踏まえ決定し

ます。 

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
必
需
性
（
選
択
性
） 

必
需
的 

受益者負担：50％ 受益者負担：25％ 受益者負担：0％ 

学校、保育園、図書館、公

園、コミュニティプラザ、

児童館、保健センター 

 

受益者負担：75％ 受益者負担：50％ 

貸館施設、スポーツ施

設、ゲートボール場、高

齢者交流施設、地区集

会施設、生涯学習セン

ター、公民館 

受益者負担：25％ 

選
択
的 

受益者負担：100％ 

宿泊・日帰り温浴施

設、観光施設、飲食施

設、有料駐車場、博物

館（水族博物館） 

受益者負担：75％ 

交流宿泊施設、キャン

プ場、産業関連・農林水

産業振興施設 

受益者負担：50％ 

博物館（その他）、文化歴

史関係施設、学習施設、地

域福祉拠点施設 

 私益的  公益的 

 提供するサービスの公益性（私益性） 

 

⑷ 原価の考え方 

公の施設の利用に伴う経費には、施設の維持管理・運営に係る経常的な経費（人件

費を含む。）と、施設の整備に係る投資的な経費がありますが、使用料等を算定する

原価には、投資的な経費を含まないこととします。なお、経常的な経費でも、受益者

が特定されている経費は、原価には含まないこととします。 

また、施設のカテゴリーごとに設備の充実度や経過年数等の付加価値に差がある場

合は原価に価値補正を行うとともに、複合施設の場合については、利用する面積や時

間などを基に合理的に原価を割り振り、それぞれの使用料を算定することとします。 
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⑸ 算定方法 

ア 占有利用施設（会議室、野球場、ホール等） 

使用する面積に応じて、1 室（面）当たりの原価から使用料を算定 

  使用貸室面積  利用時間   
原価 ×  ×  × 受益者負担割合 

  総貸室面積  年間利用可能時間   

 

イ 個人利用施設（入館料等） 

大人一人 1 回当たりの使用料等を算定 

原価   
 × 受益者負担割合 

年間利用者数   

 

⑹ 使用料等の算定に当たり考慮すべき事項 

ア 料金の調整等について 

・ 各施設の設置経緯、社会状況の変化、公の施設に係る当市の行政計画や社会的

要請を特別に考慮する必要がある場合には、他の類似施設の使用料等との均衡

を考慮した上で、使用料等を調整することができるものとします。 

・ 前項のほか、同種・類似サービスを提供する施設のグループ化や近隣の類似施

設等との調整もできるものとします。 

 

イ 市外在住者、営利営業上の利用による料金の上限設定について 

・ 市外在住者：通常の使用料等の 2 倍 

・ 営利営業上：通常の使用料等の 3 倍 

 

ウ 使用料等、利用時間の単位について 

・ 使用料等：原則 100 円単位 

・ 利用時間：原則 1 時間単位としますが、施設によっては 30 分単位※での利用も

できるものとします。 

※ 30 分単位で利用する場合の料金は 1 時間の使用料の半額 

 

エ 激変緩和措置について 

・ 原則、現行の使用料等の 1.5 倍を上限とし、段階的に見直しするものとします。 

 

オ 定期的な見直しについて 

・ 5 年ごとに使用料等の見直しを行うこととします。 

 

３ 令和 7 年度の使用料等の見直しについて 

⑴ 使用料等の見直しを行う施設の考え方 

近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、次に該当する公の施設の使用料等の

見直しを行います。 

・ エネルギー価格高騰等の影響（支出の増加）を大きく受けている施設 

・ 民間事業者でも同種のサービスが提供されている施設 

・ 使用料の設定において、受益者負担の割合が高い施設 

・ 地域振興を目的に、主に市外や県外の使用者を想定している施設 

・ 指定管理者から使用料の改定の要望がある施設 
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⑵ 使用料等の見直し予定施設 

次の 17 施設について、「公の施設における使用料等の算定に係る基本方針」に基

づき算定した額を基本として、使用料等を見直す予定としています。 

新たな使用料等について、令和 7 年 12 月定例会に条例改正議案を提案し、令和 8

年 4 月 1 日の施行を目指します。 

また、これら以外の施設の使用料等及び減免基準についても見直しを検討し、令和

9 年 4 月の施行を目指します。 

 

【令和 7 年 12 月定例会で条例改正、令和 8 年 4 月の施行を目指す施設】 

用途 施設カテゴリー 施設名 

観光・レクリエ

ーション施設 

観光施設 キューピットバレイスキー場 

日帰り温浴施設 

吉川ゆったりの郷、大潟健康スポーツプラザ

鵜の浜人魚館、上越リゾートセンターくるみ

家族園 

宿泊温浴施設 

ゆきだるま温泉久比岐野、牧湯の里深山荘、

柿崎マリンホテルハマナス、板倉保養センタ

ー、うみてらす名立 

交流宿泊施設 
大島庄屋の家、吉川スカイトピア遊ランド、

六夜山荘、月影の郷 

キャンプ場 菖蒲高原緑地休養広場、南葉高原キャンプ場 

社会教育系施設 博物館・文化歴

史関係施設 
上越市立水族博物館 

公園施設 中規模公園 棚田動植物公園 

 

４ 今後のスケジュール 

時期 内容 

R7.9～11 
利用者への説明、地域協議会への説明、市ホームページ上での市民

向けアンケート調査の実施 

R7.12 
総務常任委員会所管事務調査での審議、基本方針の策定、R7 年度使

用料等条例改正議案を提案 

R7.12～R8.3 利用者等、市民への新使用料の周知 

R8.4～ 新使用料等の適用開始 

 



１　施設の収支・利用状況（R6年度）

【A】～【E】施設にかかる収入及び支出のみ記載している。

【A】指定管理者制度導入については、利用料金収入は、市の収入とはならない。

【B】市の支出には、指定管理委託料を含む。

【D】利用料金等収入には、利用料金のほか飲食・物販収入等の条例に定めのない収入を含む。

２　利用料金の変更案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

【H】料金の変更案に記載の金額は条例に定める上限額であり、実際の運用額と異なる場合がある。

【その他特記事項】

12,194人 0千円 40,498千円 40,498千円 83,271千円 123,769千円

柿崎マリンホテルハマナスの利用料金の変更について

　このたびの公の施設の使用料等の見直しは、令和9年4月に予定している定期的な使用料等の見直しに先立ち、
近年のエネルギー価格高騰等の影響を大きく受けている施設や、主に市外や県外の利用者を想定している施設な
どの17施設について、令和8年4月の使用料等の変更を計画しているものです。

利用者数
市の収入
【A】

市の支出
【B】

公費投入額
【C】B-A

利用料金等収入
【D】

維持管理経費
【E】

受益者負担割合
【F】D/E

67.3%

2,792円 1.3

№

現行（改定前） 変更案

区分① 区分② 料金単位 料金
変更案の料
金単位に換
算した額【G】

料金単位
料金
【H】

増減額
(H－G）

増減率
(H/G）

6,792円 1.7

中学生以上 1人1泊 11,510円 11,510円 1人 20,000円 8,490円 1.7

1人 15,000円

未就学児 1人1泊 9,208円 9,208円 1人

特別宿泊室 小学生 1人1泊 9,208円 9,208円 1人 16,000円

12,000円

5,520円 1.6

貸室

未就学児 1人1泊 7,584円 7,584円 1人 9,000円 1,416円 1.2

一般宿泊室 小学生 1人1泊 7,584円 7,584円 1人 12,000円 4,416円 1.6

中学生以上 1人1泊 9,480円 9,480円

250円 1.4

2,400円 750円 1.5

会議室 4時間まで 11,000円 2,750円 1室1時間 4,100円

日帰り利用 4時間まで 6,600円 1,650円 和室1室1時間

1,350円 1.5

200円 - -

「2　利用料金の変更案」について
・№7及び№8は、これまで4時間当たりで利用料金を設定していたが、1時間当たりの利用料金に設定するもの

- - - - 未就学児1人

浴室 小学生以下 1人 350円 350円 小学生1人 350円 0円 1.0

中学生以上 1人 650円 650円 1人 900円

資 料 ３

令和7年 1 0月 2 1日

観 光 振 興 課



 

 

柿崎マリンホテルハマナス 

 

１ 施設の概要 

施 設 名 称 柿崎マリンホテルハマナス 

所 在 地 上越市柿崎区上下浜 262 番地 

設 置 年 度  平成 6年度 

構 造 鉄筋コンクリート造 

面 積 延床 1,992 ㎡ 

管   理 

指定管理 

指定期間：令和 7年 4月 1日から令和 13 年 3 月 31 日 

指定管理者：ネクストリゾート上越株式会社 

 

２ 施設の利用状況 

区 分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

利用者数 12,071 人 12,672 人 12,194 人 

 
うち宿泊 3,952 人 4,431 人 4,517 人 

うち日帰り温浴 3,587 人 4,204 人 3,680 人 

 うち食堂 3,386 人 2,792 人 2,822 人 

 

３ 指定管理者制度導入施設における市の収支状況 

区 分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①収入 58 1,054 - 

②支出 

修繕料 8,830 10,672 16,723 

柿崎マリンホテルハマナス

管理運営委託料 
25,613 18,337 19,183 

 再算定による

増減額※1 
- △10,799 - 

使用料及び賃借料 210 210 131 

施設設備工事費 - - 930 

備品購入費 - 496 3,092 

負担金 212 212 212 

エネルギー価格高騰

補填金※2 
6,355 1,600 - 

能登半島地震損害補

填金※3 
- 1,647 - 

その他 305 108 227 

合計 41,525 33,282 40,498 

③公費投入額（②－①） 41,467 32,228 40,498 

④利用者 1人当たりの 

公費投入額（単位：円） 
3,435 2,543 3,321 

 

参考資料１ 



４ 指定管理者の収支状況 

区 分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①収入 

利用料金収入 64,089 79,231 68,619 

柿崎マリンホテルハマナス

管理運営委託料 
23,285 16,670 17,439 

 
再算定による

増減額 
- △9,817 

- 

 

エネルギー価格高騰

補填金 
6,355 1,600 - 

令和 6年度能登半島

地震損害補填金 
- 1,647 - 

その他 6,119 3,431 14,652 

②支出 99,249 99,410 100,473 

差引（①－②） 599 3,169 237 

    ※金額は全て税抜き 

 

○指定管理者による収支改善等の取組 

・閑散期の平日利用限定の宿泊プランや、和室貸切り入浴付き日帰りプランなどを企画し、利用

促進に努めた。 

・送迎車両とドライバーを近隣施設間で共有し効率的な運行と人件費の削減に努めた。 

 



資 料 ４ 

令和 7 年 10 月 21 日 

観 光 振 興 課 

 上 観 第 ４ ９ １ 号 

令和７年１０月１０日 

 

  柿崎区地域協議会 

   会 長  𠮷 井 一 寛  様 

 

上越市長  中 川 幹 太       

（文化観光部観光振興課）       

 

 

柿崎マリンホテルハマナスの利用時間及び休館日の変更について（諮問） 

 

 下記の事項について、上越市地域自治区の設置に関する条例第７条第２項の規定により

意見を求めます。 

 

記 

 

諮問第８８号  柿崎マリンホテルハマナスの利用時間及び休館日の変更について 

         ※ 諮問内容については、別紙のとおり 

 

 

 

[諮問理由] 

 物価高騰など、経営環境が変化する中において、日帰り宿泊温浴施設等の安定的な運営

が必要であることから、柿崎マリンホテルハマナスの利用時間及び休館日を変更すること

に関し、柿崎区の住民の生活に及ぼす影響という観点から、意見を求めるもの 

 

 

 



別紙 

（変更点については、表中下線部のとおり。） 

現況 諮問内容 

１ 利用時間 

 マリンホテルハマナスの利用時間は、次のとおりとする。ただ

し、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができ

る。 

 ⑴ 宿泊室 午後４時から翌日午前１０時まで 

 

 

 

 ⑵ 会議室 午前９時から午後１０時まで 

 ⑶ 浴室  午前１１時から午後９時３０分まで。ただし、宿 

泊室の宿泊利用をする者の利用にあっては、午後 

４時から午後１２時まで及び翌日午前５時から 

午前９時までとする。 

 ⑷ 食堂  午前１１時３０分から午後９時まで。ただし、宿 

泊室の宿泊利用をする者の利用にあっては、午後 

４時から午後９時まで及び翌日午前８時から午 

前９時３０分までとする。 

 

 

２ 休館日 

マリンホテルの休館日は、１２月３０日から翌年１月２日まで

とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更す

ることができる。 

(1)  

(2)  

１ 利用時間 

マリンホテルハマナスの利用時間は、次のとおりとする。ただ

し、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができ

る。 

⑴ 宿泊室 次のとおりとする。 

 ア 宿泊利用 午後３時から翌日午前１０時まで 

 イ 日帰り利用 午前１１時から午後２時（宿泊利用をする 

者がいない日にあっては、午後５時）まで 

 ⑵ 会議室 午前９時から午後１０時まで 

 ⑶ 浴室  午前１１時から午後７時まで。ただし、宿泊室の 

宿泊利用をする者の利用にあっては、午後３時か 

ら午後１２時まで及び翌日午前５時から午前９ 

時までとする。 

 ⑷ 食堂  午前１１時３０分から午後２時及び午後５時３ 

０分から午後８時３０分まで。ただし、宿泊室の 

宿泊利用をする者の利用にあっては、午後６時か

ら午後８時３０分まで及び翌日午前７時から午

前９時までとする。 

 

２ 休館日 

マリンホテルハマナスの休館日は、水曜日（この日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときは、その翌日）とする。ただし、指定管理者は、市長

の承認を得てこれを変更することができる。 

 



資 料 ５ 

令和7年10月21日 

ス ポ ー ツ 推 進 課 

 上教ス第 3542 号  

令和 7 年 9 月 16 日  

 

  柿崎区地域協議会 

   会 長  𠮷 井 一 寛  様 

 

上越市長   中 川 幹 太 

（教育委員会スポーツ推進課） 

 

 

上越市柿崎体育館の廃止について（諮問） 

 

 下記の事項について、上越市地域自治区の設置に関する条例第７条第２項の規定により

意見を求めます。 

 

記 

 

諮問第８６号   上越市柿崎体育館の廃止について 

          ※ 諮問内容については、別紙のとおり 

 

[諮問理由] 

（仮称）柿崎区新保育園の建設用地として活用するため、令和７年度末をもって施設

を廃止するもの。 

 

 



別紙 

 

現況 諮問内容 

 

１ 設置目的 

  広く市民が、スポーツを通じて心身の健全な発達と明る

く豊かな生活の形成に寄与することを目的とする。 

 

２ 名称及び位置 

   上越市柿崎体育館（上越市柿崎区直海浜 1155 番地） 

 

３ 機能 

①体育室 

②トレーニングルーム 

③会議室 

 

４ 利用時間 

   午前 9時から午後 10 時まで 

 

５ 休館日 

   月曜日及び 12 月 29 日から翌年 1月 3日まで 

 

６ 使用料  

施設名 使用料（１時間あたり） 

体育室 410 円 

トレーニングルーム 310 円 

会議室 210 円 

  ※ 体育室照明設備 1時間につき 110 円 

 

１ 廃止予定日 

   令和 8年 4月 1日 

 

 

※ 施設の利用状況等については参考資料のとおり 



参考資料 

上越市柿崎体育館の廃止について 
 

 

１ 廃止の理由 

（仮称）柿崎区新保育園の建設用地として活用するため、令和 7年度末をもって施設を

廃止するもの。 

 

２ 施設概要 

 ⑴ 名  称：上越市柿崎体育館（上越市柿崎区直海浜 1155番地） 

⑵ 構 造 等：敷 地 面 積：7,384.75㎡（延べ床面積：817.93㎡） 

⑶ 建築年月：昭和 57年 1月 19日（令和 7年 4月 1日現在 42年経過） 

 ⑷ 管理形態：直営管理 

 ⑸ 使 用 料：占有使用料 1時間につき体育室 410円、トレーニングルーム 310円、 

        会議室 210円、体育室照明設備 1時間につき 110円 

 

３ 利用状況                             （単位：人） 

区 分 2年度 3年度 4年度  5年度 6年度 

利用者数 4,729人 5,005人 6,086人 5,774人 5,965人 

 

体育室 3,529人 3,883人 4,776人 4,270人 4,409人 

トレーニングルーム   996人   853人   992人 1,256人 1,160人 

会議室   204人   269人   318人   248人   396人 

 

４ 収支状況                            （単位：千円） 

区 分 令和 5年度 令和 6年度 主な内容 

収 入 325 369 【収入】使用料 

【支出】報償費、消耗品費、光熱水費、修

繕料、委託料、下水道使用料など 

支 出 808 899 

差 引 ▲483 ▲530 

 

５ 廃止後の取扱 

⑴ 定期利用団体（2団体）は、柿崎総合体育館や学校体育施設等で活動する。 

⑵ 近隣 4町内会の指定避難所は、上下浜小学校及び柿崎保健センターに変更する。 

⑶ 選挙投票所は、上下浜小学校に変更する。 

⑷ 跡地は、（仮称）柿崎区新保育園の建設用地とする。 

 

６ 今後の予定 

時 期 スケジュール 

令和 7年 10月 柿崎区地域協議会に施設の廃止を諮問 

令和 7年 12月 市議会 12月定例会に関係条例の一部改正を提案 

令和 8年 03月 31日 施設廃止 

 

 

裏面あり 



参考資料 

７ 参考（現況写真） 

 



資 料 ６ 

令和7年 10月 21日 

教 育 総 務 課 

 上 教 総 第 7 0 0 号   

令和７年１０月７日   

 

  柿崎区地域協議会 

   会 長  𠮷 井 一 寛  様 

 

上越市長  中 川 幹 太       

（教育委員会教育総務課）       

 

 

上下浜小学校及び下黒川小学校の廃止について（諮問） 

 

 下記の事項について、上越市地域自治区の設置に関する条例第７条第２項の規定により

意見を求めます。 

 

記 

 

諮問第８７号  上下浜小学校及び下黒川小学校の廃止について 

         ※ 諮問内容については、別紙のとおり。 

 

 

 

[諮問理由] 

 柿崎区内の保護者及び地域住民と意見交換を重ね、意向を確認した上で検討を行なった

結果、上下浜小学校、下黒川小学校及び柿崎小学校の統合により、子どもたちにとって望

ましい学びの環境を確保する必要があると判断したことから、上下浜小学校及び下黒川小

学校の廃止に関し、柿崎区の住民の生活に及ぼす影響という観点から意見を求めるもの 

 

 

 



別紙 

 

現況 諮問内容 

 

上越市立学校条例（昭和 38 年条例第 29 条）において、以下のと

おり規定されている。 

 

（設置） 

第 1条 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 38条及び第49条の

規定に基づき、別表第 1のとおり上越市立小学校及び別表第 2 の

とおり上越市立中学校を設置する。 

 

（別表第 1（第 1条関係）） 

小学校の名称 位置 

上越市立上下浜小学校 上越市柿崎区上下浜 569 番地 

上越市立下黒川小学校 上越市柿崎区柳ケ崎 707 番地 
 

 

令和 10 年 3 月 31 日付けで、上越市立上下浜小学校及び上越

市立下黒川小学校を廃止する。（上越市立学校条例別表第 1 中

上越市立上下浜小学校及び上越市立下黒川小学校を削除す

る。） 

※ 学校の状況等については参考資料１のとおり、位置図については参考資料２のとおり 



参考資料１ 

学校の状況等 

 

〇 建物の概要 

項目 上下浜小学校 下黒川小学校 柿崎小学校 

敷地面積 20,405 ㎡  12,522 ㎡ 23,553 ㎡  

屋外運動場面積 8,620 ㎡ 6,887 ㎡ 16,220 ㎡ 

校舎 延床面積 3,155 ㎡  2,512 ㎡ 4,499 ㎡  

 建物構造 鉄筋コンクリート造 3階建 鉄筋コンクリート造 3階建 鉄筋コンクリート造 3階建 

 建築年月 昭和 61 年(1986 年)7 月 昭和 55 年(1980 年)12 月 昭和 52 年(1977 年)7 月 

体育館 延床面積 605 ㎡  650 ㎡ 984 ㎡  

 建物構造 鉄骨造 1階建 鉄骨造 1階建 鉄骨造 1階建 

 建築年月 昭和 49 年(1974 年)11 月 昭和 55 年(1980 年)12 月 昭和 52 年（1977 年）7月 

改修履歴 

H22 大規模改修（体育館：屋根、

耐震） 

H24 大規模改修（校舎：耐震、

屋上、外壁） 

H28 大規模改修（体育館：屋根、

外壁、トイレ） 

H9 校舎大規模改修（耐震） 

H29 大規模改修（トイレ） 

 

〇 児童数の推移（見込み） ※網掛けは複式相当の学級。特別支援学級の児童数を含む人数  

              ※R6・R7 年度 下黒川小学校は教職員の弾力的運用により単学級とした。 

 

 



参考資料２ 

学校の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

出所：上越市全図 

上下浜小学校 

下黒川小学校 

柿崎小学校 



参考資料３ 

柿崎小学校の大規模改修について 

 

 

１．比較検討の状況 

  大規模改修案及び建替え案を、以下のとおり検討し、望ましい学びの環境の確保の観点から、大規

模改修案とした。 

 大規模改修 

 工事期間が比較的短いことから、令和 10 年 4 月に統合ができる。 

 令和 10 年 4 月に統合する場合、令和 8 年度及び令和 9 年度の 2 年間、上下浜小学校と下

黒川小学校は統合に係る教職員の加配を受けることができる。 

⇒令和 8年度及び令和 9年度は、上下浜小学校及び下黒川小学校の複式学級の編成に変化は

なく、統合加配教員の配置で複式学級編成とせず、統合に向けた準備を行うことができる。 

 建替え 

 新しい校舎として整った学習環境となる。 

 工事期間として約 5 年を要するが、その間に上下浜小学校及び下黒川小学校においては、

複式学級編成が増加する見込みである。 

⇒統合加配教員は統合前 2年間のみの措置であるため、それまでしばらくの間、複式学級で

の学習形態となる。 

 

 

２．予定する改修内容 

 ⑴ 工事予定箇所 

① 校舎の外壁面の全面的な改修 

② 窓サッシの入替え 

③ 校舎内の内装改修の他、使いやすいロッカーや下駄箱への入れ替え、特別教室エアコン設置   

など 

 ⑵ 工事予定期間 

   令和９年度 1年間 

   ※ 工事期間中は、校地内に建設予定のプレハブ校舎にて教育活動を実施 

 



参考資料４ 

 

 

 

 

 
 

柿崎区小学校の統合に関する今後の取組について、９月に小学校区ごとに保護者説明会を行

いました。説明会では統合時期の見直しと、改修工事の概要をご確認いただきました。以下に 

説明会当日の配付資料と、いただいたご質問をまとめましたのでご覧ください。今後、地域協議

会での諮問、答申を経て、統合に向け準備を進めていきます。引き続き保護者の皆様からの  

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

市では、柿崎区小学校における望ましい学習環境を整えるための取組方針を、「上下浜小学

校及び下黒川小学校を柿崎小学校に編入統合する。統合時期は令和 9 年 4 月を目標とする。」

として保護者の皆様や地域の皆様にお示ししてきました。 

しかし、統合後に使用する校舎である、柿崎小学校の校舎の改修工事について調査を進める

中で、当初の想定以上に大規模な改修工事が必要であることが判明したため、改めて統合に向

けたスケジュールの見直しを図りました。 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

(1) 工事予定箇所 ※塩害による劣化の全面的な改修と老朽化した内装の改修等 

〇 校舎の外壁面の全面的な改修   〇 窓サッシの入替え 

〇 校舎内の内装改修の他、使いやすいロッカーや下駄箱への入れ替え、特別教室エアコ 

ン設置 他 

(2) 工事予定期間 

〇 令和９年度 1 年間 

※ 工事期間中は、グラウンド内に建設予定の仮設校舎にて教育活動を実施 

(3) その他 

   〇 工事の計画等、詳細が決まり次第、柿崎小学校保護者の皆様へ説明いたします。その

際、学校生活への配慮（通学や児童クラブ等）についても説明いたします。 

 
 

 

 

 

 

9 月 ： ・小学校区ごとに保護者説明会を実施 

10 月 :  ・町内会長・学校運営協議会委員への報告  ・地域協議会への諮問 ⇒ 答申 

12 月以降 ： 大規模改修工事にむけた準備 

 

 

柿崎区小学校の統合に関する今後の取組について説明会報告 
 
 

令和 7年 10 月 上越市教育委員会教育総務課 

柿 崎 区 総 合 事 務 所 

１ 取組方針 
 

２ 大規模改修工事の概要 

 

３ 今後の主な予定 

上下浜小学校及び下黒川小学校を柿崎小学校に編入統合する。 

統合時期は令和１０年 4月を目標とする。 

～ 説明会資料 ～ 
 



参考資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 通 学 方 法 】 
・公共交通機関の利用を検討し、活用できない場合はスクールバスを検討しま

す。随時、保護者に説明します。 

【交流活動等】 

・交流活動は計画通り今年度から開始し、児童の交流を図ります。 

・教職員も児童の様子について情報交換を行い、交流活動に生かしたり、新たな

友達づくりを支援したりできるよう連携します。 

【学校組織等】 
・PTA や後援会などの組織について調整を行い、一体感の醸成と円滑な移行を

図ります。（R9 年度の予定） 

【 そ の 他 】 

・上下浜小・下黒川小に統合加配教員が R8・9 年度の 2 年間、柿崎小学校には

R10 年度に配置され、通常より教職員が 1 名増の体制で教育活動を行います。 

・統合実行委員会は、R8 年度中に設置し、必要な協議を行います。 

・各校の特色ある教育をどのように取り入れるか、教職員で協議していきます。 

【参 考】 今後の児童数の推移（令和 7年 5 月 1 日現在） 

※表の色付きは複式学級相当の児童数 

※R8 年度以降の児童数は、R7 年 5 月 1 日現在の住民基本

台帳の人数から推計（附属小、特別支援学校、校区外等

へ通学する可能性のある児童を含む） 

学校名 柿 崎 小 上 下 浜 小 下 黒 川 小

学　年 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計

令和7年度 27 27 43 27 33 35 192 10 6 9 15 11 11 62 6 12 8 6 12 9 53

令和8年度 37 27 27 43 27 33 194 8 10 6 9 15 11 59 1 6 12 8 6 12 45

令和9年度 24 37 27 27 43 27 185 8 8 10 6 9 15 56 5 1 6 12 8 6 38

令和10年度 20 24 37 27 27 43 178 6 8 8 10 6 9 47 6 5 1 6 12 8 38

令和11年度 20 20 24 37 27 27 155 7 6 8 8 10 6 45 3 6 5 1 6 12 33

令和12年度 15 20 20 24 37 27 143 6 7 6 8 8 10 45 6 3 6 5 1 6 27

令和13年度 11 15 20 20 24 37 127 5 6 7 6 8 8 40 1 6 3 6 5 1 22

学校名 柿崎小+上下浜小+下黒川小

学　年 1 2 3 4 5 6 計

令和7年度 43 45 60 48 56 55 307

令和8年度 46 43 45 60 48 56 298

令和9年度 37 46 43 45 60 48 279

令和10年度 32 37 46 43 45 60 263

令和11年度 30 32 37 46 43 45 233

令和12年度 27 30 32 37 46 43 215

令和13年度 17 27 30 32 37 46 189

【問合せ先】 

・上越市教育委員会教育総務課  担当：小池、小林 

上越市下門前 1770番地（上越市教育プラザ内） 

TEL：025-545-9243  FAX：025-545-9272 

 ・柿崎区総合事務所 教育・文化グループ 担当：岩片 

     TEL：025-536-6714  FAX：025-536-3850 
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・通学方法はどのようになりますか。スクールバスは何時に出発することになりますか。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体操着や内履きなどの持ち物はどのようになりますか。 

 

 

 

 
 

 

・何年も前から統合の話が出ているのに、今回もまだ統合年度は目標となっています。今後また

先送りになることはあるのですか。工事は間に合いますか。 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

・柿崎小以外の小学校校舎の活用や、久比岐高校の校舎を活用、建て替えは検討しなかったの

ですか。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

・交流活動はいつから始まるのですか。統合に関係ない学年も交流するのですか。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 通学の方法は統合が正式に決まった後、公共交通機関やスクールバスの活用等の通学方法から検

討をはじめます。時刻表等詳細は決まっていません。統合前年度に保護者の皆様に検討状況の説明

を行います。 

〇地域協議会での諮問と答申や条例改正を終えていないため、統合年度を目標として示しています

が、令和１０年度 4月の統合を目指して、工事や準備を進めていきます。 

〇 過去の例では、統合後２年間を移行期間として設定する場合が多いです。また、統合前の１年間

も移行期間にしている学校もありました。移行期間をどのように設定するか、各校と協議して決め

ます。お子さんの成長に合わせて買い替えの時に順次変えていき、保護者や児童の負担にならない

よう配慮します。 

〇 様々なことを検討した結果、柿崎小学校の大規模改修が最適と判断しました。 

 ・他の小学校校舎：全児童数に対する教室数の不足。増築するスペースの問題。通学距離の問題。

行事の際の駐車場確保の問題など 

 ・高校の校舎：校舎のつくりが小学生用の規格と高校生用は異なる。通学バスを通すことの困難

さ。グランドの水はけの悪さや校舎からの遠さの問題など 

 ・建て替え：費用の問題。完成まで長期間かかるため、児童数が減少し複式学級が増えていくこと

など 

〇 交流活動について、学校に計画的に行っていただくようお願いをしました。各校の教職員で、ど

のように交流活動を行うか話し合うことから始め、開始時期は学校の計画によります。 

〇 交流の様子をおたより等でお伝えしたり、保護者の皆さんが交流活動を参観したり、親子一緒に

活動したりと、様子をお知らせする配慮をしていただくよう学校にお願いをしています。 

〇 これまでの学校統合では、統合に関係する学年から交流活動を開始し、順次全学年での活動に広

げていく例が多いです。今後３つの学校で協議し、交流活動を計画します。 

～ 説明会でいただいた主な質問・ご意見 ～ 
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・統合実行委員会はいつから始まりますか。委員はだれがなるのですか。校歌を新しくするかど

うかについてはどのように決めるのですか。２年間にわたると委員が交代して継続協議が難しく

なるのではないかと心配です。統合前年の１年でいいのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

・統合加配の教職員が配置されることで、複式学級はなくなりますか。 

 

 

 

 

 

 

・体育館にエアコンはつきますか。体育館の改修工事は行いますか。階段に手すりはつきますか。 

 

 

 

 

 

・児童クラブを統合後も継続利用したいのですが、手続きはどのようになりますか。 

 

 
 

 

 

 

 

・学校が避難所になっています。閉校後の避難所はどうなりますか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・柿崎小は工事期間中、グランドは使えますか。授業や行事への影響はどのようになりますか。 

 

 

 
 

 

※ この他、統合後のクラス分けのご心配や、少人数から大人数の中に入っていく不安の声、今

の学校の良さや特徴を生かしてほしいといったご要望もいただきました。学校にもお伝えしま

〇 新校歌について協議を始める場合、令和 8 年度から統合実行委員会を開催する必要があります。

実行委員会には、地域の代表（後援会長など）と保護者の代表（PTA正副会長など）と教職員の皆

さんに担っていただきます。委員は各校で選出しますので、必ずしも役職で決めるということでは

ありません。各校の状況によります。 

 

〇 令和 8 年度からの２年間、上下浜小と下黒川小には統合加配教員の配置があり、統合に向けた準

備を行います。統合加配教員を学級担任にするか、複式学級のわたりの授業の解消等に位置づける

かは、その年の教職員の構成などの状況によります。学年に応じた学習をすべて終えて統合の年を

迎えられるよう準備をしていきます。 

〇 柿崎小学校の体育館のエアコンについては、今回の工事計画にはありません。体育館外壁と鉄扉

等の改修工事を計画しています。階段手すりついては状況を確認します。 

〇 統合の前年度に、保護者の皆様に、学校生活などについての説明会を行います。児童クラブの継続

手続きについてもその際、お伝えします。 

〇避難所指定になっている場合は、閉校後も避難所として活用できる機能維持を検討していきます。 

〇現段階でグランドの全部が使えなくなるとは考えていません。工事の計画ができてきてから、行事や

授業の行い方についての詳細を学校と協議します。できるだけ子どもたちの負担が少なくなるよう

配慮していきます。 
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す。統合に向けて保護者の皆様と子どもたちの不安な思いを、一緒に考えたり解決したりでき

るようにしていきたいと思います。 
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第 9回スポ×まちプロジェクト 会議記録 

日 時 
令和 7 年 10 月 2 日（木） 

18:00～19:30 
出席者 

佐藤（昌）委員長、坂木委員 

滝澤委員、山川委員 
場 所 

柿崎コミュニティプラザ 

3 階 市民活動室 

記録者 佐藤（昌）委員長 欠席者 小関委員 

標 題 意見交換会の準備 

今後の意見交換会を円滑に行うため、事前に地域協議委員の役割・業務、当プロジ

ェクトが進めている自主的真議事項、検討内容の紹介、候補団体に対してお聞きした
いことをまとめた周知文書（案）について、協議した。 

 

１ 協議内容と主な意見 

⑴ 周知文書の内容について 

・協議会の役割や業務内容の紹介 
・当プロジェクトが検討している自主的な審議の紹介 

 ・当プロジェクトが理想の姿であると考えているまちづくり活動の紹介 
 ・上記まちづくり活動に必要な人材の紹介 
 ・候補団体にお聞きしたいこと 

 
 ⑵ 周知文書についての主な意見 

・協議会の役割や業務内容の紹介については、特に修正なし 
 ・まちづくり活動に必要な人材の紹介についても同じ 
 ・当プロジェクトが検討している自主的な審議の紹介と理想の姿と考えている

まちづくり活動について、意見交換を行う団体と当方で熱量や理解度の違い
があると考える。ここの文書を良く整理しないと良い意見交換会はできない
と思うので、協議を継続することとした。 

  ・スポーツ施設の活用やスポーツイベントにまちづくり活動をミックスしたた      
め、説明が難しい。意図が正確に伝わるよう文書の検討を行いたい。 

  ・理想とするまちづくり活動を実践している団体の URL と資料を委員に配付し      

委員の理解度向上も図ることとした。 
 

 

２ 今後のスケジュール 

・日時 10 月 21 日（火）地域協議会終了後 

 ・会場 柿崎コミュニティプラザ 3 階 市民活動室 

 ・内容 周知文書の内容修正 

 

 

 

以 上 
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